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平成29年３月13日（月曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成29年度宮崎県一般会計予算

○議案第14号 平成29年度宮崎県立学校実習事

業特別会計予算

○議案第15号 平成29年度宮崎県育英資金特別

会計予算

○議案第16号 平成29年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）予算

○議案第17号 平成29年度宮崎県公営企業会計

（工業用水道事業）予算

○議案第18号 平成29年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）予算

○議案第21号 地方警察職員の定員に関する条

例の一部を改正する条例

○議案第39号 宮崎県育英資金貸与条例の一部

を改正する条例

（ ）○請願第21号 共謀罪 テロ等組織犯罪準備罪

法案に反対する請願

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・新所属の設置について

・下小原発電所（日之影町）の発電設備の譲与

について

・企業局施設見学ツアー（工業用水道）につい

て

・平成29年度宮崎県教育委員会事務局組織改正

について

・教育委員会会議の議題等の取扱いについて

・宮崎県立高等学校教育整備計画について

出席委員（７人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 日 髙 陽 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 中 野 明廣

委 員 髙 橋 透

委 員 有 岡 浩 一

委 員 濵 砂 守

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 野 口 泰

警 務 部 長 新 島 健太郎

警務部参事官兼
廣 澤 康 介

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 鬼 塚 博 美

刑 事 部 長 西 福 一

交 通 部 長 金 井 嘉 郁

警 備 部 長 片 岡 秀 司

警務部参事官兼
時 任 和 博

会 計 課 長

警務部参事官兼
長 友 信 明

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
黒 木 義 彦

生活安全企画課長

総 務 課 長 児 島 孝 思

少 年 課 長 宮 川 博 文

生 活 環 境 課 長 重 山 勝 則

交 通 規 制 課 長 中 嶋 信 行

運 転 免 許 課 長 首 藤 昌 良

企業局

企 業 局 長 図 師 雄 一

平成29年３月13日(月)
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副 局 長
梅 原 裕 二

（ 総 括 ）

副 局 長
白 賀 宏 之

（ 技 術 ）

総 務 課 長 松 田 広 一

経 営 企 画 監 森 本 誠 二

工 務 課 長 新 穗 伸 一

開 発 企 画 監 上 石 浩

電 気 課 長 喜 田 勝 彦

施 設 管 理 課 長 平 松 信 一

総 合 制 御 課 長 新 見 剛 介

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 木 下 節 子

政策調査課主幹 西久保 耕 史

ただいまから文教警察企業常任○渡辺委員長

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりで御異

議ありませんでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定をい○渡辺委員長

たします。

次に、当初予算関連議案の審査方法について

であります。お手元に配付しております資料、

委員会審査の進め方（案）をごらんください。

まず、１、審査方針についてであります。当

初予算の審査に当たっては、重点事業・新規事

業を中心に説明を求めることとし、あわせて平

成27年度決算における指摘要望事項に係る対応

状況についても説明を求めることとしておりま

す。

次に、２、当初予算関連議案の審査について

であります。今回の委員会は、審査が長くなる

ことが予想されることから、教育委員会につい

ては３グループに分けて審査を行い、総括質疑

を行った後、その他の報告について説明を受け

たいと存じます。

審査方法について、御異議ありませんでしょ

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○渡辺委員長

します。執行部入室のため、暫時休憩いたしま

す。

午前10時２分休憩

午前10時４分再開

委員会を再開いたします。○渡辺委員長

本日、委員会に５名の傍聴の申し出がありま

したので、これを認めることといたしました。

。 、傍聴される方にお願いいたします 傍聴人は

受け付けの際にお渡しした傍聴人の守るべき事

項にありますとおり、声を出したり拍手をした

りすることはできません。当委員会の審査を円

滑に進めるため、静かに傍聴してください。ま

た、傍聴に関する指示には、速やかに従ってい

ただきますようお願いいたします。

それでは、当委員会に付託されました議案等

について、本部長の説明を求めます。

おはようございます。先日○野口警察本部長

は、補正予算関係議案を審査いただきまして、

まことにありがとうございました。

本日、御審査をお願いする案件は、まず、平

成29年度宮崎県一般会計予算であります。

当初予算案は、平成29年度の宮崎県警察運営

方針及び運営重点に沿った各種施策を具体的に

実現する予算として編成したところであり、最

終予算額として、恩給及び退職年金を除きまし

て282億7,090万9,000円をお願いするものであり

平成29年３月13日(月)
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平成29年３月13日(月)

ます。

次に、昨年９月の決算特別委員会での指摘要

望事項にかかわる対応状況につきまして報告い

たします。

条例に関しましては、地方警察職員の定員に

関する条例の一部を改正する条例につきまして

御審査をお願いいたします。

また、そのほかの報告としまして、新所属の

設置について報告をいたします。

詳細につきましては、警務部長から説明をさ

せていただきますのでよろしくお願い申し上げ

ます。

私からは以上でございます。

ありがとうございました。本部○渡辺委員長

長の概要説明が終了いたしました。

引き続き、議案の審査を行いますが、歳出予

算の説明については重点事業、新規事業を中心

に簡潔明瞭に行い、あわせて決算における指摘

要望事項に係る対応状況についても説明をお願

いいたします。

それでは、議案に関する説明を求めます。

おはようございます。それで○新島警務部長

は、平成29年２月定例県議会提出の議案第１号

「平成29年度宮崎県一般会計予算」の公安委員

会関係につきまして御説明いたします。

お手元に、文教警察企業常任委員会資料とい

う題名の資料を準備させていただいております

ので、これと、議会資料の平成29年度歳出予算

説明資料という冊子で御説明いたします。

平成29年度歳出予算説明資料では、489ページ

からの記載になります。

、 、それでは お配りしております資料の２枚目

資料１、平成29年度歳出予算についての１、平

成29年度歳出予算の概要をごらんください。

、警察本部の歳出予算要求の基本的な考え方は

「県民の期待と信頼に応える強くしなやかな警

察」という平成29年の宮崎県警察の運営方針の

、「 」 、もと 事態対処事案への迅速・的確な対応 等

７項目の運営重点を中心とする治安維持に必要

な経費を措置し、警察力を確保しようとするも

のであります。

この基本的な考えのもとに、公安委員会関係

の平成29年度歳出予算額は、恩給及び退職年金

費を除きまして282億7,090万9,000円をお願いす

るものであります。

この予算額は、昨年度と比べますと、人件費

につきましては退職手当がふえたこと等により

３億7,772万4,000円の増額、人件費以外の物件

、 、費につきましては 平成28年度に着工しました

えびの警察署の建設工事費等が多額になること

などから７億4,359万6,000円の増額となり、総

額では11億2,132万円の増額、率にいたしますと

対前年度比4.1％の増となっております。

それでは、平成29年度の公安委員会関係の歳

出予算の内容を、科目、事項別に説明いたしま

すので、資料１の２、事項別歳出予算額と主な

事業をごらんください。

歳出予算説明資料につきましては、493ページ

からとなります。

まず、資料１の項目２の一覧表最上段左側に

記載しております、会計、科目、事項の欄をご

らんください。

会計、一般会計 （款）警察費（項）警察管理、

費（目）公安委員会会費（事項）委員報酬681

万6,000円でございますが、これは、公安委員３

名の報酬であります。

次に （事項）委員会運営費698万4,000円でご、

ざいますが、これは、公安委員会運営に要しま

す経費であります。この中で、主な事業につき

ましては 「警察署協議会運営費」341万4,000円、
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でありますが、これは、県下13警察署に置かれ

ております地域住民の意向を警察業務に反映さ

、せるための警察署協議会の運営に要する経費で

。委員の報酬や旅費などに要する経費であります

次に （目）警察本部費（事項）職員費185、

億7,448万9,000円でございますが、これは、職

員の人件費になります。

次に （事項）運営費35億8,240万7,000円でご、

ざいますが、これは、警察業務を行う上で、そ

、の基盤となります通信指令システムやＯＡ機器

その他職員が警察業務を処理するために必要な

事務費等の、いわゆる職員を設置することによ

り必要となる経費であります。

この中で、主な事業につきましては 「退職手、

当」19億7,426万6,000円 「警察業務電算化推進、

事業」３億6,662万1,000円 「新たな時代に対応、

する警察通信指令システム整備事業」２億8,228

万3,000円であります。

退職手当は、本年１月１日現在での平成29年

度末の定年退職予定者数を80名と見込み、予想

される希望退職者等を含む合計106名分を計上し

ており、平成28年度と比較しますと５億782万円

の増額となっております。

警察業務電算化推進事業は、現在の高度情報

化社会の広域・複雑・高度化する犯罪から県民

の安全な生活を守るため、情報技術を活用した

警察業務の電算化を推進するための経費であり

ます。

新たな時代に対応する警察通信指令システム

整備事業は、110番の受理に当たり、多様化・ス

ピード化する犯罪等に的確に対応するためのシ

ステムのリース料であります。

次に （目）装備費（事項）装備費３億8,205、

万2,000円でございますが、これは、警察機動力

及び警察装備の計画的整備充実強化と装備活動

に要する経費であります。

この中で、主な事業につきましては 「警察活、

動用車両維持費」２億7,193万8,000円でありま

す。

警察活動用車両維持費は、警察が保有してお

ります全車両に係る修繕費、燃料費、自賠責保

険料、重量税及びその他維持に係る消耗品費等

に要する経費であります。

次に （目）警察施設費（事項）警察施設費９、

億3,695万円でございますが、これは、警察施設

の計画的整備と適正な維持管理に要する経費で

あります。

この中で、主な事業につきましては 「交番、、

駐在所庁舎新築費」7,861万4,000円 「宮崎県総、

合自動車運転免許センター建設整備事業」１

億9,669万円であります。

交番、駐在所庁舎新築費につきましては、交

番、駐在所の経費に係る設計費や建設費等であ

ります。

なお、建設費につきましては、警察共済組合

の不動産投資事業を活用して建設することとし

ております。

平成29年度は、高岡警察署の国富交番、えび

の警察署の加久藤駐在所の２カ所を木造により

新築する予定であります。

交番や駐在所は、地域住民の安全と安心の拠

点である生活安全センターとして、地域住民の

日常生活に密着した警察活動を行っております

が、ただいまの交番、駐在所につきましては、

老朽化に加えまして来訪者と対応するためのコ

ミュニティースペースや駐車スペースが狭いた

め、県民が利用しやすい場所への移転新築や利

用しやすい配置とする計画としているところで

あります。

宮崎県総合自動車運転免許センター建設整備
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事業は、警察共済組合の不動産投資事業を活用

して、運転免許センターを建設しておりますの

で、その償還金を支払うものであります。

次に （事項）警察署庁舎建設費９億6,917、

万8,000円でございますが 「えびの警察署庁舎、

建設整備事業」につきましては、築後54年が経

過し、また、耐震性能が低かったことから、平

成28年度に建設工事に着工しておりまして、平

成29年度は建設工事の２年目となります。

建設工事は本年１月に着工しておりまして、

平成30年２月ころの完成を目指しているところ

であります。

なお、警察署庁舎は、鉄筋コンクリート３階

建てとなっており、総事業費は、約11億5,000万

円程度を見込んでおります。

次に （目）運転免許費（事項）運転免許費６、

億8,184万3,000円でございますが、これは、運

転免許試験及び各種講習その他運転免許事務処

理に要する経費であります。

この中で主な事業につきましては 「運転免許、

保有者の認知症等対策推進事業」1,067万5,000

円 「道路交通法の一部を改正する法律に伴う運、

転免許整備事業」1,233万9,000円 「運転免許証、

ＩＣカード化導入事業」１億534万4,000円であ

ります。

運転免許保有者の認知症等対策推進事業につ

きましては、運転に不安を抱えている高齢者や

その家族及びてんかん等一定の病気を有する県

民からの相談に的確に対応できるよう、運転免

許センターに病気に関する専門的知識を有する

看護師を配置し、相談体制の確立を図るもので

あります。

道路交通法の一部を改正する法律に伴う運転

免許整備事業につきましては、高齢運転者対策

の強化が図られたことに伴い、高齢運転者の支

援業務を専門的に行う非常勤職員の雇用や、臨

時認知機能検査の通知等で必要となる経費であ

ります。

運転免許証ＩＣカード化導入事業につきまし

ては、ＩＣカード免許証を作成する装置のリー

ス料や、ＩＣカードの購入等に要する経費であ

ります。

次に （項）警察活動費（目）警察活動費（事、

項）一般活動費16億3,469万6,000円でございま

すが、これは、生活安全、刑事及び交通等警察

活動全般に要する経費であります。

この中で主な新規事業につきまして説明いた

しますと 「適正かつ効率的な検視業務に資する、

ための資機材整備事業」156万3,000円 「交通事、

故事件立証能力強化のための資機材整備事

業」1,015万8,000円 「年齢及び出身地推定法確、

立のためのＤＮＡ研究事業」637万8,000円 「南、

海トラフ地震等災害対策充実強化事業」2,838

万9,000円であります。

適正かつ効率的な検視業務に資するための資

機材整備事業につきましては、お手元の資料１

―１をあわせてごらんください。次のページに

なります。

事業の目的につきましては、警察は、変死者

または変死の疑いのある死体について、死因を

究明し事件性を判断するため、死体の状況等を

調べる検視を行っております。

、検視は各警察署の捜査員が実施いたしますが

犯罪死の見逃し防止を図るため、検視について

専門的知識と経験を有します警察本部の検視官

が死体取り扱い現場に積極的に臨場していると

ころであります。

しかしながら、例えば串間警察署と高千穂警

察署と同時に複数の死体取り扱い現場が発生し

た場合などには、検視官が全ての現場に臨場す
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ることができません。

そこで、死体取り扱い現場の状況等を映像と

音声で検視官に送信するとともに、その状況等

を受信した検視官が現場責任者に対して、具体

的かつ的確な指示、指導と現場指揮を行うこと

により、犯罪死の見逃し防止を図るものであり

ます。

事業概要としましては、死体取り扱い現場か

ら検視官に動画撮影した映像や音声をリアルタ

イムに送信する検視支援システムを導入しまし

、 、て 県内13警察署に送信用のタブレット端末を

警察本部に受信用のタブレット端末とノートパ

ソコンを整備するものであります。

事業効果としましては、検視官が現場等の状

況を正確に確認することができることから、複

数の死体取り扱い現場が発生した場合には、臨

場優先順位を迅速に判断することが可能となり

ます。

また、検視官が死体取り扱い現場に臨場する

途中においても、リアルタイムで現場の状況等

を確認することができるとともに、現場に対し

て具体的な指揮をとることが可能となりますこ

とから、適正な検視業務を推進することができ

るものと考えております。

次に、交通事故事件立証能力強化のための資

機材整備事業につきましては、お手元の資料１

―２をあわせてごらんください。

事業目的につきましては、ひき逃げ事件や重

大交通事故などの裁判において、事故事件を疎

明、立証するためには、綿密で科学的な事故捜

査に基づく客観的証拠の収集が必要であり、ま

た、重大交通事故を引き起こす交通違反に対し

ては、厳正な取り締まりも必要であります。

、 、しかしながら これらに必要となる資機材は

現在充足されているとはいえず、また現存の資

機材も作動不良や劣化が著しく、事故捜査、交

通取り締まりに支障を来している現状でありま

す。

そこで、事故捜査や交通取り締まりに必要な

資機材のさらなる充実と現有資機材の減耗更新

を図るものであります。

事業効果といたしましては、１つ目は、自動

車のコンピューターのデータを読み取る故障診

断装置の新規整備であります。

近年の自動車は、車両の制御に各種コンピュ

ーターを使用しており、交通事故車両からデー

タを読みとることで事故発生時の車両の速度、

運転操作状況を客観的に確認できます。

現在は、ディーラーにデータ読み取りを依頼

しておりますが、時間経過によりデータが失わ

れるケースもありますことから、現場で速やか

にデータを読み取ることができるよう、本装置

を整備するものであります。

２つ目は、肉眼では判別できないタイヤ痕を

撮影する持ち運びのできる赤外域撮影装置の新

規整備であります。

歩行者被害のひき逃げ事件等では、着衣に肉

眼では判別できないタイヤ痕が印象されている

ケースがあり、発生現場において本装置を使用

してタイヤ痕を解析することにより、早期の被

疑車両の特定や絞り込みに大きな効果が期待で

きるほか、被疑車両のタイヤ痕と着衣のタイヤ

痕との異同識別を行う際の立証について担保す

ることができますことから本装置を整備するも

のであります。

このほか、交通事故の現場写真撮影用のデジ

タルカメラであります書き切り型コンパクトカ

メラや過積載違反車両の取り締まりにおきまし

て、車両重量を測定する電子式車両重量測定装

置を減耗更新するものでありまして、今後、年



- 7 -

平成29年３月13日(月)

次計画で整備していくものであります。

事業効果としまして、これらの資機材の整備

により、事故捜査や交通取り締まりにおきまし

て有効な証拠が確保できますことから、適正な

交通事件事故捜査や交通取り締まりを推進する

ことができます。

次に、年齢及び出身地推定法確立のためのＤ

ＮＡ研究事業につきまして、同じくお手元の資

料１―３をあわせてごらんください。

事業目的につきましては、ＤＮＡ型鑑定は、

被疑者資料や犯罪現場等の遺留資料から個人を

高い精度で選別する鑑定法でありまして、犯人

を特定し、犯行状況を解明する捜査手段として

欠くことのできない重要な役割を果たしており

ます。

本県におきましても、ＤＮＡ型鑑定は最重要

ツールとして犯罪の捜査に大きく貢献しており

ますが、今後、さらにＤＮＡに関する研究を進

め、ＤＮＡ解析から被疑者の年齢と出身地を推

定する方法の確立を目指し、犯人像に迫る科学

捜査の高度化を図るものであります。

事業概要としましては、１つ目が、年齢推定

法の確立のための研究であります。ヒトの血液

からＤＮＡ解析を行い、年齢推定の研究を実施

しまして、将来的には事件容疑者や身元不明者

等の年齢を推定し、捜査に活用するものであり

ます。

これまで、宮崎大学獣医学部との共同でウシ

のＤＮＡを指標とした年齢推定法の基礎研究を

行い成果がありましたことから、本格的にヒト

。への応用を目指して研究を行うものであります

年齢推定法研究の概要でありますが、次のペ

ージの資料の上のほうの年齢推定法をごらんく

ださい。

資料中ほどにありますように、ヒトの第14染

色体上から切り離され丸型で細胞内に存在する

ｓｊＴＲＥＣというＤＮＡは、加齢とともに減

少することがわかっております。

これを指標として年齢を推定する研究を行う

ものであります。

この研究により年齢推定法が確立できれば、

例えば、現場に残された犯人の血液のＤＮＡを

解析することにより、30歳代の男性であること

を推定することが可能となります。

２つ目が、出身地推定法の確立のための研究

であります。

ヒトのＤＮＡ解析を行い、地域性を分析する

ことにより、将来的には遺留されたＤＮＡから

事件容疑者や身元不明者等の出身地を推定し、

捜査に活用するものであります。

研究対象は男性にしかないＹ染色体上のＤＮ

Ａであり、父親から受け継いだ遺伝子の型を解

、 。析し ヒトのルーツを研究するものであります

現在、世界的に地理的分布に偏りがあること

が判明しておりますことから、宮崎県レベルの

、 。分布状況を調査 研究していくものであります

出身地推定法研究の概要でありますが、先ほ

どの資料の下のほうの出身地推定法をごらんく

ださい。

ヒトのＤＮＡのＹ―ＳＴＲ型を解析するとと

もに、出身地情報をあわせたデータを蓄積して

宮崎県レベルの分布状況を研究するものであり

ます。

、この研究により出身地推定法が確立できれば

例えば、現場に残された犯人のＤＮＡを解析す

ることにより、県北出身者であることを推定す

ることが可能となります。

年齢推定、出身地推定ともに、警察職員から

同意を得た上で血液等のサンプルを収集し、Ｄ

ＮＡを抽出してデータの解析を行って研究して
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まいります。

事業効果といたしましては、現場に残された

ＤＮＡから年齢や出身地を推定できれば、被疑

者の早期検挙や事件解決につながるとともに、

犯罪捜査に費やす人員、費用及び時間の効率化

が図られます。

さらに、身元不明者が発見された場合におい

ても、年齢と出身地が推定できれば、身元につ

ながる重要な手がかりとなり、捜査活動に大い

に役に立ちます。

また、南海トラフ地震等の今後想定されます

大規模災害が発生した場合においても活用が期

待されます。

今回、年齢や出身地推定に関する研究に関し

て、全国に先駆けて科学捜査の分野でいち早く

取り組み、成果を上げることで、日本だけでな

く世界に宮崎県をアピールすることができるも

のと考えております。

次に、南海トラフ地震災害対策充実強化事業

につきましては、同じくお手元の資料１―４を

あわせてごらんください。

事業目的につきましては、近年発生が予想さ

、れております南海トラフ地震等が発生した場合

本県では甚大な被害が懸念されておりまして、

。迅速な避難誘導や救出救助活動が要求されます

したがいまして、装備品の不備などにより救

出救助活動等の災害警備活動に支障を及ぼすこ

とがないよう、必要な装備資機材等を整備し、

。災害発生時の措置に万全を期すものであります

事業概要としましては、災害警備活動の主体

となります機動隊や警察署に、救出救助活動用

の装備資機材を装備するものであります。

特に、昨年４月に発生しました熊本地震に際

し、現地での諸活動を通じて必要性が認められ

たものとしまして、警察署等が倒壊した場合に

警察署の機能を補完するために使用する大型の

避難・救護用テントや、倒壊した家屋等の救助

現場において、二次倒壊を防ぐマット型空気

ジャッキ、さらには、災害で傾いた道路標識を

修正する道路標識起こし機など、各種装備資機

材を整備します。

また、購入後10年が経過し老朽化した装備資

機材や、出動等で使用頻度が高く、消耗の激し

い装備資機材を年次計画で減耗更新するもので

あります。

次に、大規模災害時において、警察本部や各

警察署ではヘリコプターテレビ映像が受信でき

るよう整備されておりますが、警察本部庁舎が

被災して使用できない場合に代替施設として指

定されております警察学校及び機動隊において

も受信できるよう整備するものであります。

次に、災害が発生した場合には、警察本部及

び警察署に警備本部が設置され、職員は被災情

報の収集や救出救助活動等の災害対策に従事し

ますが、食糧の供給が確保できない中であって

も、全職員が最低３日間は自活により活動する

ことができるよう、必要となる非常食を購入す

るものであります。

そのほか、災害発生時に現地実施本部におい

て、情報の共有や関係機関との連携等を図るた

め、小規模ＬＡＮシステムを更新整備するもの

であります。

事業効果としましては、装備資機材等を整備

することにより、迅速かつ的確な救出救助活動

が可能となり、円滑な災害警備活動が実施でき

ることから、大規模災害から県民の生命と財産

を守ることが可能となります。

再び、資料１にお戻りください。

事項 交通安全施設維持費４億7,383万6,000（ ）

円でございますが、これは、交通安全施設の維
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持管理及び電気・通信料等に要する経費であり

ます。

最後に （事項）交通安全施設整備事業費10、

億2,165万8,000円でございますが、これは、交

通管制センターの機器の更新、信号機の新設や

改良、道路標識灯の整備等に要する経費であり

ます。

この中で主な事業につきましては 「交通管制、

及び信号機改良等整備費」３億2,843万円 「信、

号機新設、道路標識及び道路標示等整備費」４

億6,774万5,000円 「円滑化対策事業費」１、

億7,701万2,000円であります。

各事業の概要につきましては、先般の平成28

年度補正予算の常任委員会で説明させていただ

きましたとおり、平成29年度は信号機14基を新

設するほか、信号制御機159基の更新やコンクリ

ート製信号機柱の鋼管柱化100本、信号機のＬＥ

Ｄ化50式等の整備を予定しております。

信号機や標識等につきましては、全国的に老

朽化対策が大きな課題となっており、その適正

。な維持管理が求められているところであります

警察といたしましては、交通事故の発生や交

通の実態に即し、真に必要な箇所を選定して、

計画的な交通安全施設の整備を図ってまいりま

す。

以上で、一般会計予算の説明を終わります。

続きまして、平成29年度決算に係る決算特別

委員会の指摘要望事項につきまして説明させて

いただきます。

冊子 「決算特別委員会の指摘要望事項に係る、

対応状況について」の２ページをお開きくださ

い。

警察本部に対する指摘要望事項は、主要施策

の成果に関する報告書の記述に関しまして 「施、

策の進捗状況を示す指標について、県民が施策

の成果をより具体的にイメージしやすいよう、

次のアクションプラン策定に向け、見直しを検

」 、討すること というものでありましたことから

その対応につきまして御説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書に記載されて

おります施策の進捗状況につきましては、アク

ションプランの重点指標や工程表の指標をその

、 、まま掲載しているところでありますが 今後は

施策の成果等の中で、具体的に文章等でわかり

やすく表記するなど、成果をイメージしやすい

ものにしていきたいと考えております。

一例といたしましては、刑法犯認知件数の項

目につきましては、どのような犯罪の件数がど

のように推移しているかなど、現状の取り組み

を踏まえつつ、次のアクションプラン策定に向

けて、より具体的にわかりやすい視点から、指

標の設定について検討してまいりたいと考えて

おります。

次に、議案第21号「地方警察職員の定員に関

する条例の一部を改正する条例（案 」について）

御説明いたします （ 委員会資料」と呼ぶ者あ。「

り）委員会資料の２でございます。

本県警察の警察官の定員につきましては、平

成29年度政府予算案におきまして８人の増員が

認められ、今後、各都道府県警察の警察官の定

員の基準を定めた警察法施行令が改正される予

定であります。

地方警察官の定員及び階級別定員につきまし

ては、警察法施行令に定める基準に基づき条例

で定めることとなっておりますことから、今回

。の増員に伴う必要な改正を行うものであります

具体的には、警察官定員が８人ふえて、現在

の2,026人から2,034人となり、階級別定員は、

各階級ごとの上限を、警部が１人ふえて185人、

警部補が２人ふえて567人、巡査部長が３人ふえ
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て587人、巡査が２人ふえて604人にそれぞれ改

正するものであります。

今後の警察官の増員につきましては、厳しい

、 、治安情勢に対応するため 緊急に対応が必要で

かつ、増員によらなければ有効に対処しがたい

治安情勢に対して認められたものであります。

その項目につきましては、人身安全関連事案

対策の強化、特殊詐欺対策の強化、我が国を取

り巻く国際情勢の変化に対応するための事態対

処能力の強化のために配分された経緯がござい

ますので、これらの業務に人員を配置し、県民

の安全・安心のために運用してまいります。

最後に、本条例案の施行期日は、平成29年４

月１日を予定しております。

説明は以上でございます。

議案に関する説明が終了いたし○渡辺委員長

ました。

質疑はございませんでしょうか。

委員会資料の１ページです。前も○髙橋委員

説明いただいたかと思うんですが、いわゆる死

体取り扱い現場が、それぞれ各地にあるわけで

すけれど、検視官は、そのとき、一々行ってい

るわけですか。

基本的には検視官も臨場するこ○西刑事部長

とになっておりますが、それが困難な場合もあ

りますので、今回はこのシステム、これを導入

させてもらうということでございます。

私もいろいろと相談を受けること○髙橋委員

があって、結局、遺族は早く自宅に迎え入れる

か葬儀を挙げたいというのがあったりして、長

い場合には４日とかかかるケースもあったと思

うんです。それが、検視がスムーズにできるか

ら、そういった遺族に引き渡す時間というのが

早くなるということでよろしいですか。

警察は、やはり犯罪死を見逃さ○西刑事部長

ないということが目的でありますから、これが

解明できれば、遺族の方にいち早く返していく

ことでありますが、このシステムが導入された

ことによって、遺族等に返す時間が、即、短縮

されるということにはつながらないということ

であります。

。 、○髙橋委員 ケースによると思うんです ただ

先ほど説明がありましたように、高千穂町と、

例えば串間市で同時に検視が必要となる事件が

発生したと、そういうときには、間違いなくこ

の新システムが効力を発するわけだから、ケー

スによっては、私が先ほど申し上げている遺族

に早く御遺体を届けることができることは可能

ですよね。

そのようにやるということで御○西刑事部長

理解ください。

ありがとうございます。○髙橋委員

あと１点いいですか。歳出予算資料の495ペー

ジで、不動産投資事業というのを、もう少しわ

かりやすく説明いただけませんか。不動産投資

事業で、こういった交番、駐在所庁舎を新築し

ますよということの説明があったと思うんです

が、もう少し教えてください。

不動産投資事業といいますの○時任会計課長

は、警察共済組合の年金資源の余裕金を共済組

合員の福祉とかの増進、あるいは地方公共団体

の行政目的の実現に資するということを目的に

して運用されている事業であります。

事業概要としましては、警察共済組合が県の

要請に応じて土地を購入、あるいは建物を建設

し その経費に一定の利率 平成28年度は0.51、 ─

％でありますけれども、これを加えた額につい

て県が25年以内で償還し、償還が完成後に県に

無償で譲渡される制度であります。

いま一度説明してください ちょっ○髙橋委員 。
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と、すとんと来ませんでした。

警察共済組合の不動産投資事○時任会計課長

業の概要でありますが、簡単に言いますと、共

済組合の長期経理における余裕金を組合員の福

祉の増進とか地方公共団体の行政目的の実現に

資する目的として運用している事業でありまし

て。不動産投資は、組合が県の要請に応じて譲

渡契約を締結して、譲渡代金の支払いの完了ま

で共済組合が当該不動産を所有し、支払い完了

後に県に譲渡するものでありまして、投資の対

象としましては、職員宿舎とか、あるいは交番

駐在所等を建設しているところであります。

組合員の福祉事業で、宿舎はわか○髙橋委員

ります 駐在所とか交番って これは勤務地じゃ。 、

ないですか。勤務する箱、そこを共済事業から

賄うといいますか やるというのは 私はちょっ、 、

と理解がしがたいと思いますが。

不動産投資事業で建設をする○時任会計課長

理由ですが、公共施設等の建設事業費及び土地

購入等につきましては、原則、税収入等の地方

費で実施することとなっておりますけれども、

それ以外の地方債をもってする方法と、あと共

。済組合の不動産投資事業でする方法があります

両方とも、貸し付け利率は同じであるため、

県としては県債残高をふやさないようにするた

め、不動産投資事業で建設をしているところで

あります。

要領よくやっているということだ○髙橋委員

な。いいです。

その事業をやるというのは、最終○中野委員

的に、県としては共済に幾らかでも利益をやる

という話でしょう。そこは何もないんですか。

利益としましては、貸し付け○時任会計課長

利率がありますので、28年度で言いますと0.51

％を、返還しているところであります。

陰気な話だけれど、普通はそうい○中野委員

う剰余金というのは、国債を買ったりとかいろ

いろ運用する部分を、簡単に言うと県に貸し付

けてやっているという話でしょう。違うとです

か。

そのとおりであります。○時任会計課長

運用するよりか、そっちのほうが○中野委員

利益率はいいというわけですか。

ちょっとその点は、わかりま○時任会計課長

せん。済みません。

建設は、県の起債はなくて、不動○緒嶋委員

産の今のシステムで全額借り入れてやるわけで

すか。別に、県の起債はないわけですね。

そのとおりでありまして、建○時任会計課長

物の建設につきましては、全額、不動産投資事

業でやっております。

今度は別の件で、信号機の関連○髙橋委員

で498ページ。 去年は、新設が15基プラス１基※

でしたよね。今回は14基ということで説明があ

りましたが、これは県単と県単以外の数の内訳

を教えてください。

県単が11基、国費補助を○中嶋交通規制課長

いただく予定が３基であります。

去年と申し上げましたが28年度で○髙橋委員

すね。

28年度が16基で、新年度○中嶋交通規制課長

が、県単が11基です。そして、国費補助をいた

だく分は３基を予定しております。それで14基

と。

28年度が、県単15基でしたね。そ○髙橋委員

れで、今回、県単がえらく少ないなと思って。

毎年、15基前後で推移している関係で、補正の

ときも申し上げましたけれど、県内に500基近い

設置の要望がある中で、なかなか信号設置が進

※このページ右段に訂正発言あり
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。 、まないという悩ましいことがあるわけで まず

財政的に厳しいということもあって、警察本部

としては要望されているんでしょうけれど、そ

こが、なかなか認められなかったということで

理解していいんですね。

数の関係で新設は減って○中嶋交通規制課長

おりますが、今、老朽化対策というのを大変重

要視しておりまして。現在、既に運用しており

ます信号機の機械は、常に19年で更新していく

ということになっております。19年経過した分

の更新のほうに厚く予算を振り分けさせていた

だいております。

この老朽化対策は大事なことで、○髙橋委員

説明がありましたように柱をコンクリート化し

たりされるわけでしょうけれど。28年度も100本

でしたよね。

これって、一年一年、年はたつわけだから、

また新たな老朽化対策が生まれるわけで、だか

らこれ、老朽化対策の数というのが、ある程度

ここまできたら減るんですという見通しなんか

。 、 、あるもんなんでしょうか もし そうであれば

新設のほうにお金が回せるということもありま

すよね。

この老朽化対策は、本県○中嶋交通規制課長

、だけじゃなくて全国で問題になっておりまして

。 、新設もかなり設置しているんですが 現状では

先ほど申しました信号機の19年経過した分が、

要するに19年前に設置した分が、毎年、常に更

新の時期がまいります。

ですから、過去の数字を見ますと、ある年で

は20件とか30件、更新しなくてはならない。そ

の分、更新がおくれる分も出てきておりますの

で、更新する数のほうが、年々、ふえてきてい

るというのが現状です。

将来的には、今ある更新おくれの分全て、こ

れを一挙に更新しようとした場合は、現在411基

の信号機が更新超過をしておりまして、これを

全て更新するのであれば、７億円以上の予算が

必要になってきます。

ですから、一遍にはできませんので、この分

の更新、制御機更新159基、これを更新させてい

。ただこうというふうに計画しているところです

。 、○髙橋委員 よく事情はわかりました むしろ

老朽化対策のほうが、当面、予算的には積まな

いといけないという状況ですね。であれば、新

設はなかなか。これ15基前後で、ひょっとした

ら、29年度のように15基を下回ることもあるわ

けで。そうなると全体の予算、いわゆるこの交

通安全施設整備事業費の事項を膨らませない限

り、新設は無理だということですね。よくわか

りました。

信号機は、今できておるところは○緒嶋委員

更新が主で、老朽化対策であるけれど、新しく

待ち望んでおる人のほうが、信号機の必要性を

感じておるわけです。あるところは、信号機が

あって、もう当たり前だと。県警そのものが予

算権というか、金の動きを自由にコントロール

できないというところもあるので、なかなか難

しいと思うけれど。これは財政当局と、交通信

号機があることによって事故が防げる確率とい

うのを それぞれの場所で 何かシミュレーショ、 、

ンされたことはあるわけですか。

私たちも可能な限りは新○中嶋交通規制課長

。設信号機を設置していきたいと考えております

ただし、先ほど申しましたように、老朽化対

策、更新が必要ですからしていきます。新設信

号機の管理に関してですが、信号機設置の指針

というのを、警察庁が示されて、本県でも28年

の１月に本部長通達を出させていただいて、設

置すべき場所を順位づけじゃないですけれど、
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考えながら、より事故防止のために効果のある

場所に設置していこうというふうに検討してお

ります。

委員の言われたとおり シミュ○金井交通部長 、

レーションにつきましては、しっかり考えてい

ます。交通事故が発生する状況を踏まえて、信

号機が設置された場合の効果、今までどんな事

故が起きていたのか、その原因等は分析をしま

して、優先順位を決めておるという状況であり

ます。

やはり、順位を決めることは、そ○緒嶋委員

のシミュレーションをもとに、合理的にという

か科学的にやるのが当然だろうと思うから。そ

のシミュレーションの結果を、早くつくるべき

だということであれば、そのためにはどうする

かということが問題だと思うんです。

だから、予算が足りないからというのは、そ

、れはどこの部署でもそう言われるわけだけれど

やはり、それだけで設置がおくれるということ

は、それこそ命にかかわることじゃないかとい

うことにもなるわけで。その知恵をどう出すか

。 、ということだと思うので やはり警察としては

信号機をつけたいという思いは、みんな持って

おられるだろうとは思うんですけれど。

やはりその中で、できるだけ、財政的にも、

もう１基、２基、ぜひ、その予算を何とかして

ほしいというようなそういう熱意というか、安

全対策のためには当然だというような思いで、

今後とも努力してほしいということを強くお願

いいたします。

信号機がつけばという状況も○金井交通部長

あるんですけれども、信号機をつける前に、私

たちも予算的なものがないものですから、交差

点改良を行ったり、交差点に、じゃばらのよう

な、虎のマークのようなものがあって、速度を

落とすような交差点の中に、道路管理者に赤い

四角いマークを入れてもらったりとか。交差点

がはっきりして、そこが交通事故の現場になら

ないように前段的な対応はしているところであ

ります。

ただ、信号機でやると、今度は信号機をつけ

る場所の土地とか、全ての部分で問題が出てく

るもんですから、一応、15基前後というのが今

の状態で目いっぱいの状態。ただ、それではな

くて、交差点のマークをつけたり、交差点で事

故が起きないように交差点のきれいな改良を

行っておるところでもあります。

これも、警察だけではできませんので、県、

市町村等と協議しながら道路改良を行っている

ところであります。

それから、定年退職が80名、依願○緒嶋委員

退職を入れたら106名。新たに８名をプラスする

わけですよね。そうなった場合の29年度の職員

採用のスケジュールはどうなっているわけです

か。

今回、警察庁のほうから示さ○新島警務部長

れた増員８名につきましては、29年度採用の警

察官、新たに採用する警察官の中に組み込む形

になります。

それ以外の29年度の採用計画はど○緒嶋委員

うなっているわけですか。106名か、それは来

年、30年度でのことか。

済みません。ちょっと御確認○新島警務部長

。 。ですけれど 29年度の採用試験でございますか

失礼しました。詳しい日程とか、今、資料を

見てもらいますけれども、今年度も大卒レベル

、 、ではＡ採用 高卒レベルはＢ採用ということで

。それぞれ必要な数を採用する予定でございます

その必要な数というのはどんな○緒嶋委員

なっておるかと聞いたわけです。
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退職者数等々は出ております○長友警務課長

けれども、その中で再任を希望する者もおりま

して、そういった人数が出ないことには、最終

的に何人という公告数が出ません。現在、それ

を出す作業中であります。

その中で、今度、採用の基準とい○緒嶋委員

、 、うのを見直すということで 身長とか体重とか

いろいろあったんだろうと思うんですけれど。

ある意味ではみんな平等に扱うということでい

いことだと思うんですけれども。失礼な言い方

ですけれど、体重が150キロの人が全員おったと

いう場合、それはもう全員、試験に通れば採用

するということになるのですか。

理論的にはそうなるかもしれ○新島警務部長

ないんですけれども、そういった基準を一つ減

らしたというのは、警察官採用試験の中で、体

力試験というのを、うちはしっかりとやってお

りますので。体の大きさとかは別として、体力

的な基準をしっかりクリアできればいいという

ことで考えております。

また、警察学校に入るときは、警察官の人た

ちは、皆さん、体重的に大きかったり小さかっ

たりとかするんですが、卒業するころには、ほ

ぼ皆、均斉のとれた同じような形になっており

ますので、大きかった方は多少締まって、小さ

かった方は多少なりとも大きくなって卒業され

ております。

体力で問題がある人は、警察官に○緒嶋委員

なれば体力はつくということですかね。

、 、 、 。数字は まだ ちょっと とれなかったかな

そうですね。まだ調整中と言っ○渡辺委員長

ていますね。

、 、 、○緒嶋委員 それと この えびのの警察署は

起債とかでさっき言ってた不動産関係のあれは

該当していないわけですね。

県と国費の補助で建設させて○新島警務部長

いただきます。

それと、今度、県も防災センター○緒嶋委員

を建設されるわけですよね。そうすると、警察

のほうは地震があった場合は、警察学校に本部

を移すとか言われましたが、万が一、地震が来

た場合に、防災センターの中での警察の行政の

位置づけはどうなるわけですか。

、○片岡警備部長 大規模な災害が発生した場合

今度つくります県の防災センターに警察からも

警視クラス以下が詰めまして連絡調整を行うこ

とになっております。

そういう大規模災害の場合は、警○緒嶋委員

察としての本部は警察学校ということになるわ

けですか。

県警本部の機能があれば県警○片岡警備部長

本部でそのまま指揮をとりますけれども、県警

本部が使えないとなれば、警察学校と機動隊に

県警本部の機能は移転する予定です。

防災は人命救助いろいろ含めて、○緒嶋委員

市町村も含めて、知事部局と十分な連携がとれ

ないといけないわけですよね。もちろん警察学

校は高さもあるし安全なところということはわ

かりますけれども、防災センターは今の県警本

部から一番近いところにできるわけだし、もう

ちょっと何か連携が密にできるようなことを考

えてもいいんじゃないかと思うんですけれど。

その程度でいいわけですかね。

南海トラフ級の地震がありま○片岡警備部長

すと 県警では県警独自の災害警備本部が 約190、 、

名ほど要りますので、どうしてもそれが防災セ

ンターに入るわけにはいかない。

ただし、委員のおっしゃるとおり連携が必要

ですので、警視クラス、それに数名をつけまし

て連絡要員を防災センターに派遣して調整を
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行っていくという予定にしております。

これは今後の課題で、まだ、今か○緒嶋委員

ら防災センターはできるわけですから、本当に

それでいいかということは、十分考えてほしい

と思います。

それと、先ほどの検視ですけれども、基本的

にこの検視官をふやすのが、一番いいと思うん

ですけれど、検視官をふやすことは、やはり制

限があるわけですか。

検視官については、今４名おり○西刑事部長

。 、ます 警部検視官がそのうちの３名おりまして

、これが24時間体制で泊まりをしておりますので

検視官体制については充実していると考えてお

ります。

今度、機材検視システムを改善さ○緒嶋委員

れるということであるけれど、やはり24時間を

、 。４名でというのは 大変なことだと思うんです

４名では、もうそれこそ誰かがいないといけな

いということで。やはりもうちょっとふやす中

で 両方相まって 今 病死でも自宅で亡くなっ、 。 、

た人は検視が当然のように行われるわけですよ

ね。それは、救急車で仮に病院に運ばれても、

どこで倒れたかというようなことによっては。

そうなると、家族からすれば、それこそ葬式

なんかも早くしたいと思うけれど、検視が終わ

らないので、４日、５日先まで待たないといけ

ないというような感じで。いろいろな対応に、

家族の人も大変苦労されるというか。いつ検視

が終わるかわからないので、葬儀の日程もすぐ

には決められないと。そうすると、親戚の人は

いつが葬式かということで、東京や大阪へ帰ろ

うと思っても、それに合わせて帰らないといけ

ないので、なかなか飛行機の搭乗券もとれない

というようなことで。実際、本当に、大変な思

いをされているのです。

適正な検視をしないといけないから、その理

屈は当然だと思うけれども。やはり一日でも早

く検視が終わってほしいなというふうに、みん

なが思っておるわけです。それは、事件とか事

故とかは別ですけれど、本当に病気なら、もっ

と早く終わらないかなというのが、率直なとこ

ろ。

そして、病院のお医者さんの診断も、一応出

た後での問題で、また改めて検視される。家族

の皆さんにいろいろとお聞きにもなるというよ

うなことで、何かノイローゼのようになるとい

うような話も聞くわけですので、やはりその時

間を できるだけ短縮するということは必要じゃ、

ないかなと思うんです。

委員のおっしゃるとおり、でき○西刑事部長

るだけ早くやりたいというふうに思っておりま

す。

ぜひ、お願いいたします。○緒嶋委員

それから、この説明資料の中で、495ページ。

警察施設財産収入3,813万1,000円、これは敷地

か何か、これはどういう収入ですか。

財産収入3,813万1,000円の財○時任会計課長

、 、源の内訳ですけれども この財産収入の中には

例えば、職員宿舎の職員が払う宿舎料、あるい

は安全協会等に事務所等を貸しておりますけれ

ども、その使用料等の財産貸し付け料、あと公

募型貸し付け料といいまして、自動販売機のた

めの貸し付け等をやっております。

ほかに、不要物品の売却代金、廃棄するもの

について売却したんですけれども、そういうも

のが県警全体の予算の中には、１億6,585万円あ

ります。その中の一部を使っているということ

であります。

警察のほうの財産収入って何かな○緒嶋委員

と、普通あるのかなと思って。今、話を聞いて
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なるほどと思ったところでございます。

、 、それと ３月12日から認知症の対策について

改正されたわけですが、その中で、今度は自動

車学校等での待ち人が多いというか、なかなか

講習が受けられないというのがほかの県ではか

なり多いと聞いております。宮崎県の場合は新

聞にも載っておりましたが、どういう状況です

か。大体、行っても３カ月とか６カ月とか待つ

とかいうようなとこもあるということで、そう

なると、免許更新に間に合わないんじゃないか

と思うんですけれど、どういう状況ですか。

委員が御心配されている○首藤運転免許課長

のもごもっともなんですけれど、宮崎県の場合

は １カ月以内には 全て順調にいくようにとっ、 、

ております。

なら、宮崎県の場合は問題がない○緒嶋委員

というか順調にいっているということで、他県

のようなことは起こってないというふうに考え

ていいわけですね。

１カ月から１カ月半以内○首藤運転免許課長

には、全て講習が受けられるように対策をとっ

ております。

それと、看護師は４名張りつけら○緒嶋委員

れたんですが、新たな年度ではそのあたりの看

護師の数は変わらんわけですか。

看護師４名で、各種相談○首藤運転免許課長

を受けておりますけれども、現体制で、多分大

丈夫だろうということで、増員はまだ考えてお

りません。

説明資料の５ページ、この南海ト○中野委員

ラフ災害対策で、救出救助活動装備ヘリＴＶ受

信。今、宮崎県警の警察の映像の送配信という

のはどんなシステムになっているんですか。

現在、県警本部ではヘリテレ○片岡警備部長

の映像は、当然見ることができます。

大規模な南海トラフ級がありまして、県警本

部が使えないという場合は、先ほど申し上げま

、 、 。したけれども 警察学校 機動隊に移転します

警察学校、機動隊には、その衛星通信を受信す

る設備がございませんので、今回の予算で警察

学校と機動隊にヘリテレの映像を受信できる設

備を設けるということになっております。

ヘリで撮った空撮をおくって見る○中野委員

ことは、今、できるわけでしょう。

できます。○片岡警備部長

今度は、これはヘリコプターの中○中野委員

。でテレビを見る装置をつけるということですか

警察学校、機動隊に設けた代○片岡警備部長

替施設に県警本部の職員が移りますけれども、

そこで、ヘリで撮った映像を見るということで

ございます。

その分ですね。今、本部では見れ○中野委員

るわけですね。それを、非常のときに向こうで

見るやつをつけるということですね。わかりま

した。

それと、この食糧の備蓄というのは、何もな

ければ賞味期限がある。これ、どんなふうに交

換していくんですか。

非常用の食糧は、一部５年間○片岡警備部長

というものがありますが、おおむね３年間で消

費が切れますので、この３年目が近づいてきま

したら、災害の訓練等でできるだけ消費して使

うようにしております。

捨てずに、もう全部使い切るわけ○中野委員

ですね。

基本的にそういうことにして○片岡警備部長

おります。

わかりました。○中野委員

もう一つ。それから、この災害対策用移動式

小規模ＬＡＮシステム、これ、ちょっと具体的
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にもう一回説明して。

現在、県警内には、パソコン○片岡警備部長

でやりとりする庁内のＬＡＮシステムができて

おります。ただ、県警本部が先ほどのような機

能不全に陥って、警察学校等に移る場合に県警

本部が使えませんので、ＬＡＮシステム等がな

いということで、小型のサーバー、それにパソ

コン、プリンター、それと停電でも使える発動

、 、発電機 この一式のセットを今回要求しまして

向こうに移った場合には、それを持っていく、

あるいは大きな災害現場の近くにそれを持って

いって、そこで運用するというようなシステム

でございます。

わかりました。○中野委員

、 、○緒嶋委員 ＤＮＡの研究事業について これ

出身地やら、大体、いろいろわかるということ

ですが。実際にこれが確立するのは、いつぐら

いになるわけですか。

一応、３年計画で確立したいと○西刑事部長

考えております。

それは１年でも早いほうがいいと○緒嶋委員

思いますけれども、予想どおり出身地まで推定

できるというふうに、大体、間違いないという

ことですね。

そのように理解していただくと○西刑事部長

結構だと思います。

ありがとうございます。それと、○緒嶋委員

これは宮崎県だけではなくて、やはり、ある意

味、警察庁としては全国展開したいだろうと思

うんですよね。これで出身地が北海道の網走で

あったり、稚内であったりというのがわかると

いうことであれば、いろいろな事件解決の早道

にも相当なると思うんです。

東京で亡くなった人の出身が宮崎県だという

ことがわかれば、その身元確認なんかも迅速に

できると思うんですが、これが全国展開に向か

う可能性というのは、どの程度考えていいんで

すか。

やはり、それはこの制度で成果○西刑事部長

を出して、これがはっきり波及していくという

ようになるのが一番ですので、まずは本県で成

果を出すと。これが認められると、各県にも順

次波及していく可能性があるものと考えており

ます。

全国展開ができるということであ○緒嶋委員

、 、 、れば この研究費当たりは 県の金じゃなくて

警察庁から補助をもらってもいいんじゃないで

すか。

それぞれ各県が研究をやってい○西刑事部長

るものですから。これについては、やはり宮崎

県が先駆的に、筆頭的にやっているわけですか

ら、まず成果を出したいということで考えてお

ります。

ぜひ警務部長 県警本部長も頑張っ○緒嶋委員 、

て。これが全国展開できるんだということであ

れば、警察庁も、なるほどと思うんじゃないか

と思うんですけれど、警務部長、そのような感

じはしないですか。

委員がおっしゃることは非常○長友警務課長

にわかるのですが、痛しかゆしというところも

ございまして。まずは今、刑事部長がお話しし

たとおり、まず県警の見通しというものがなか

なかないと、国のほうで予算というのは認めら

れないのかなと思います。

チャレンジ枠ということで、知事の特別枠と

いう３カ年計画で、今回、御承認いただいたわ

けですけれども。そこでまず、ウシでの成果が

ありましたので、これを今度はヒトに応用する

ということで、ここでしっかりと物を出して、

国に対してその成果を見据えつつ、補助金の要
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求というのを今後検討したいとは考えておりま

す。

ただ、余り成果の見通しがよすぎると、奪い

取られてしまうかもしれないというのもあるの

で、そこが痛いかな。やはりまず、宮崎から発

信ということもありますので、そこがちょっと

痛しかゆしというところなんですが。いずれに

しましても、宮崎だけの予算で、なかなか全国

のとかは難しいかもしれませんので、委員の御

指摘のとおり、そういったことは、今後、国と

も検討してまいりたいと思っております。

、 、 、○緒嶋委員 それと 県警のヘリコプター 今

平常運行になっておるわけですか。

戻ったのは９日ですけれ○鬼塚生活安全部長

ど、10日にヘリコプターにヘリテレを積みまし

て、今、正常に活動できるようになっておりま

す。

それと 長野でああいう事故があっ○緒嶋委員 、

たですよね。防災ヘリであったわけですけれど

も、このフライトレコーダーというのはついて

おるわけですか。

うちの県警のヘリコプタ○鬼塚生活安全部長

ーのほうには、フライトレコーダーがついてお

ります。

向こうのは、フライトレコーダー○緒嶋委員

がついてなかったんじゃないかなって、ちょっ

と聞いたので。安全のためにも、ああいう事故

があってはいけないわけですけれども。ヘリコ

、 、プターというのは やはり地上の乗り物と違う

空中を行くわけですので、相当、危険を伴う仕

事であると思うんです。

そうなれば、整備も当然十分にやらなくちゃ

いけないし。昼間だけしか飛行してないという

ことであるので、その安全は十分考えておられ

ますけれども。安全対策というのは、パイロッ

トの命を含めて、そういうのは十分なされてお

るわけですね。

今回の長野県の事故の件○鬼塚生活安全部長

につきましては、まだ解明されておりませんの

で、何とも言いがたいところはございますけれ

ども。例えば、うちのヘリコプターで言えば、

操縦士というのがおりますけれども、必ず２名

乗っておりまして。１名の者が急に体調が悪く

なった場合でも、もう１名の者がヘリを操縦で

きます。また、整備につきましても、都度、精

密な整備を行っておりますので、機器のふぐあ

いということはないように努めているところで

ございます。そういうふうにして事故防止には

努めております。

出身地推定確立のためのＤＮＡ研○髙橋委員

究事業、再度確認しますけれど。恥ずかしなが

ら、私も、これじゃあ、ちょっとちんぷんかん

ぷんなもんですから。47都道府県それぞれの警

察本部がこういった研究をしないと、全国展開

。のいわゆる出身地はできないということですね

そのとおりでございます。○西刑事部長

であれば、先ほどからも警務部長○髙橋委員

もおっしゃっていましたけれど、この研究の成

果が、将来的に、成功したときに盗み取られる

かもしれない たしか本会議場で田口議員も言っ。

ていたと思うんですけれど、いわゆる特許の道

ですね、この事業が成功した暁のその後の展開

で、宮崎県警察本部の科学捜査研究所の、この

ＤＮＡ研究の成果を、何らかの形で、商売じゃ

ないですが特許の道ってないもんですか。たし

か、本部長は、答弁ではないとおっしゃってい

ました。

今回のこの研究は、中身を分析○西刑事部長

する研究でありまして、検査方法とか検査キッ

、ト等を開発するような研究ではありませんので
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特許にはそぐわないということでございます。

成果につきましては、論文とか学会等で発表

して、この県警の研究というのを評価していた

だくように努めていきたいと考えるところでご

ざいます。

成功していただくことを、本当に○髙橋委員

願うわけですけれども、あとは、紙切れ１枚の

表彰状みたいなもんですね。最終的には、内閣

総理大臣表彰とかですね。

その後、宮崎県警察本部の科捜研に視察が訪

れる経済効果はもたらすかもしれませんね。あ

りがとうございます。

それと、まずこの年齢推定自体○西刑事部長

はウシのＤＮＡから発達したわけですから、や

はりこの畜産王国、ここをやはり発信すること

にはつながるというふうに考えております。

退職された後の再任というのがあ○中野委員

りましたよね。この再任というのは、定数に入

れているわけですか。どんな位置づけになるん

ですか。

フルタイムで任用される方は○新島警務部長

定数に入りますが、パートタイムの方は定数外

となります。

フルタイムの場合は、給与という○中野委員

のは下がらないでそのままですか。

再任用の場合は、やはり給料○新島警務部長

は現役のときと違いまして下がります。それぞ

れの役職とかによってちょっと変わるんですけ

れども、いずれにしましても、現役当時に受け

。ていた給料よりは下がるということになります

手元に具体的な金額がござい○長友警務課長

ませんので申しわけございませんが、ある巡査

部長、警部補、警部、警視まで、再任用された

、 。方の金額が それぞれ固定で決めてございます

知事部局であったら、管理職が落○中野委員

ちるわけで 警視の方は警視資格をそのまま持っ。

ておるわけでしょう。まあ、いいです。

この定数で、人数の中に休職中の○濵砂委員

方も入っているんですか。

休職者の数は入ります。育児○長友警務課長

休業中とか、そういった方は入りません。

休職者は何名ぐらいいらっしゃい○濵砂委員

ますか。

現在は、精神疾患ということ○長友警務課長

で鬱病でございますけれども、２名が休職中で

ございますが、今年度中には１人復帰して、最

終的には１名が休職中でございます。

割と少ないんですね。教職員等は○濵砂委員

。 。かなり多く聞くんですけれども わかりました

それからもう一点。494ページ。警察職員設置

に要する経費の下の３番、臨時職員の雇用賃金

というのが出ているんですけれど、これはどう

いう職員なんですか。再任用とは違うんでしょ

う。

臨時職員の雇用でありますけ○時任会計課長

れども、地方公務員法の22条に規定します職員

でありまして、県警本部全体で45名の臨時職員

を雇用しているところであります。

５ページの災害対策強化事業の関○有岡委員

係で。アの救出救助活動用備品資機材というこ

とで購入するわけですが、こういった備品の管

理として、貸し出したときに今ないとか。そう

いった備品の管理というのは、どういうふうに

なっているのか。災害時に貸しているかどうか

わからないとか、そういうことのないように、

どのような備品の管理をし、紛失する場合もあ

るでしょうが、実際出ているとか、貸し出しの

、そういった管理がどの程度整備されているのか

おわかりになればお尋ねしたいと思います。

災害救出救助の装備資機材に○片岡警備部長
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つきましては、備品管理台帳をつくって管理し

ております。

また、基本的にはそれぞれの所属用に措置し

ておりますので。貸し出すとかは、場合によっ

てはあるかもしれませんけれど。いずれにしま

しても管理台帳というのを備えつけて、それで

チェックするようにしております。

今、申し上げているのは、災害時○有岡委員

にそういう資材が動き出すと、何がどこにある

、かわからないということの混乱を避けるために

やはりどこに何があるかをどこかが把握してお

くような、そういう台帳だけではなくて、例え

、 、ば図書の貸し出しのような 今これはないとか

そういうのがわかるような体制までつくらない

と、災害時に大変苦慮されるんじゃないかと思

。 、うんですが そこら辺の備品の管理というのが

もう一歩進めてもいいんじゃないかなと思った

んですが、いかがでしょうか。

台帳以外に、装備品管理シス○時任会計課長

テムというのをつくっておりまして、パソコン

の中で、どこの所属がどれを持っているという

のを管理しているところであります。

これ、全ての出先のあたりの備品○有岡委員

まで管理ができているのかどうか、そこまでお

尋ねいたします。

全所属のものが管理できてお○時任会計課長

ります。

ありがとうございました。○有岡委員

それともう一点。お尋ねしたい件は、日向署

が移転をし、えびのが今度、11億5,000万円ほど

の予算の中で移転するわけです。高岡とか都城

の話をするにしても、やはり移転建築というの

は話題になるんじゃないかと思うんですが、そ

の流れとしては、現在、状況はどうなんでしょ

うか。

実は、昨年11月に水が上がって、高岡署も水

没したような状況になりまして。毎年そういっ

たことの繰り返しになるものですから、やはり

移転をするための準備を、今からしておかない

とかなり時間がかかるんじゃないかというふう

に懸念するものですからお尋ねいたします。

現在、えびの警察署を建設中○新島警務部長

ということで、警察署につきましても、順次、

計画的に建て直し、整備というものをやってい

くことを県警本部としても考えております。

優先順位は やはり災害のときに それがしっ、 、

かり対応できる、災害センターとして機能が果

たせるというようなところからということであ

りまして。それに基づいて、土地とかもどこに

すればいいかとかいうことも踏まえまして、い

ろいろと、今、部内で検討しているところで。

また、財政当局とも意見交換を行っているとこ

ろでございます。

よろしくお願いします。○有岡委員

検視の話で、先ほどのやりとり○渡辺委員長

の中で整理がついていないというような印象を

持ったので、改めて聞きますが。検視と行政解

剖とか司法解剖の話が先ほどのやりとりでま

ざっていたような印象を持っているんですけれ

ども。いわゆる検視官が臨場して行う検視の作

業がどこまでかということと、それの年間の件

数。そしてその後、行政解剖だったり司法解剖

に進むものがどの程度あるのかという数字を含

めて、ちょっと御解説をいただけませんでしょ

うか。

まず、検視数につきましては、○西刑事部長

昨年が1,330件です。検視官が臨場したのは、昨

年は1,191件で89.5％の臨場率ということでござ

います。

それと、一次的に検視しまして、犯罪の要素
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があるというときに、今度は解剖ということに

なってくるのですけれども、解剖については、

昨年、年間81件を実施しておるという状況でご

ざいます。

ですから、今度は解剖するというときに、警

、察のほうで保管している時間がかかりますから

遺族の方への返還がおくれるということになっ

てくるというわけですので、そこの御理解をい

ただきたいというふうに思っております。

了解しました。○渡辺委員長

ほか、ございませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次にその他報告事項に関する説○渡辺委員長

明を求めます。

新所属の設置につきまして、○新島警務部長

資料３に基づき御報告いたします。

本県警察は、現在、警察本部に附置機関であ

る警察学校を含めまして、５部24課１所４隊１

校のほか、県下に宮崎北警察署を初めとする13

警察署が設置されております。

今春の組織改編では、現行の組織体制に加え

まして、１の新設所属にありますとおり、生活

安全部内にサイバー犯罪対策課を、警備部内に

外事課を新設する予定でございます。

昨今、情報通信技術を悪用した犯罪は、年々

悪質・巧妙化が進展し、東京オリンピック・パ

ラリンピックや宮崎国体等の開催を控え、今後

ますます県民や行政機関、中小企業等へのサイ

バー犯罪・サイバー攻撃が懸念されるところで

あります。

これらの情報通信技術を悪用した犯罪に、迅

速かつ的確に対応するとともに、行政機関や中

小企業への支援体制等を確立するため、現在、

生活安全部生活環境課内に設置しておりますサ

イバー犯罪対策室を独立所属とし、サイバー犯

罪対策課を設置いたします。

また、イスラム過激派組織等によるテロが国

際的な問題となる中、東京オリンピック等の開

催を控える我が国におきまして ソフトターゲッ、

ト等を対象とするテロの脅威が増大しているほ

か、本県におきましても、国際海空港が存在す

る中で、テロリストの入県や拠点化が懸念され

るところであります。

、これらのテロや対日有害活動等に対しまして

的確な治安対策を推進するため、現在、警備部

警備第一課内に設置しております外事・国際テ

ロリズム対策室を独立所属とし、外事課を設置

いたします。

なお、新所属設置後の組織概要につきまして

は、２の新設後の組織概要のとおりで、警察本

部内の組織体制は５部24課１所４隊１校から、

５部26課１所４隊１校へと変更となります。

最後に、新所属の設置日につきましては、３

の設置予定のとおり、平成29年３月21日を予定

しておりますが、この日付は、本県警察におけ

る警部級以上を対象とした第一次異動の発令日

であり、第一次異動にあわせて新所属を設置い

たします。

報告は、以上でございます。

その他報告事項に関する説明が○渡辺委員長

終了いたしました。

質疑はございませんでしょうか。

この新課設置による人数の配置の○髙橋委員

説明をお願いします。

サイバー対策課につきまして○新島警務部長

は、現在、課長以下15人体制といたします。ま

た、外事課につきましては、課長以下16人体制

ということとなっております。

これは、各13署ありますよね。こ○髙橋委員

こに、任務的には連携するわけですけれども、
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具体的に人がふえた警察署があるよというとこ

ろはないわけですね。

今回は本部に人を充てており○新島警務部長

ます。警察署での増員はありません。

例えば日南で言うと、警備課は３○髙橋委員

。 。 、人です クルーズ船が来ていますよね これは

年々ふえているわけで、29年度は30とか、いろ

。いろ目標を立ててやっているみたいですけれど

私はまだ聞いたことはありませんが、不法滞在

が県外では発生しているような話も聞いていま

、 、すし そういったところも想定されるとすれば

何らかの補強といいましょうか、そういったと

ころが署によってはあるんじゃないかというこ

とで、ちょっとお尋ねします。

委員のおっしゃるとおり、警○新島警務部長

察署によりましては、警察署内の課の体制が十

分でないというところもあろうかと思います。

、 。小さい警察署では やはり人の限りもあります

また、大きなところも、それなりに手当はして

いるんですけれど、やはり十分でないというと

ころもあります。やはりその業務の優先順位等

々を考えて、署として一番ベストな体制という

ものを本部のほうで毎年検討いたしまして、体

制を変えております。

その警察署において十分な対応がとれないと

いう場合におきましては、本部の所属が、警察

署のほうまで応援に行きまして、必要な体制を

とることとしております。

例えば重大な事件が発生したときなどは、そ

の警察署だけに任せることなく、警察本部から

必要な部署、人員が行きまして、警察署の応援

に回っておりますので、今後ともそのような体

制で臨みたいと考えております。

よろしくお願いします。○髙橋委員

このサイバー犯罪対策、いろいろ○中野委員

専門的な話になるけど。県内で、このサイバー

関係で、高度の事件というのは、例えばどんな

ものがあるんですか。

これまで、大規模なサイバー○新島警務部長

事件というのは、県内では発生していないと思

いますけれども。ただ、このサイバーというの

は、国境とか領域に関係なく発生するものでご

ざいます。

、 、例えば 一般論で言う話になりますけれども

、パソコンあるいはスマホみたいな端末があれば

それを利用して別の場所を攻撃するということ

が可能となります。

したがいまして、宮崎での発生がこれまでな

いからといって宮崎で体制をとっていないと、

宮崎が利用される場所として、水飲み場とかい

う言い方もしたりはするんですけれども、そう

いったものに使われる可能性がありますので、

県警といたしましては、必要な体制をとってい

きたいと考えております。

私は 必要じゃないということじゃ○中野委員 、

ないのよ、大事なんだけれども、15人ぱっと入

れても、どれぐらいのレベルのサイバー攻撃し

た人がいるのかなと。そういう意味で、どうい

う高度な事件が起きたかというのを聞いている

わけで。

高度なサイバー犯罪につ○重山生活環境課長

いてでありますが、報道でも御存じと思います

けれども、県庁ＬＡＮの端末、これがウイルス

感染の疑いがあったということもあります。こ

の旨については、県警がサイバー犯罪として認

知しておる内容で、警察庁の情報通信の解析を

する専門家がおりますので、そこ等に解析を依

、 、 。頼して 今現在 捜査中という事件もあります

高度なテクニックですかね。やは○中野委員

り15人におればいいって話じゃないですね。レ
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。 、ベルを上げる話だと思います それから外事課

これも今からやはり、いろいろ労働移民とかふ

えてくると思うんですけれども、例えば、外事

課というのは、外国語、何カ国語対応できるか

という話になるじゃないですか。そこ辺はどう

ですか。

まず国際犯罪、テロとかに対○新島警務部長

応するということで、語学につきましては、既

存の英語とか中国語などのほかにも、県警では

現在、いろいろなマイナーな特殊言語につきま

、 。 、しても 要員を育成中でございます これまで

アラビア語なども相当の能力を有する者を育て

ております。

、 、また 先ほどの話にちょっと戻りますけれど

サイバー犯罪対策課のほうにおきましても、要

員といたしましては、非常に高度な科学技術の

知識を持った人間が県警内にもおりまして、そ

ういった人間を新設の部署に充てる予定として

おります。

やはり採用のときに、そういう専○中野委員

門職を私はとる必要があるかなと思っています

んで、頑張ってください。

ほか、いかがでしょうか。○渡辺委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他、何かありますか。○渡辺委員長

特殊詐欺 これが大分減ったといっ○緒嶋委員 、

ても、詐欺にあった人個人から見れば、深刻な

問題なわけですよね。

、 、そうなれば これはなくなるのが一番いいし

その対策というのは、個人がしっかりしていれ

、 。 、ば 詐欺にはあわないわけですよね ところが

それはなかなか限界があるし、高齢者は、そう

いう判断も難しい。耳が遠くなると本当に息子

からの電話みたいに 聞こえたりもするんでしょ、

う。そういうことの対策を、今後、県警本部と

しては、特に強化されるとかということはある

のかどうか。

今後、特にということは考えて○西刑事部長

、 、いませんけれども やはり高齢者対策のために

今、コールセンターの事業は非常に効果を上げ

ているということですので。やはり、この状況

を見ながら対応できるような対策は考えていき

たいというふうに考えております。

それと、こういう対策についての○緒嶋委員

。 、日ごろからのＰＲというか 市町村とも絡めて

こういうものが今でもかなりあるよというよう

なことを、それぞれの県民に自覚を持たせるよ

。 、うなＰＲというか対策というか そういうのも

これは警察だけではちょっと限界があると思う

んですけれども、知事部局とも連携しながら、

また市町村とも連携しながら、進めていく必要

があるんじゃないかと思うので。そのあたりの

連携をどう考えておられるか。

おっしゃるとおり、やはり県庁○西刑事部長

とも連携ということで、県庁の楠並木チャンネ

ルというのがスマホにありますけれども、これ

にも入れたりとか、スマホ等を利用した対策、

こういうのも考えております。

みんながスマホを持っているわけ○緒嶋委員

じゃないわけですよね。そりゃスマホを持って

いる人はそれでいいけれど。それ以外の人、年

寄りは特にスマホを持っている人は数でも知れ

とるわけですから。やはり、そういう点で考え

ると、広く県民に周知できるような方法はない

か。

そりゃスマホが一番便利はいいでしょう。も

う、入れればいいわけ。だけど、そうではなく

て、本当にこの対策というのを、もうちょっと

深刻に考えて。これは知事部局のほうが警察以

上に力を入れないといけないとは思うんですけ
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れど。警察のほうからも、そういうアプローチ

をされて、市町村を含めて対策をする。

また、そういう事件が少なくなることは、県

警の仕事もある意味ではそういうのにかかわる

人が少なくなっていいわけですよね。そう考え

た場合に、知事部局、市町村、あるいは社会教

育団体など、それぞれの団体があるわけですけ

れど、社会教育団体も含めて、そこら辺の対策

を、地域協議会とかの連携も含めて、私はやる

べきだというふうに思うんですけれども。

今、御指摘のとおり、県、市町○西刑事部長

村等との連携、これも深めていきたいと考えて

おります。

お願いします。○緒嶋委員

きのうが東北地震の６年目だった○中野委員

んですけれど、ＮＨＫのスペシャルを見ている

と、本当に、自助・共助・公助というじゃない

ですか。耐震するのは別として、地震は、もう

ほとんど自助・共助。地震の場合は家屋が倒壊

して、いかに事故者がいないかということは、

まず、これは共助だと思っているんです。

そうすると、津波の場合も、要は、逃げるこ

とじゃないですか。これも自助・共助・公助、

一緒になってですよね。

私は、あれを見ていると、今まで高い防波堤

ができたりしておるけれど、津波はとにかく逃

げる、まず避難すること。

やはり、ビッグデータなんか見ていると、自

動車で逃げる人、避難する人がおるわけです。

、こういう自動車なんかで避難する人については

県警としてはなすすべがないという対応で、私

は理解しているんです。そういうことでいいん

ですか。

、○片岡警備部長 車で逃げる方に対する対応が

なすすべがないということではないんですけれ

ども、原則、車では逃げてくれるなと。東日本

大震災のときに、車で自宅、あるいは職場、あ

るいは学校に迎えに行くピックアップ行動を

とって大渋滞が起き、ともに流されたというこ

とでありますので。まずは徒歩で逃げてくださ

いと。そして、できるだけ、より高いところに

逃げてくださいというような防災講話、これを

一生懸命やっておるところでございます。

何か今、盛んに防災講話、それだ○中野委員

けは出てきまして、各地区でやっていますけれ

。 、 、ど ネットなんかで 警察庁なんかのそんな話

１回探ってみようとは思うんだけれど。そうい

う現状があったわけで、それは金の要る話じゃ

ない どうやって逃がすか 車で逃げなさんなっ。 、

て言っても いざとなったら子どもを迎えにいっ、

たりするから、やはり車で逃げますよ。

災害というのは、予定どおりいかないので、

みんな逃げている。そう考えれば、歩いて逃げ

てくださいって言っていますから、車で逃げる

人への対応は、まだ何もしていませんという話

でいいのかなって。もう不思議でたまらないん

ですけれどね。

歩いて逃げてくださいということで、それ以

上、車の対応は何も考えませんということでい

いわけですね。

何もやっていないというわけ○片岡警備部長

ではないんですけれども。

いやいや、やっているんだったら○中野委員

教えてください。

前回、閉会中の常任委員会で○片岡警備部長

御説明いたしましたけれども、各沿岸部の施設

ごとにマニュアルをつくっております。当然、

停電にはなっているでしょうけれども、これに

基づいて その瞬間に勤務している警察官にあっ、

ては、指定された交差点で、手信号をやって、
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できるだけ山の手のほうに逃がすと。海のほう

には車は流さないというような交通規制等をや

るようにはしております。

だけど 山に逃げなさいといったっ○中野委員 、

て、渋滞して逃げられない。じゃあ、宮崎だっ

たら街のほうに逃げようと思って渋滞が出てく

る。幾ら交差点にお巡りさんがおっても、一緒

なんです。私は、可能な限り、やはり追求すべ

きだと思っていますけれど。

前は、お巡りさんが最後までおって、五十何

人亡くなられたわけでしょう。最近は、途中で

身の危険を感じたら逃げなさいという話。逃げ

なさいというのは悪いけれど、逆にそういう話

でしょう。

それだったら、もっと事前にやるべきことが

あるような気がするんです。やってできないと

いうのではなく、頭からできませんって。人命

。 、がかかっていることでですよ これはもう絶対

私は納得できないから。その地形地形で、いろ

いろあるじゃないですか。宮崎でも、ずっと太

、 。平洋に面している市町村 お巡りさんもついて

まあ、それ以上がないのであればいいです。

よろしいですか。ほか、いかが○渡辺委員長

でしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、次に請願の審査に移○渡辺委員長

ります。

新規請願第21号については、県執行部は所管

しておりませんので、執行部の説明は省略をい

たします。

委員から、何か質疑があればお願いいたしま

す。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって警察本○渡辺委員長

部を終了いたします。

皆様、大変お疲れさまでした。ありがとうご

ざいました。

暫時休憩いたします。

午前11時51分休憩

午後０時58分再開

委員会を再開いたします。○渡辺委員長

当委員会に付託されました議案等について、

局長の説明を求めます。

企業局でございます。よろし○図師企業局長

くお願いします。

それでは、企業局の提出議案につきまして、

御説明いたします。

お手元に配付しております文教警察企業常任

委員会資料の表紙をめくっていただきまして、

目次をごらんください。

３の提出議案でありますが、今回、３件の議

案を提出しております。まず、議案第16号「平

（ ） 」、成29年度宮崎県公営企業会計 電気事業 予算

議案第17号 平成29年度宮崎県公営企業会計 工「 （

業用水道事業）予算 、議案第18号「平成29年度」

宮崎県公営企業会計（地域振興事業）予算」で

あります。

、 。それでは 資料の１ページをお開きください

１の平成29年度宮崎県公営企業会計当初予算

（案）のポイントであります。大きく３点掲げ

てございます。

まず１点目は （１）の電力システム改革への、

的確な対応であります。

これは、将来的な売電のあり方を見据えた上

での施設改修や設備投資など、電力システム改

革に的確に対応し、健全経営を維持するもので

あります。

２点目は （２）の計画的な設備投資による長、

寿命化対策であります。
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これは、老朽化した施設、設備について、計

画的に更新、改良を行うことにより、電力、工

業用水の安定的な供給及び住民福祉の向上に寄

与する取り組みを推進するものであります。

３点目は （３）の地域貢献に資する取り組み、

の推進であります。

これは、産業経済の振興と県民福祉の増進と

いう局設置の理念に基づき、地域貢献に資する

取り組みを推進するものであります。

次に、２ページをごらんください。

２の平成29年度宮崎県公営企業会計当初予算

案の概要であります。

（１）電気事業であります。

来年度の業務の予定量といたしましては、年

間供給電力量５億309万5,000キロワットアワー

を予定しておりまして、事業収益から事業費を

引いた収支残は、太い黒枠で囲んでいるところ

でありますが、１億1,031万8,000円としており

ます。

（２）の工業用水道事業であります。

来年度の業務の予定量といたしましては、給

水事業所数13社、年間総給水量3,583万5,700立

方メートルを予定しておりまして、事業収益か

ら事業費を引いた収支残は1,189万8,000円とし

ております。

（３）の地域振興事業であります。

来年度の業務の予定量といたしましては、年

間施設利用者数３万3,500人を予定しておりまし

て、事業収益から事業費を引いた収支残は、103

万円としております。

詳細につきましては、総務課長から説明させ

ますので、よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。

私からは以上でございます。

それでは、私から、今回提出○松田総務課長

。しております予算議案の詳細を説明いたします

資料の３ページをお開きください。

議案第16号「平成29年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）予算」であります。

（１）の業務の予定量であります。

年間供給電力量は、過去30年間の平均をもと

に、５億309万5,000キロワットアワーとしてお

ります。

（２）の収益的収入及び支出であります。

事業収益は、50億4,944万2,000円としており

ます。このうち、営業収益は47億2,945万5,000

円で、主なものは九州電力との基本契約による

電力料であります。

附帯事業収益は8,272万円で、主なものは固定

価格買い取り制度を活用した小水力発電と太陽

光発電の電力料であります。

財務収益は１億6,713万4,000円で、主なもの

は受け取り利息であります。

営業外収益は7,013万3,000円で、長期前受金

戻入等であります。

。事業費は49億3,912万4,000円としております

このうち、営業費用は45億3,948万2,000円で、

主なものは、職員給与費や減価償却費でありま

す。

附帯事業費用は7,340万4,000円で、小水力発

電や太陽光発電に係る費用であります。

財務費用は7,302万7,000円で、企業債の支払

い利息等であります。

営業外費用は２億321万1,000円で、消費税及

び地方消費税納付額等であります。

２つ下の予備費は5,000万円で、この結果、事

業収益から事業費を引いた収支残は１億1,031

万8,000円となり、28年度に比べ、１億7,460万

円余の減となっております。

４ページをごらんください。
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（３）の資本的収入及び支出であります。

これは、施設の建設改良工事のように、支出

の効果が長期間にわたるものなどについて収支

をあらわしております。

資本的収入は６億7,329万円としております。

このうち、３つ下の貸付金返還金６億6,996

万7,000円は、一般会計等からの返還金でありま

す。

資本的支出は28億6,425万8,000円としており

ます このうち 建設改良費は12億8,627万3,000。 、

円で 「渡川発電所大規模改良事業」等でありま、

す。

企業債償還金は４億7,795万5,000円、繰出金

は10億円で、一般会計への繰出金であります。

この結果、資本的収入から資本的支出を引い

た収支残は21億9,096万8,000円の収支不足とな

りますが、米印のとおり、２つ目のポツの地方

振興積立金10億円などを財源として補塡するこ

ととしております。

（４）の継続費であります。

継続費は、建設改良等のために数年度を要す

るものについて設定しておりますが、アの営業

費用に固定資産除却費を、イの建設改良費に設

備増強費をそれぞれ計上しております。

まず、渡川発電所発電設備一括更新工事は、

平成29年度からの５カ年事業で、アの営業費用

として総額２億2,680万円、イの建設改良費とし

て、総額30億3,564万円とし、渡川発電所取りつ

、 、け道路工事は 平成29年度からの２カ年事業で

イの建設改良費として総額２億5,000万円の継続

費の設定をお願いしております。

５ページをお開きください。

議案第17号「平成29年度宮崎県公営企業会計

（工業用水事業）予算」であります。

（１）の業務の予定量であります。

、 、給水事業所数は13社とし 契約水量を踏まえ

年間総給水量を3,583万5,700立方メートルとし

ております。

（２）の収益的収入及び支出であります。

事業収益は３億7,514万2,000円としておりま

す。このうち、営業収益は３億2,895万7,000円

で、主なものは給水収益であります。

営業外収益は4,618万5,000円で、主なものは

受け取り利息であります。

。事業費は３億6,324万4,000円としております

このうち、営業費用は３億4,281万3,000円で、

主なものは、減価償却費や委託費であります。

営業外費用は1,043万1,000円で、主なものは

消費税等であります。

、 、その２つ下の予備費は1,000万円で この結果

事業収益から事業費を引いた収支残は1,189

万8,000円となり、28年度に比べ167万円余の減

となっております。

６ページをごらんください。

（３）の資本的収入及び支出であります。

資本的収入はございません。

資本的支出は１億3,089万6,000円としており

。 、 、ます このうち 建設改良費は5,237万7,000円

２つ下の借入金償還金は6,000万円で、電気事業

会計への元金償還であります。

予備費は1,000万円で、この結果、資本的収入

から資本的支出を引いた収支残は１億3,089

万6,000円の収支不足となりますが、米印のとお

り、２つ目のぽつの借入金償還積立金6,000万円

。などを財源として補塡することとしております

７ページをお開きください。

議案第18号「平成29年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）予算」であります。

（１）の業務の予定量であります。

年間施設利用者数は、第３期指定管理期間の
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設定目標である３万3,500人としております。

（２）の収益的収入及び支出であります。

事業収益は2,455万9,000円としております。

このうち、営業収益は2,173万1,000円で、主な

ものは施設利用料であります。

営業外収益は282万8,000円で、主なものは受

け取り利息であります。

事業費は2,352万9,000円としております。こ

のうち、営業費用は2,005万円で、主なものは減

価償却費であります。

営業外費用は147万9,000円で、主なものは消

費税等であります。

その２つ下の予備費は200万円で、この結果、

事業収益から事業費を引いた収支残は103万円と

なり、28年度に比べ108万円余の減となっており

ます。

８ページをごらんください。

（３）の資本的収入及び支出であります。

資本的収入は出資金返還金70万円で、一ツ瀬

川県民スポーツセンターの一般財団法人移行に

よる返還金であります。

。資本的支出は1,725万4,000円としております

このうち、建設改良費は428万6,000円、借入金

償還金は996万8,000円で、電気事業会計への元

金償還であります。

２つ下の予備費は300万円で、この結果、資本

的収入から資本的支出を引いた収支残は1,655

万4,000円の収支不足となりますが、米印のとお

り １つ目のポツの借入金償還積立金996万8,000、

円などを財源として補塡することとしておりま

す。

９ページをお開きください。

４の主な新規・重点事業であります。

、 。まず 渡川発電所大規模改良事業であります

（１）の事業の目的ですが、昭和30年の運用

開始から60年を経過し、主要機器及び基礎部に

老朽化が見られるため、最新の機器を導入する

ものであります。

２ の事業の概要ですが 予算額は２億8,500（ ） 、

万円余とし、事業期間は平成27年度から平成33

年度までを予定しており、29年度につきまして

は、28年度に引き続き、取りつけ道路工事と発

電設備一括更新工事を進めるものであります。

（３）の事業効果ですが、最新機器の導入及

び基礎部の改良によりまして、発電所の総合的

な運転信頼性が向上し、発電電力量が増加する

とともに、固定価格買い取り制度の活用による

収入の増加も見込まれるものであります。

10ページをごらんください。

「企業局地域貢献事業」であります。

（１）の事業の目的ですが、地域貢献の取り

組みを推進するため、公営企業会計における地

域振興積立金を活用し、県営電気事業みやざき

創生基金の原資として一般会計に繰り出すもの

であります。

（２）の事業の概要ですが、予算額は10億円

とし、平成28年度から平成30年度までの３年間

で30億円を支出する予定であります。

（３）の事業効果ですが、企業局設置の理念

である産業経済の振興と県民福祉の増進が図ら

れるとともに、地方創生の推進や地域の活性化

に資するものであります。

11ページをお開きください。

「緑のダム造成事業」であります。

（１）の事業の目的ですが、企業局の発電に

関係するダム上流域の未植栽地等を取得し、水

源涵養機能の高い山林として整備することによ

り、安定的な電力の供給に資するものでありま

す。

２ の事業の概要ですが 予算額は1億1,600（ ） 、
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万円余、平成18年度から平成78年度までの間に

未植栽地の取得や植林・下刈り等を実施するも

のであります。

（３）の事業効果ですが、山林の水源涵養機

、 、能の向上により 発生電力量の増加はもとより

山林崩壊の防止や濁水軽減等が期待されるとこ

ろであります。

また、地元小学生等に対する植樹体験は、自

然環境保護意識の啓発にもつながっているもの

であります。

12ページをごらんください。

その他、主要事業といたしまして （１ 「小、 ）

水力発電推進事業」7,199万1,000円 （２ 「綾、 ）

第一発電所発電機自動制御装置更新工事」１

億5,566万1,000円 （３ 「工業用水道施設計装、 ）

装置取替工事」5,594万3,000円 （４ 「庁舎改、 ）

修工事実施設計業務 3,331万8,000円 ５ 企」 、（ ）「

業局施設活用促進・ＰＲ事業」1,375万2,000円

を計上しております。

参考といたしまして、知事部局等への経費支

出予定額を記載しておりますが、先ほど御説明

いたしました繰出金の10億円のほか、多目的ダ

ム管理費用等によりまして、支出予定額の合計

は23億2,700万円余としております。

また、最後に、13ページから15ページには、

平成28年３月31日時点の企業局における資産及

び負債等の状況をお示しするため、各事業の平

成27年度決算貸借対照表をつけております。

平成29年度当初予算についての説明は以上で

ございます。

ありがとうございました。議案○渡辺委員長

に関する説明が終了いたしました。

質疑はございませんでしょうか。

ちょっと教えてください。この電○濵砂委員

力料は、１キロワット当たり幾らで売っている

んですか。

、○松田総務課長 今回の電力料でございますが

。キロワットアワー当たり8.57円としております

九電の買い取りは幾らですか。○濵砂委員

九電の買い取り額が、１キロ○松田総務課長

ワットアワー当たり8.57円ということでござい

ます。

一般の家庭は22円か23円ぐらいで○濵砂委員

九電から買い取っているんですよね。この金額

は相場ですか。

済みません。まず、この電○森本経営企画監

気料金でございますけれども、単価というのは

計算をした結果、その単価が出てくるというわ

けでありまして。その単価で売っているという

わけではないということでございまして。まず

は原価を出しまして、目標とする電力量で割り

戻すと１キロワットアワー当たり8.57円という

数字になるという料金の構成になっておるとこ

ろでございます。

その差があるというのは、うちで売っている

電力料は、単価ベースで見たときには安いんで

すけれども、九州電力は、それにいろいろな経

費、人件費なり、送電設備等の経費等がのって

くるんで、それをそのまま売るというわけには

いかないということで、それだけ高い金額で民

間とかそういうとこには売っていると。そうい

う仕組みになっているところでございます。

そこら辺、ちょっと教えてくださ○濵砂委員

い。まず、一般の家庭の電力料は、１キロワッ

トアワー当たり22円から23円で九電から買い

。 、取っているんです 一般の太陽光とかいうやつ

売り出しの時点では42円で九電が買い取ってい

るわけです。8.75円というのは非常に安いもの

ですから、何でこうなるのかなという素朴な疑

問なんです。
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その四十何円という数字と○森本経営企画監

いいますのは、多分、ＦＩＴの数字ではないで

しょうか。

国が施策的にそういう太陽光なりのエネルギ

ーを高く買うようにして、実際には賦課金とい

いますか、返戻金といいますか、その差額を補

塡するという仕組みになっております。

高くで買うんですけれども、その高く買った

分については賦課金という部分で一般国民が全

て負担して、それをまた、補塡といいますか国

。のほうに戻していくという仕組みでございます

ＦＩＴ固定価格買い取り制度と言われている部

分は、そういう仕組みがあって、太陽光なり風

力なりは、そういう高い金額で買われていると

いうことでございます。

我々の水力発電というのは、一部を除きまし

てそういうＦＩＴの仕組みをとっておりません

ので、安い、本来の生の電力料の金額で販売を

やっているということでございます。

いわゆる適正な価格ということで○濵砂委員

すか。

一応、そういうことでござ○森本経営企画監

います。

ほかの地域、ほかの都道府県も、○濵砂委員

電力事業をやっているところはこんなものなん

でしょうか。

大体、前後ありますけれど○森本経営企画監

も、皆、基本的に水力発電を県でやっていると

ころというのは、うちが大体真ん中辺ぐらいに

なるのかなというところでございます。

ほか、いかがでしょうか。○渡辺委員長

、 、○緒嶋委員 小水力の電気料というのは 割と

前年から言えば伸びておるわけですが、29年度

以降はこのような電力料の収入は、これぐらい

で継続されるわけですか。将来的にはどうなる

んですか。

小水力につきましては、酒谷○松田総務課長

発電所が、今年度は半年間の運用でしたけれど

も、来年度は１年間ということで、収入がふえ

ております。

これは、酒谷発電所の分がこれだ○緒嶋委員

。けふえたというふうに理解すればいいわけかな

約4,800万円程度、収入がふえ○松田総務課長

ると見込んでおります。

それと、職員給与費。企業局も施○緒嶋委員

設がいろいろと改善されて、かつての職員が一

番多いときから見れば 今 どれくらい減になっ、 、

ておるわけかな。

現在、この予算では111名でご○松田総務課長

ざいまして。平成４年当時で290名が在籍をして

いたところでございます。

この中でプロパーの職員というの○緒嶋委員

はどれくらい。県の出向とか、いろいろあるで

しょう。

現在、プロパーは１名でござ○松田総務課長

いまして、残りは知事部局との交流ということ

でございます。

プロパーは１名だけですか。それ○緒嶋委員

は、どういう立場の人ですか。

管理職で業務をしているとこ○松田総務課長 ※

ろでございます。

将来は、県庁職員だけで企業局を○緒嶋委員

運営しようという考えになるわけですか。

、○松田総務課長 その職員が退職いたしますと

知事部局との交流職員だけということになりま

す。

ほかの県はどうなっているの。ほ○緒嶋委員

かの県も大体同じような形かな。

他県も大体同じような体制で○松田総務課長

※31ページに訂正発言あり



- 31 -

平成29年３月13日(月)

ございます。

それから、先ほど、管理職員と申しましたけ

れども、正確に申し上げますと課長補佐でござ

います。

県庁職員の人で、身分は県庁職員○緒嶋委員

、 、で 定年まで企業局にずっと永年勤続というか

そういうような形の人もおるわけですか。３年

か４年で、その立場というか、身分は皆、変わ

るわけ。

委員がおっしゃいましたとお○松田総務課長

り、大体、何年か周期で異動をするわけですけ

れども、知事部局に行く職員もおれば、企業局

の中で異動する職員もおります。現在、そのプ

ロパー職員を除くと、大体そういった知事部局

との交流という形で異動していくという形にな

ります。

そうなると、今は機械の時代って○緒嶋委員

言っちゃそれまでだけれど、技術とかそういう

ものの継承は、別に支障はないということです

ね。

委員がおっしゃいましたとお○松田総務課長

り、技術の継承といいますか、そういったもの

は大変重要だと思っております。

局内でもそういった技術向上のための、いろ

いろな研修に取り組んでおりますし、若いうち

はやはりいろんな部局を 知事部局との交流─

とかいう形でございますが、ある程度いきます

と、やはりその職員のキャリアデザインとか、

あるいは局の運営上、局内でいろいろ異動する

とか、いろんな局運営に際しての配慮をしてい

くというところでございます。

技術の継承というのは、もう絶対○緒嶋委員

必要なわけでありますので、そのあたり、いろ

いろあるだろうと思いますが、できるだけ。い

ずれにしましても、企業局のそれぞれ３つの事

業が、順調に推移することを期待しておきたい

と思います。

それから、知事部局に貸付ておるということ

でありますが、これで、企業局会計に返ってく

る金額というのは、毎年変わってくるわけ。

例えば、先ほど御説明いたし○松田総務課長

ました電気事業会計で申し上げますと、４ペー

ジでございますけれども。４ページの上のほう

の（３）の資本的収入及び支出の欄の資本的収

入欄に貸付金返還金というのがございますけれ

ど、６億6,900万円余というのがございますが、

この中に、６億円の一般会計からの返還金とい

うのが含まれておるということでございます。

毎年６億円という枠があるわけ。○緒嶋委員

これにつきましては、未来創○松田総務課長

造貸付金というのを一般会計に貸し付けており

まして、29年度で最終年度ということでござい

ます。

これは、金利までつけて返しても○緒嶋委員

らえるわけ。

金利もつけた上で返還をして○松田総務課長

いただいております。

平成30年度以降は、どうなるかわ○緒嶋委員

からないというのは、まだ方針が決まっていな

いということ。その理由は何。

現在、局の中で、今後10年間○松田総務課長

の設備改良とか、きょうも御提案申し上げてい

ます大規模改良とか、こういった設備の更新等

に要する経費でありますとか、あるいは新規の

開発等を積み上げてまいりますと、現在、損益

勘定留保資金とか建設改良積立金、こういった

ものを充てて対応していくというようなことで

ございまして。今後の地域貢献ということにつ

いては、基金の残高が30年でほとんどゼロにな

、 、 、りますので 今後また 経営の中で積みながら
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利益の中からそういったものを積めるよう、努

力していくというようなことでございます。

３年間で30億円出すから、それ以○緒嶋委員

上、もう出さないでいいんじゃないかという感

じをしておられるということですかな。

やはり、電力システムの買い○松田総務課長

かえとか、不透明な環境でございますので。局

の健全経営ということも考えながら、利益等に

ついてはできる限り地域振興積立金等に積み立

てて今後の財源としていくということを考えて

いるところでございます。

今、内部留保財源は、全体でどれ○緒嶋委員

だけあるわけですか。

現在、先ほども出ました損益○松田総務課長

勘定留保資金、その減価償却費等を積み立てた

ものが28年３月末で101億円ということでござい

ます。

その留保資金は、何年かの中で見○緒嶋委員

れば、推移はどういうふうになっておるわけ。

この留保資金を財源にして、○松田総務課長

先ほど申しました設備改良方針とか建設改良、

大規模なものに取り組んでまいります こういっ。

たものを財源としながら、年々進めてまいりま

すので、今後は、やはりそういったものを消費

。していくという形になっていこうかと思います

金額の推移はどうなっているかと○緒嶋委員

いうこと。

現在、27年度決算で101億円で○松田総務課長

ございまして、これが10年前の平成18年度でい

きますと84億円程度ということで、額的には、

そういう推移をしているところでございます。

、 、○緒嶋委員 今のところは 割と安定というか

企業努力で頑張っておられるということでいい

わけですね。

それから、緑のダム事業。今、未植栽地がふ

えるとか、宮崎県の県土のいろいろな課題が山

にも多いわけでありますが。これは、最終的に

、は平成78年度までということでありますけれど

実際は、今後ともずっと継続してやらざるを得

ないような事業かな。もう、これで終わるとい

うような事業ですか。

、○松田総務課長 この事業計画に基づきまして

平成78年度ということでございます。

その間、18年から20年かけまして、山林の取

得、それから20年かけまして植林、また、19年

、から24年かけまして下刈りというようなことで

取り組んでまいりました。またその後、平成29

年度からは50年間をかけて除間伐というような

ことを予定しているところでございます。

これは、最終的には、この山の除○緒嶋委員

間伐はするが、ずっと漸伐ということも考えて

おるわけですか。天然林的にずっとそのまま置

くという考え方よね。

委員のおっしゃるとおりで、○松田総務課長

これは、事業が終わってまた伐採するというこ

とでございませんで、そのまま残すということ

でございます。

それで、植種なんかもいろいろ考○緒嶋委員

えておられるようでありますが。地域性もあり

ますし、どういう植生がいいのかというのもあ

るわけだけれど、できるだけ、その地域に適地

。 、適木というような考えが一番であるし やはり

、 、自然やら動物生態系とかも含めて その地域に

自然に優しいという発想は十分考えておられる

と思うんですけれども。今のところ、これをや

る上で、何か課題になっておることがあるかど

うか。

委員のおっしゃるとおり、地○松田総務課長

元の方々と、どういう樹種が適当なのかという

ことを御相談しながら、対応しているわけでご
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ざいます。

やはり、この広葉樹、どうしても最近ですと

食害とか、そういったものに遭ったり、あと、

その対策もとりながら、守りながら育てていく

というようなことを、今、進めているところで

ございまして。そういうことをきちっとやって

。いかなくてはいけないのかなと思っております

特に、山の木の中では、イノシシ○緒嶋委員

というよりも鹿の害が多いです。だから、これ

をやらないと、植栽したものそのものが、枯れ

てしまうというのが、かなり奥のほうではある

ので。そういうあたりの監視体制は、森林組合

に委託してやっておられると思うんですが、そ

れでいいんですか。

森林組合に委託をして、そう○松田総務課長

いった食害対策という形で、またいろいろ行っ

ていただいております。

まず１ページ。ちょっと意地が悪○中野委員

い質問だけれども。この電気事業、太陽光発電

、 、 、が出てきた 原子力発電の話もある 火力発電

水力発電。今後、九電というのは、イコール企

業局は、どんな見方をしておるのかな。

そこで１ページの１番上、将来的な売電のあ

。り方を見据えた上で検討しておるわけでしょう

この将来的な売電のあり方というのは、何か具

体的に。

今、電力システム改革が進ん○松田総務課長

でおります。基本契約というのが平成37年度ま

で九電とありますので、それまでは、ことしを

踏まえて二部料金制というのに準じて進められ

ております。いずれは、一般競争と、従量料金

ということで、いわゆる渇水とか、そういった

ものにも備えなくちゃいけないというようなこ

とで、取り組みを、今、いろいろと検討してい

るところでございます。

今現在、二部料金制をとっ○森本経営企画監

ておるわけでございまして、９割ほどは、どん

なに渇水がありましても料金確保ができている

というような状況でございます。

基本契約というのを、一応、平成37年まで九

州電力と取り交わしておりまして、それを継続

している間は、とりあえずその辺が担保できる

のかなというように思っておるところでござい

ます。それ以降になりますと、入札に移行をし

。ていくことが可能性としては非常に高くなると

入札に移行すると、従量制になる可能性が非

常に高くなると。従量制になると、もろに単価

でやりとりをしますので、渇水の影響を非常に

受けてくるということが懸念されてくると。

現在、今までの事例で考えますと、渇水で60

、％台というような発電の状況もございますので

例えば50億円契約をしておりましても、60％し

かなければ20億円ぐらいは収入がないというよ

うなことだって、可能性としてあるということ

でございます。そういうことがあったときに、

どのような対応をしていかなくてはいけないの

かを、今のうちからじっくり検討して、それに

対応するためにはどのような契約の形態をして

いかないといけないのか。それを、今、検討し

ていかなきゃいけないというようなことでござ

います。

まさしく売電のあり方だな。将来○中野委員

予測というのは、今は、なかなか難しい。

それで、さっき緒嶋委員が言われた積立金の

残り、この13ページの貸借対照表。まず、この

短期投資の212億円というのは、何を投資してお

るわけ。

現在の運用資金でございます○松田総務課長

が、これが大体255億円程度ございます。その中

から、上のほうの基金というのがございます
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が、43億円程度。これを除いた約212億円という

ことになってございます。

だから、運営当事者かなんか、運○中野委員

用の相手先は。

失礼しました。その運用です○松田総務課長

が、定期預金で大体46億円、それから債券で209

億円程度を運用しているというところでござい

ます。

債券というのは何ね。○中野委員

大体、国債が84億円程度、そ○松田総務課長

れから地方債で84億円程度でございます。

そうしたら、右、資産の一番下の○中野委員

資産合計が451億円、それでここの資本金、剰余

金、評価等、その資本合計が451億円ですよね。

それと、左の資産合計から固定資産を引いた残

り、この固定資産を引いた残りが、今、流動資

産を含めて企業局のいわゆる現金預金、定期預

金、運用資産ということでいいのかな。

28年度３月末の運用している○松田総務課長

資金ということで申し上げますと……。

、 。○中野委員 いやいや この時点の今の考え方

先ほど申し上げました基金で○松田総務課長

すね、42億円と短期投資の合計額212億円、これ

から右側の貸方のほうにございます短期投資を

除きました額、評価換算額、その他有価証券差

額にございます短期投資を除いた額ということ

で、約234億円程度ございます。

234億円、わかりました。○中野委員

基本的なことをお尋ねして申しわ○髙橋委員

けないんですけれども。３ページの年間の供給

電力量の設定は30年平均だということで、私の

記憶だと、いわゆる上振れ、下振れというのが

あるわけじゃないですか。結果的には降水量に

よるところがありますよね。

もちろん収支の差というのは、結果的に前後

するわけで。降水量が少なかったという年は、

あまり記憶にないもんですから。だから30年平

均でいくと、この年間供給電力量というのは、

徐々に上がっていっているのかなって、そうい

う確認を、まずはしたいと思います。

ここ３年間は、結構、豊水○森本経営企画監

年が続いております。ただ、それ以前の状況と

いいますのは、渇水の年も結構ございます。10

年平均で平均的な目標からの実績を見ますと、

意外と93％ぐらいの数字としてあらわれており

まして。ここ最近だけが豊水に見えるというよ

うな状況でございますので、今後、どうなるか

というのは自然の現象でございますので ちょっ、

と何とも言えないところはあるかなというとこ

ろでございます。

わかりました。雨は適当に降って○髙橋委員

くれたほうがいいんでしょうけれど。多いほう

がいいのかなと思います。次に、５ページの工

業用水のやつをちょっと確認します これは 13。 、

社が、29年度にどれだけうちは使いますからと

いう申告かなんかを多分するんでしょう。それ

に基づいて、こういう年間給水量というのは決

まってくると思う。

ただ、会社の操業の仕方によって、水をもう

ちょっと欲しいという、そういうこともありえ

ますよね。だから、これも上振れすることもあ

るだろうし、ひょっとしたら下振れもあるとい

うことでいいですね。

まさしくそのとおりでござ○森本経営企画監

いまして、予算の年は、その次の年度の計画、

ユーザーさんの使用量の計画をとります。その

計画をもとにしまして、今、予算を決めている

というような状況でございまして、今回の場合

は、若干、計画量が少な目に出てきているとい

うことがございましたので、目標もちょっと少
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なくなったというような状況でございます。

わかりました。○髙橋委員

あと１点、細かなことを聞いて申しわけない

けれど。３ページの電気事業の関係で、小水力

の収益については、酒谷ダム発電所が年間フル

稼働の収入を見込んでいるということですが、

あそこでいろんな事業がございましたよね、子

どもたちに、いろんな仕組みを説明する。そう

いった予算というのは、事業費の中の、ここの

附帯事業費用の中に含まれているわけでしょう

か。

、 、○松田総務課長 これは 事業費の中のその他

、営業費用の中にその他というのがございますが

その中に施設見学ツアーとか、そういった経費

を含めているところでございます。

その関連で、またお尋ねするわけ○髙橋委員

ですが。私の記憶によると、日南市内の地域に

限定した説明会をやられたんですけれど、それ

以外の事業はあまり耳にしなかったんですが、

それ以外にあそこをあけた実績があるんでしょ

うか。

今、おっしゃいました見学以○新穗工務課長

外に、ことしは、産業青年開発隊だとか、日南

地区の土木設備研修会とか、そういったことで

お見えになっています。

それから、３月31日にも、福祉推進会という

方がお見えになるというふうに伺っておりまし

て、大体、ことし半年で130名ぐらいは来られる

ということになるかと思います。

わかりました。子どもたちを対象○髙橋委員

、 。 、にした事業が たしかありましたよね それは

来年度の事業で計画があるんですか。

今、日南市の教育委員会と話○新穗工務課長

をさせていただきまして、来年度、酒谷発電所

を使って、小学生を対象にした見学会を実施す

るという予定にしております。

小水力発電所がある場所が日南の○髙橋委員

酒谷なもんだから、どうしても、やはり日南市

内だけの対象になるんでしょうか。市外の子ど

もたちにも、例えば串間とか都城も遠くないか

らですね、来てくださるといいかなと思います

が。

今、来年度に考えていますの○新穗工務課長

は、あくまでも日南市内の小学校をということ

で考えておるところです。

そうですか。○髙橋委員

13ページに貸借対照表がでてます○中野委員

よね、これがあるということは、複式簿記の損

益計算書もあるということでしょう。

今回は資産の状況ということ○松田総務課長

で貸借対照表を載せておりますが、損益計算書

も添付はできるかと思います。

この資産勘定って、なかなかわか○中野委員

らないので。せっかくだから、これだったら損

益計算書をつけてください。そうするとわかり

やすいから。

工業用水道事業について、もう一○有岡委員

度お尋ねしたいと思います。設置から18年たつ

ということで、老朽化が進む中で、今、13社が

供給事業者ということで、これが、今後ふえて

いく見込みというのは、ないんでしょうか。13

社の変更とか変動、そういったのも含めて見通

しはいかがでしょうか。

今のところは、土地が若干○森本経営企画監

、 、あることはあるんですけれども そういう話は

私どものほうには来ていないというところでご

ざいます。

新しい企業が来るというときには、知事部局

の企業立地課のほうが、まず窓口となってきま

すので、そちらのほうから話がくれば、またそ
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れに対応していくというようなことが基本的な

仕組みとなっておるわけでございます。

参考にお尋ねしますが、実際に給○有岡委員

水する分と利用する分、有収率というんでしょ

うか、そういったのは、実際、今どれくらいの

状況なんでしょうか。

今たしか、契約が１日当た○森本経営企画監

り大体９万8,000立米ぐらいでございます。この

中で 常時使用水量というもの それが５万5,000、 、

立米ぐらいでございますので、半分ちょっとぐ

。らいが実使用水量という形になるかと思います

ぜひ、工業用水道事業会計の経営○有岡委員

上、こういった湧水の有効な出口というのを、

また協力してやっていただければありがたいと

思っています。ありがとうございます。

９ページ、１つだけちょっと○日髙副委員長

。 、 、お伺いしたいんですけれども 今 渡川発電所

昭和30年から60年経過ということなんですけれ

ども、ほかの発電所で、これ以上経過している

部分というのはあるんでしょうか。

企業局で最も古い発電所は、○喜田電気課長

石河内第一発電所でございまして、渡川発電所

の５年前、昭和25年に運転を開始いたしており

まして、こちらは、もう70年が近づいてきてお

りますが、こちらのほうは、 平成 1 3 年※

13、14、15でしょうか に大規模改良が─ ─

済んでおりまして、こういう大規模改良をいた

、 。しますのは 渡川発電所が２番目でございます

順次、今度は綾の発電所とかが60年を迎えて、

。だんだん大規模改良が必要になってまいります

わかりました。ありがとうご○日髙副委員長

ざいます。

ほか、よろしいですか。○渡辺委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、次にその他報告事項○渡辺委員長

に関する説明を求めます。

私のほうから、日之影町に○上石開発企画監

あります下小原発電所の発電設備の譲与につい

て御報告いたします。

資料の16ページをお開きください。

１の下小原発電所建設及び譲与の経緯につい

てでありますが、下小原発電所は、小水力発電

導入を検討している市町村等の支援に活用する

ため、小規模な発電設備の各種データを取得す

る目的で、平成25年度に日之影町と共同で建設

したものであります。

建設後は、発電状況等について３年間のデー

タ収集を行った後、企業局の持ち分である発電

設備を町へ譲与することとしており、平成29年

３月１日付で譲与しております。

なお、３月９日には、日之影町役場町長室に

おいて、地元、下小原の方にもお集まりいただ

き、譲与式を行ったところであります。

２の発電所概要についてでありますが、発電

所名は下小原発電所で、建屋部分が日之影町、

。発電設備が企業局の持ち分となっておりました

実証試験期間は平成26年３月から29年２月ま

ででございます。総事業費は1,850万円で、負担

額については、日之影町が887万3,000円、企業

局が962万7,000円でございます。

出力は５キロワット、使用水量は毎秒40リッ

トル、発電単価は、固定価格買い取り制度によ

り、キロワットアワー当たり、税込みで36.72円

でございました。

、 、中段の左側の写真が発電所の建屋と 日ごろ

取水口のごみ除去などを行っていただいており

ます下小原地区の皆さんで、右側の写真が発電

設備となります。

３の実証試験結果でありますが、(１)の発電

※41ページに訂正発言あり
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実績といたしまして、運用開始後１年目は発電

量が２万4,029キロワットアワーで、売電収入が

約90万円、２年目は発電量が３万2,091キロワッ

トアワーで、売電収入が約120万円、３年目は発

電量が３万1,861キロワットアワーで、売電収入

が約120万円となり、平均で年間100万円を超え

る収入となっております。

(２)の成果についてでありますが、企業局と

しては、マイクロ水力発電の計画から建設、そ

の後の運用管理までのノウハウを取得すること

ができたほか、安定した水量が確保できる地点

などは十分に採算が見込めることがわかりまし

た。

日之影町においては、マイクロ水力発電の維

持管理のノウハウが得られたほか、日常の維持

管理を地元住民に委託することで、住民同士の

コミュニケーションの促進や活性化を図ること

ができたと伺っております。

局といたしましては、このような成果を踏ま

え、引き続き小水力発電導入を検討している市

町村の支援に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

私からは以上であります。

私からは、企業局施設見学ツ○新穗工務課長

アー（工業用水道事業）について御報告いたし

ます。

資料の17ページをお開きください。

１の目的でありますが、企業局では、細島工

業団地の企業へ給水を行っております工業用水

道の役割について理解を深めることを目的とし

て、毎年、地元の小学生を対象とした見学会を

実施しております。

２ の 実 施 概 要 で あ りま すが 、 去 る 1 2

月12、13、15の３日間に分けて、日向市立財光

寺南小学校の４年生82名を対象に、社会科授業

の一環として実施したところです。

今回は、東郷町にあります工業用水道の浄水

場施設を見学したほか、ユーザー企業の一つで

あります日向リサイクルセンターの見学をさせ

ていただきました。

下の写真は、当日の見学の様子であります。

３の効果でありますが、工業用水道の役割に

ついて理解してもらうとともに、地元企業のこ

とや、そこで働く人の話を聞くことで、子ども

。たちの社会への関心を深めることができました

また、水がきれいになるところを見たり、ご

みの量の多さやリサイクルの現場を実際に見る

ことで、環境保護の意識啓発につながったもの

と考えております。

なお、企業局では、このような小学生を対象

とした見学ツアー以外にも、発電所や工業用水

道施設につきまして、一般県民の方の見学を受

け入れており、これからも一層の局事業のＰＲ

に努めてまいりたいと考えております。

その他報告事項の説明につきましては、以上

であります。

ありがとうございました。その○渡辺委員長

他報告事項に関する説明が終わりました。

質疑はございませんでしょうか。

16ページの下小原発電所の譲与で○髙橋委員

すけれど。説明にありましたように、今後も市

町村の支援に取り組んでいくということであり

ましたが、何か計画とかがあるんでしょうか。

局としては、市町村支援は○上石開発企画監

今後も続けてまいります。

ただ、この事業につきましては、これは25年

度に３年間のデータをとるという計画で実施し

ましたので、今回で終わりでございますが、引

き続き、市町村からの御相談とかは、来年度も

局のほうで予算計上しまして、御相談には支援
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をしていきたいとは思っております。

これは、市町村からの手挙げ方式○髙橋委員

ですね。申し出があったときに、それが企業局

として適切な事業かどうか、もちろん判断され

るんでしょうけれど、市町村から申し出があっ

たときに立ち上がるということですね。

基本的にはその形になりま○上石開発企画監

す。

ただ、私どもは、農政水産部とも連携しまし

、 、て いろんな市町村のワーキングがありますが

そちらに出かけていきまして、市町村の方とか

土地改良区の方とかがお集まりいただいたとこ

ろに行きまして、企業局ではこういった事業を

やっていますので、どこかいいところはありま

せんかという話をＰＲさせていただいておりま

す。

日之影町のほうにも譲与されたわ○髙橋委員

けで、いわゆる売電収入は町のほうに入るんで

しょうが、この企業局が出している900万円も全

く返さなくていいんですよね。

企業局は950万ほど出資して○上石開発企画監

おります。３年間が実証試験の期間でしたが、

この間につきましては、日之影町と売電収入を

折半しておりますので、３年間で約150万程度は

企業局も回収しておりますが、残りの分につき

ましては、町へ譲渡ということになります。

問題は、今後こういった事業を導○髙橋委員

入したときの売電価格です。この36.72円が売電

価格になっていますけれど、これは将来、変わ

る可能性がありますよね。その辺の見通しを教

えてください。

この36.72円は、御存じのよ○上石開発企画監

うに固定価格の買い取り制度で 発電開始から20、

年という国の施策でやられているものです。こ

れは 再生可能エネルギーを普及させようとやっ、

ていますので、20年後は、正直、どういう方向

に流れるかというのは、まだわからないところ

で。普通の一般的な競争入札になって10円ぐら

いになるのか、それとも、もう少し継続的な施

策が国のほうで行われるのかというのは、まだ

全然つかめないところであります。

ちょっと確認なんですけれど○髙橋委員

も、36.72円は、いつかの時点で、この単価が変

えられるということはないんですね。今の説明

を聞くと、いつ始めても、始めてから20年間

は36.72円で行くんだということの説明だったん

ですけれど。その辺、ちょっと確認します。

ＦＩＴ、固定価格買い取り○上石開発企画監

制度というのは、その認定をとった年で単価が

決まります。ですから、太陽光などは年々買い

取り価格が下がっていると思いますけれども、

そのとった時点で太陽光は固定されて、そこか

ら20年間は保証されております。

水力については、今、このクラスですと税別

で34円ですが、これは多分、数年は動かないの

かなという感じです。これも将来的には下がる

可能性もありますが、まだ未知数というところ

になります。

要するに、数年は36.72円だろうと○髙橋委員

いうことだから、将来のことはわかりませんけ

れど、ひょっとしたら５年後に30円になるかも

しれない、10年後に20円になる。それはどうな

んですか。

ちょっと説明していなかっ○上石開発企画監

たです。36.72円で認定をとりますと、その単価

は20年間保証されます。認定をとった年の単価

が20年間保証されるということになります。

。○髙橋委員 私がわかっていないと思うんです

、 、やはり 新規でとったときに36.72円で契約する

それが20年行くというのはわかるんです。た
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だ、36.72円という単価の設定が、いつ変わるか

わからないじゃないんですかという疑問がある

んです。

そうですね。その認定単価○上石開発企画監

というのは、 今年度は36.72円ですが、来年度※

は35円かもしれません。それは、そういうこと

です。

、○髙橋委員 この事業成果にもありますように

、 、地域コミュニティー こういったところを促す

活性化も促す、図るということだから、ぜひ、

手を挙げたところはしっかりとした支援をやっ

ていただきたいと思います。

申しわけありません ちょっ○上石開発企画監 。

と訂正させていただきます。

今の価格ですが、一応、国の方針で、調達価

格は31年度まではこのままでいくというように

なっております。

31年度まで。○髙橋委員

はい。○上石開発企画監

でも、あと２年じゃ。○髙橋委員

開発企画監が申し上げました○図師企業局長

けれども、念のためにちょっと申し上げたいと

思います。

今回の下小原発電所でございますけれども、

これは小さな規模の発電所の、いわゆる維持管

理だったり、採算性だったり、こういったもの

のデータを取得するために３年間の実証実験と

いうことで実施をいたしました。

、これを実証実験事業と言っておりますけれど

これは、この下小原発電所と、それから西米良

の道の駅百菜屋に小さなものを設置しておりま

して、この２つの箇所だけでございます。

ですから、今回、企業局が事業費を半分程度

拠出しておりますけれども、企業局がこのよう

に拠出する事業としては、これで終了するとい

うことで考えております。

ただ、今回はこういう小さな規模のデータ取

得というのが目的ではございましたが、もう一

つはこういう小水力発電等を通じて、地域の活

性化とか再生可能エネルギーの拡大とか、こう

いうことも目的の一つとして行ってきておりま

す。

データ取得としての目的は、一応、達成はで

きましたけれども、地域貢献あるいは再生可能

エネルギーの拡大、こういったことは今後とも

、しっかりやっていきたいと思っておりますので

こういう実証実験事業でやるのか、あるいは、

県の一般会計への繰り出し、こういった幅広い

地域貢献でいくのか、その辺の地域貢献のあり

方については、今後ともしっかり考えていきた

いと思っております。

先ほどの市町村支援は、少し幅が○髙橋委員

あったんですね。この日之影の場合には事業費

の半分ちょっとを負担していただきましたけれ

ど、この事業はこれで一応終わりだと。

、 、 、ただ 何らかの支援 ノウハウの支援なのか

または別な形で、先ほど局長がおっしゃったよ

うに２分の１は出せなくても何らかの事業費の

応援ができる。そういった支援になるのかわか

りませんが、市町村支援については、幅広い意

味で取り組んでいくよということで理解してよ

ろしいんでしょうか。

例えば、この下小原発電所の○図師企業局長

ような小規模の発電所を、市町村なり地域の方

がやりたいという場合に、通常、県のほうで農

政のほうが持っています県単の補助がございま

す。順番なのか、くじ引きなのかわかりません

が、これを活用するということは可能だと思い

ます。

※このページ左段に訂正発言あり



- 40 -

平成29年３月13日(月)

ただ、企業局といたしましては、今回、取得

しましたノウハウ、これを活用しての技術的な

支援等は、今後とも行っていくということでご

、 、 、ざいまして 地域貢献のあり方としては 一応

このような下小原発電所のような形での地域貢

献というのは、今のところ、もうこれで終わり

ということでございますが、県電基金のような

幅広い地域貢献なのか、あるいは新たな地域貢

献策を考えていくのか、その辺については今後

とも検討してまいりたいということでございま

す。

よろしくお願いします。○髙橋委員

下小原には、委員の皆さんは行っ○緒嶋委員

てないわけだな。もちろん私たちは行ったし、

私は地元だからわかるんですが。町が引き受け

て、写真にある下小原の写真にある皆さん方が

一番困っておるのは、用水路から取水口を持っ

てきて発電するわけで、木の葉っぱが取水口の

上にたまると、送水管に入らないのでオーバー

して流れるわけです。そうすると、発電の量が

減ると。その木の葉が流れてきたのを、朝晩、

除去しなければ、もうだめになる。

そこが急傾斜で、そこの家族の人が高齢化す

ると上っていくのもちょっと大変だというよう

なことで。それとやはり、いずれこういう機械

というのは、老朽化してくると修理とか補修や

らに金が要るようになるときもあるので。町が

、 、引き受けて その管理のための労務的なものを

その集落の人にしていただいて、集落の活性化

というか、その集落のためにお互い使うという

。 、ようなことで この120万円ぐらいの収入のうち

どれだけ集落がもらうのか知らないけれども、

集落もかなりもらわないと、これはもう、なか

なか大変だろうというふうに思うので。集じん

の、何かいい方法はないのかな。葉っぱをどけ

る、何か知恵はないかどうか、それだけは教え

てください。地元の人に言うわ。

今回、この事業を行いまし○上石開発企画監

たが、小さい発電所はそういう集じん、ごみと

いうのは多分問題になるだろうなというのは、

もうつくる前からわかっております。

大きな発電所、企業局でやっているような発

電所は、木の葉とか小枝が来ても、ほとんど水

車が全部のみこむんですが、御存じように、写

真でわかるように、ほとんど小さな機械ですか

ら、全部詰まってしまうんです。

これが、運転する中で、どれぐらいランニン

グコストといいますか経費として見えないとこ

ろで出るかというのを、一つ知りたかったとい

うのもありまして、今回このような事業をやっ

ています。

、 、正直言いまして ごみをとる方法というのは

もうないと思います。初年度、これ、80万円ぐ

らいしか運転していません。次年度から120万円

ぐらいに上がっています。

１年目は、わからなかったんですが、かなり

ごみが詰まって発電機がとまったんです。そし

て、その中で改良しまして、そのスクリーン、

網目の目を変えたりとかして、そんなことをし

て、大分水が通るようになったということで、

２年目からよくなっています。

現在は、先ほど緒嶋委員がおっしゃったよう

に、地元の方が行ってごみをとられるというこ

とで、こういう５キロとか10キロクラスの発電

機というのは、どうしても、そういうことは避

けられないのかなと。ですから、今回の下小原

のようなモデルケースですが、地元の方が、そ

の地元のコミュニティーとしてそういうふうに

面倒見てやっていくからこそ採算が合うのかな

と。これを企業局が、この掃除のために日之影
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まで行くといったら日当だけでばかになりませ

んし、その地元の方に委託しても委託金が発生

しますんで。そこら辺で、こういう小さな発電

所というのは、やはり地元の方がそういうごみ

の面倒を見ながらやっていくというのが、生き

残りというか採算性が合う道ではないのかなと

いうふうに思っております。

済みません、先ほどの私の説○喜田電気課長

、 。明を １点訂正させていただきたいと思います

石河内第一発電所の大規模改良は、平成13年

度から15年度と申しましたが、正しくは12年度

から14年度でございました。訂正をお願いいた

します。

了解いたしました。○渡辺委員長

報告事項に関してはよろしいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他、何かありま○渡辺委員長

せんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって企業局○渡辺委員長

を終了いたします。皆様、大変お疲れさまでし

た。ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午後２時16分休憩

午後２時18分再開

委員会を再開いたします。○渡辺委員長

あすの委員会は、午前10時に再開し、教育委

員会の審査を行うことといたします。

以上で本日の委員会を終了いたします。

午後２時18分散会
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午前９時57分再開

出席委員（７人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 日 髙 陽 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 中 野 明廣

委 員 髙 橋 透

委 員 有 岡 浩 一

委 員 濵 砂 守

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 四 本 孝

教 育 次 長
片 寄 元 道

（ 総 括 ）

教 育 次 長
川 越 良 一

（教育政策担当）

教 育 次 長
坂 元 厳

（教育振興担当）

総 務 課 長 亀 澤 保 彦

財 務 福 利 課 長 大 西 敏 夫

学 校 政 策 課 長 飯 干 賢

学 校 支 援 監 金 子 文 雄

特別支援教育室長 川 越 浩 司

教 職 員 課 長 西 田 幸一郎

生 涯 学 習 課 長 恵 利 修 二

スポーツ振興課長 古 木 克 浩

文 化 財 課 長 向 井 大 蔵

人権同和教育室長 米 村 公 俊

図 書 館 長 福 田 裕 幸

美 術 館 副 館 長 四 位 久 光

総 合 博 物 館 長 長 友 重 俊

西都原考古博物館長 田 方 浩 二

埋 蔵 文 化 財
谷 口 武 範

セ ン タ ー 所 長

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 木 下 節 子

政策調査課主幹 西久保 耕 史

委員会を再開いたします。○渡辺委員長

本日の委員会に５名の傍聴の申し出がありま

したので、これを認めることといたします。

傍聴される方にお願いをいたします。傍聴人

は、受け付けの際にお渡しをした傍聴人の守る

べき事項にありますとおり、声を出したり拍手

をしたりすることはできません。当委員会の審

査を円滑に進めるため、静かに傍聴してくださ

い また 傍聴に関する指示には 速やかに従っ。 、 、

ていただくようお願いをいたします。

それでは、当委員会に付託をされました議案

等について、教育長の説明を求めます。

教育委員会でございます。よろ○四本教育長

しくお願いいたします。

平成29年度当初予算案等につきまして御説明

させていただきます。

お手元の文教警察企業常任委員会資料をお願

いいたします。

表紙をお開きいただいて、目次をごらんくだ

さい。

今回御審議いただく議案は、議案第１号「平

成29年度宮崎県一般会計予算」など４件であり

ます。

また、その他の報告事項といたしましては、

「平成29年度宮崎県教育委員会事務局組織改正

」 。について など５件を報告させていただきます

平成29年３月14日(火)
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それでは、資料右側にあります１ページをご

らんください。

教育委員会に係る「平成29年度宮崎県一般会

計予算 「平成29年度宮崎県学校実習事業特別会」

計予算」並びに「平成29年度宮崎県育英資金特

別会計予算」について、各課室別に一覧にして

おります。

平成29年度の当初予算額についてであります

が、表の下から５段目の太線で囲んであります

合計の欄でございます。一般会計の合計は1,085

億3,647万2,000円であります。

また、下から２段目の太線で囲んであります

合計の欄をごらんください 特別会計の合計は13。

億8,227万3,000円であり、よって、総計は一番

下の欄に記載しておりますが、1,099億1,874

万5,000円であります。

２つ右の欄になりますが、これは、平成28年

度当初予算額に対しまして11億4,956万7,000円

の増、率にしまして対前年比101.1％となってお

ります。

次に、２ページ、３ページをお開きいただき

ください。

「第二次宮崎県教育振興基本計画」の施策の

体系に沿いまして、平成29年度の県教育委員会

の主な事業をお示ししたものであります。

資料の上のほうでございますが、第二次宮崎

県教育振興基本計画は、宮崎県総合計画未来み

やざき創造プランの分野別施策「人づくり」の

部門別計画として位置づけております。

この計画は、５つの施策の目標で構成してお

ります。

簡単に御説明いたします。資料の第二次宮崎

県教育振興基本計画と書いてあります四角枠の

下でございます。

まず、施策の目標Ⅰ「県民総ぐるみによる教

育の推進」につきましては、改善事業「 日本一「

の読書県」を目指した総合推進事業」などをお

願いしております。

次に、施策の目標Ⅱ「社会を生き抜く基盤を

育む教育の推進 につきましては 改善事業 学」 、 「

校の教育相談体制充実のための外部専門家活用

事業」などをお願いしております。

次に、施策の目標Ⅲ「宮崎や日本、世界の将

来を担う人財を育む教育の推進」につきまして

は、新規事業「高校生の県内企業理解・職場定

着推進事業」などをお願いしております。

次に、施策の目標Ⅳ「魅力ある教育を支える

体制や環境の整備・充実」につきましては、改

善事業「学び続ける教職員のキャリア形成推進

事業」などをお願いしております。

次に、施策の目標Ⅴ「生涯を通じて学び、文

化・スポーツに親しむ社会づくりの推進」につ

きましては、新規事業「ひなた文化資源創出事

業」などをお願いしております。

私からの説明は以上でありますが、平成29年

度当初予算における新規・改善重点事業等の詳

細につきましては、担当課室長から説明させて

いただきます。御審議のほどよろしくお願いい

たします。

教育長の概要説明が終了いたし○渡辺委員長

ました。

引き続き説明をお願いしますが、３班に分け

てそれぞれ議案の説明と質疑を行い、その後、

総括質疑の時間を設けたいというふうに思って

おります。

最後に、その他報告事項の説明と質疑を行う

ことといたしますので、御協力をよろしくお願

いいたします。

また、歳出予算の説明については、重点事業

、 、・新規事業を中心に簡潔明瞭に行い あわせて
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決算における指摘要望事項に係る対応状況につ

いても説明をお願いいたします。

、 、 、 、それでは まず初めに 総務課 財務福利課

学校政策課の議案に関する説明を求めます。

総務課関係の当初予算につい○亀澤総務課長

て御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料でございます。総

務課のインデックスのところ、431ページをお願

いいたします。

総務課の当初予算額は、一般会計31億3,563

万1,000円を計上しております。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。

433ページをお願いいたします。

まず、上から６段目 （事項）委員報酬の939、

万円であります。これは、教育委員の報酬に要

する経費でございます。

次に、中ほどの（目）事務局費の（事項）職

。 、員費の16億1,153万3,000円であります これは

教育委員会事務局職員の人件費であります。

次に、下から２段目 （事項）一般運営費、

の5,561万5,000円であります。これは、本庁及

。び教育事務所の運営に要する経費でございます

434ページでございます。下から４段目 （事、

項）教育広報費の2,534万9,000円であります。

これは、テレビによる教育広報番組などの委託

に要する経費でございます。

次に、次ページをお願いします。

上から２段目 （事項）教育研修センター費、

の9,215万7,000円であります。これは、教育研

修センターの管理運営等に要する経費でござい

ます。

次に、中ほどの（目）社会教育総務費の（事

項）職員費10億8,753万2,000円であります。こ

れは、事務局職員のうち、生涯学習課などの社

会教育関係職員の人件費であります。

次に、その下の（目）保健体育総務費の（事

項）職員費２億4,645万4,000円であります。こ

れは、事務局職員のうち、スポーツ振興課など

の保健体育関係職員の人件費であります。

予算の関係は以上でございますが、続きまし

て、総務課関係で、決算特別委員会の指摘要望

。事項に係る対応状況について御説明いたします

「決算特別委員会の指摘要望事項に係る対応

状況」と書かれている資料でございます。

２ページのところに、四角囲みの①としまし

て、施策の進捗状況を示す指標について、県民

が施策の成果をより具体的にイメージしやすい

ように、次のアクションプランの策定に向けて

見直しを検討するということで、当分科会、そ

して委員会のほうで御指摘をいただいたもので

。 、ございまして それの対応状況でございますが

（文教警察企業分科会／教育委員会）をごらん

ください。

委員会のほうで御指摘をいただきまして、総

合政策課、財政課等の関係課と協議しまして、

今現在も協議しておるところですが、主要成果

に関する報告書については、アクションプラン

の重点指標や数値などをそのまま記載するので

はなく、施策の成果等の中で達成状況等を具体

的に文章などでわかりやすく表記するなど、成

果がイメージしやすいものに改善したいと考え

ております。

また、その下の段落にございますとおり、引

用元となっておりますアクションプランの重点

指標の設定につきましては、特にうちのほうで

は、学力に関する指標など現状の取り組みを踏

まえつつ、次のアクションプランの策定に向け

て、より県民にわかりやすい視点から検討して

まいりたいと考えております。
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総務課関係については、以上でございます。

財務福利課関係について○大西財務福利課長

御説明申し上げます。

資料は戻りまして、歳出予算説明資料をお願

いいたします。歳出予算説明資料、財務福利課

のインデックスのところ、437ページをお願いい

たします。

平成29年度の当初予算といたしまして 総額88、

億1,096万9,000円をお願いしております。

その内訳につきましては、１段下にあります

一般会計が74億2,869万6,000円、ページの中ほ

どにございます特別会計が13億8,227万3,000円

であります。

以下、その主なものにつきまして御説明をい

たします。

439ページをお開きください。

ページの中ほどの（事項）維持管理費につき

まして、12億7,163万6,000円を計上しておりま

す。これは、県立学校施設の改修や修繕、また

防災対策等に要する経費でございます。

維持管理費のうち、一番下になりますが、説

明欄６の県立学校老朽化対策事業に８億1,698

万6,000円を計上しております。これは、県立学

校施設の約６割が築30年以上経過している状況

で、老朽化対策が喫緊の課題となっております

ので、外壁や屋根防水等の改修工事を計画的に

進めているところでございます。

次に、440ページをお開きください。

下から４段目にあります（事項）教職員住宅

費につきまして、１億8,150万6,000円を計上し

ております。これは、教職員住宅の維持修繕に

要する経費及び建設費用の償還等に要する経費

であります。

次に、下から２段目 （事項）高等学校就学支、

援事業費につきまして、28億5,721万4,000円を

計上しております。これは、高校生等の教育費

負担軽減のため、授業料相当額の就学支援金等

を支給する経費であります。

説明欄の１、就学支援金につきましては、23

。 、億8,133万1,000円を計上しております これは

保護者等の市町村民税所得割額が30万4,200円、

年収にいたしますと約910万円程度になります

が、それ未満の生徒に対し授業料相当額を支給

するものであります。

次のページの一番上になりますが、説明欄の

３ 奨学のための給付金につきまして ４億4,815、 、

万3,000円を計上しております。これは、授業料

以外の教育費の負担を軽減するために、低所得

世帯の生徒に対し給付金を支給するものであり

ます。

次に、その４段下の（事項）教職員福利厚生

費につきまして、6,795万8,000円を計上してお

ります。これは、今年度から始まりましたスト

レスチェックや教職員の健康診断、各種研修、

相談事業などを実施するものであります。

（ ） 、次の 事項 学力向上推進費につきましては

２億5,297万9,000円を計上しております。これ

は、県立学校の生徒用コンピューター4,994台を

含む、合計5,354台のパソコンのリース費用等で

ございます。

次に、442ページをお開きください。

、（ ） （ ）上から５段目 事項 一般運営費 高等学校

につきまして、14億6,082万7,000円を計上して

おります。これは、高等学校など39校における

光熱水費、警備等各種業務委託及び教材教具の

整備などの運営等の経費でございます。

次の（事項）海洋高校実習船費につきまして

は、２億1,988万5,000円を計上しております。

これは、宮崎海洋高校の実習船進洋丸の実習航

海や船体の検査等に要する経費であります。
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次に、443ページをお願いいたします。

上から６段目 （事項）一般運営費（特別支援、

学校）につきまして、３億3,436万4,000円を計

上しております。これは、特別支援学校13校に

おける光熱水費、警備等各種業務委託及び教材

教具の整備などの運営等に要する経費でござい

ます。

次の（事項）就学奨励費（特別支援学校）に

つきまして、１億7,730万4,000円を計上してお

ります。これは、特別支援学校に在籍する児童

生徒の学用品や給食費などの経費を、保護者の

経済状況に応じて支援するものであります。

444ページをお開きください。

上から３段目 （事項）学校給食運営管理費に、

つきまして、１億5,950万7,000円を計上してお

ります。これは、特別支援学校など14校分の給

食調理業務委託に要する経費や給食調理施設の

整備に要する経費であります。

次に、下から２段目 （事項）文教施設災害復、

旧費につきまして、9,270万円を計上しておりま

す。これは、県立学校施設等の災害復旧に備え

るための経費であります。

一般会計の主な事項につきましては、以上で

あります。

、 。続きまして 特別会計についてでございます

446ページをお開きください。

県立学校実習事業特別会計であります。

（事項）高等学校実習費につきまして、２

。 、億5,924万4,000円を計上しております これは

農業系の学科を有する高校７校における農業実

習に要する経費でありまして、生産実習に必要

。な備品や材料の購入等に要する経費であります

次に、447ページをお願いいたします。

育英資金特別会計であります。

（事項）育英事業費につきまして、11億2,302

万9,000円を計上しております。これは、高校生

及び大学生等への奨学金の貸し付けや返還金の

収納等の業務を行うものであります。

特別会計予算につきましては、以上でござい

ます。

続きまして、平成29年度２月定例県議会提出

（ ） 。議案 平成29年度当初分 をお願いいたします

207ページをお願いいたします。

議案第39号「宮崎県育英資金貸与条例の一部

」 。 、を改正する条例 についてであります これは

育英資金の滞納に係る延滞利息の利率の改正等

をお願いするものであります。

初めに、改正の理由についてでありますが、

育英資金の延滞利息は、育英資金を期限までに

返還するように促すとともに、期限までに返還

している者との公平性を確保するために賦課し

ているものでございます。

しかしながら、育英資金返還者が滞納した元

金を返還後、さらに延滞利息を返還することに

ついて負担があるため、日本学生支援機構等の

利率の状況を踏まえ、延滞利息を引き下げ、返

還者の負担を減少させるために改正を行うもの

であります。

次に、改正の概要についてでありますが、延

滞利息の利率を年7.6％から年５％に引き下げる

ほか、あわせて文章の表現を改めるため、字句

の修正を行うものであります。

最後に、施行期日についてでありますが、平

成29年４月１日から施行することとしておりま

す。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について御説明申し上げます。

13ページをお願いいたします。

上のほうの四角囲みの⑭番「育英資金特別会

計について、償還促進に向けてより一層の努力
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を続けるとともに、延滞金の利率についても見

直しを検討すること 」との指摘要望事項に係る。

対応状況につきまして御説明申し上げます。

育英資金貸与事業につきましては、旧日本育

英会が実施しておりました高等学校等奨学金事

業が、平成17年度入学者分から県に移管され、

その返還が始まりました平成20年度以降、返還

者が毎年増加しており、それに伴い、滞納者も

増加している状況でございます。

このため、滞納の未然防止策としまして、貸

与申請の段階から、貸与者本人や保護者等への

返還の必要性についての周知を図りますととも

に、口座振替制度やコンビニエンスストアでの

収納などを導入し、返還者の利便性向上を図っ

ております。

また、滞納者に対しましては、債権管理員に

よる訪問等による催告に加え、長期滞納者に対

する法的措置の実施などにより、滞納金の縮減

に取り組んでいるところでございます。

今後とも、今まで以上に返還促進に努めてま

いりたいと考えております。

次に、延滞金の利率についてでありますが、

先ほど御説明いたしましたとおり、日本学生支

援機構等の利率の状況等を検討しました結果、

延滞利息の利率を引き下げる見直しを行うこと

といたしまして、本議会において条例の改正を

お願いしております。

説明は以上であります。

学校政策課関係の当初予○飯干学校政策課長

算につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料にお戻りください。学校政

策課のインデックスのところ、449ページをお開

きください。

学校政策課の当初予算額は ５億9,068万7,000、

円を計上しております。

それでは、主な内容について御説明します。

451ページをお開きください。

中ほどの 事項 県立高等学校再編整備費4,165（ ）

万3,000円であります。

説明欄の１の西都地区県立高等学校設置事業

でありますが、平成30年度の妻高校と西都商業

高校の再編に伴い、妻高校内に設置する新高校

の開設準備及び商業棟などを設置するための設

計等を行うものであります。

その下の 事項 学力向上推進費8,594万9,000（ ）

円であります。

このうち、４の改善事業「宮崎県キャリア教

育推進事業」565万3,000円でありますが、本年

度設置した県キャリア教育支援センターの取り

組みをさらに充実させ、市町村教育委員会との

連携により、働く大人たちが子どもたちに語り

かける よのなか教室 を普及させるなど キャ「 」 、

リア教育を推進するものであります。

５の改善事業「みやざきサイエンティスト育

成事業」1,099万4,000円でありますが、理数好

、 、きの子どもの裾野を拡大する事業として 今回

大学との連携を強化するものであります。

452ページをお開きください。

中ほどより下の（事項）生徒健全育成費にあ

ります５の改善事業「学校の教育相談体制充実

」 、のための外部専門家活用事業 につきましては

後ほど常任委員会資料で御説明いたします。

その下の（事項）研究奨励費420万8,000円で

あります。

453ページをごらんください。

改善事業「地域に貢献できる環境教育推進事

業」でありますが、地域の資源や人材を活用し

た環境学習を行い、その学習を活かした地域貢

献活動に取り組むものであります。

同じページ、中ほどより上の（事項）就職支
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援活動促進費にあります１の新規事業「高校生

の県内企業理解・職場定着推進事業」につきま

しては、常任委員会資料で御説明いたします。

次に、454ページをお開きください。

一番上の（事項）産業教育振興費にあります

３の改善事業「みやざき産業人財育成事業 、」

その下の（事項）定時制・通信制教育振興費に

あります１の改善事業「定時制・通信制ひろが

る夢支援事業 、さらに、一番下の（事項）芸術」

文化活動費にあります１の新規事業「県立学校

を拠点とした芸術文化体験プログラム事業」に

つきましても、常任委員会資料で御説明いたし

ます。

歳出予算説明資料につきましては、以上でご

ざいます。

次に、常任委員会資料により、新規・改善事

業の主な事業を御説明いたします。

。常任委員会資料の５ページをお開きください

改善事業「学校の教育相談体制充実のための

外部専門家活用事業」でございます。

事業の目的・背景でありますが、教育相談体

制を支援するため、臨床心理士等の心の専門家

であるスクールカウンセラーを公立学校に配置

・派遣する体制を充実させることで、いじめや

不登校等の問題の解決を図るとともに、学校だ

けでは解決困難な事案への迅速な対応を行うも

のであります。

事業の概要をごらんください。

予算額は5,024万円であり、財源として事業費

の３分の１が国庫支出金となっております。

事業期間は、平成29年度から平成31年度の３

カ年であります。

事業内容ですが、①の「スクールカウンセラ

ーの体制拡大」でありますが、これまでスクー

ルカウンセラーは県立学校には配置されており

ませんでしたが、今回初めて県立学校に４名配

置します。

、 、配置方法は 県立学校を４つのエリアに分け

それぞれに設けた拠点校に１名配置し、担当エ

リアを巡回しながら問題に対応します。

また、イにありますとおり、中学校の配置校

を79校から83校の４校にふやします。

次に、②の「スクールカウンセラーの資質向

上」でありますが、情報交換や講義などの連絡

協議会を実施します。

③の「いじめ問題の解決に向けた支援チーム

の設置・派遣」でありますが、これは、学校だ

けでは解決困難ないじめ問題が発生した際、緊

急支援チームを学校に派遣し、調査・検証、支

援を行うものであります。

事業効果でありますが、スクールカウンセラ

ーの県立学校への配置や中学校の配置校の増に

よりまして、生徒指導上のさまざまな問題に的

確に対応でき、早期解決に導くことが期待でき

るとともに、国が推進するチーム学校の一つと

して役割分担することで、教職員の負担軽減に

つながるものであります。

次に、６ページをお開きください。

新規事業「高校生の県内企業理解・職場定着

推進事業」でございます。

事業の目的・背景でありますが、本県高校生

の県内就職率は、２年連続全国最下位であり、

若い世代をいかに地元に残すかが急務の課題で

あります。

そこで、商工観光労働部と一体となって、県

内就職率の向上と職場定着を図るため、高校と

産業関係団体等とのネットワークを強化し、県

内企業の魅力を理解してもらう取り組み等を実

施するものであります。

事業の概要をごらんください。
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予算額は 2,529万4,000円で、財源にあります※

とおり、地方創生推進交付金を活用するもので

あります。

、 。事業期間は 平成29年度の単年度であります

事業内容ですが、①の「企業と高校のネット

ワーク強化」では、就職支援エリアコーディネ

ーターを配置し、エリアネットワーク会議を開

催するなど、高校と産業関係団体等とのつなが

りを一層強化してまいります。

次の②の「生徒と企業の出会いの場の提供」

でありますが、新たな取り組みとして、工業科

の高校１、２年生を対象とした企業見学会を実

施します。これは、工業科の県内就職率が低い

ことから、県内企業の魅力を早い段階で伝える

ためであります。

次に、③の「キャリア教育の支援」でありま

すが、生徒の進路や専門性を生かすことができ

るインターンシップ等の取り組みを実施してま

いります。

④の「保護者に対する情報提供」であります

が、新たな取り組みとして、保護者を対象とし

た企業見学会を実施するとともに、参加者以外

の保護者にも体感した企業の魅力を伝えてまい

ります。

事業効果でありますが、ネットワークを強化

することにより 将来 就職支援エリアコーディ、 、

ネーターによるサポートがなくなっても、各地

域で継続した企業理解に向けた取り組みが期待

できること、また、効果の高い生徒向け企業見

学会や生徒の進路希望に沿ったインターンシッ

プを実施し、生徒に卒業後の就業先として県内

企業を意識させることで、県内就職率の向上が

期待できること、さらに、県内企業の魅力を保

護者に伝えることで、就職先を決定する際、保

。護者による後押しが期待できるものであります

次に、７ページをごらんください。

改善事業「みやざき産業人財育成事業」でご

ざいます。

事業の目的・背景でありますが、本県の産業

を発展させるためには、みやざきの産業を担う

人財を育成し、地元で活躍してもらうことが重

要となります。

、 、本事業では 県立高校の職業学科等の生徒が

将来、宮崎で自分の力を発揮したいという志を

高めるため、他学科や他校、地域産業界と連携

・協働して地域資源を活用した新たな商品開発

などに取り組み、また、生徒の技術・技能、知

識といった専門力を強化することで、産業人財

を育成するものであります。

事業の概要でありますが 予算額は410万8,000、

円であり、財源は全額一般財源であります。

事業期間は、平成29年度から平成31年度の３

カ年であります。

事業内容ですが、①の「専門分野の横断的研

究により地域課題の解決等に挑戦する取組」で

は、農業、工業、商業など他の分野の視点も取

り入れて研究できるよう、新たに地域別の合同

研修会等を実施します。

その後、成果をまとめた報告会を実施すると

ともに、イにありますとおり、その研究成果を

踏まえ、新たな価値を見出したものづくりへと

発展させるものであります。

次に、②の「地域資源の活用を目指す取組」

でありますが、これまでも取り組んでおります

地元の産業界と連携した商品開発や地域人材の

活用を引き続き行ってまいります。

次に、③の「高い専門力を備えた産業人財の

育成」でありますが、学校が設備などを持って

いないため、学校で指導することができないよ

※51ページに訂正発言あり
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うな最新設備等を生徒に見せたり体験させるこ

とは、将来、職場で従事することになった場合

に、知識として十分役立つものと考えておりま

す。

また、イにありますとおり、高齢者福祉施設

における長期実習など、福祉科生徒の介護技術

向上に向けた研究を行います。

「 」④の 先端技術等を身に付けた指導者の育成

でありますが、教職員を畜産技術や測量技術の

講習会などに参加させ、技術向上に努めてまい

ります。

事業効果でありますが、これらの取り組みに

より、生徒が改めて宮崎の魅力や価値に気づく

ことで、県内企業への就職に向けた気運の醸成

を図ることができ、また、生徒が通常の授業の

みでは学ぶことが困難な技術や知識を習得する

ことができるものであります。

次に、８ページをお開きください。

改善事業「定時制・通信制ひろがる夢支援事

業」でございます。

事業の目的・背景でありますが、現在、不登

校や登校しても教室に入れない経験をした生徒

が増加傾向にあり、学習機会を提供する定時制

・通信制高校の重要性がますます高まっており

ます。

本事業は、このようなさまざまな学習歴を持

つ生徒に対し、自己肯定感を持たせ、基礎的な

学力とコミュニケーション能力を育成し、社会

的な自立を支援するものであります。

事業の概要でありますが 予算額は697万3,000、

円であります。

財源は、全額一般財源であります。

事業期間は、平成29年度から平成31年度の３

カ年であります。

事業内容ですが、①の「生徒生活体験発表大

会及び文化・スポーツ交流支援」では、定時制

・通信制で学ぶ生徒が一堂に会する生活体験発

表大会等を実施し、生徒のコミュニケーション

能力を高めるとともに、同じ環境で学ぶ生徒間

の連帯感を深めます。

次に、②の「生徒支援相談員の配置」であり

ますが、生徒の心のケアや悩みの相談に当たる

生徒支援相談員を、定時制５校、通信制２校に

１名ずつ、合計７名配置いたします。

、 「 」次に ③の 通信制学習支援センターの運営

でありますが、通信制高校の設置されていない

県西地区において、通信教材で自学自習の滞り

がちな生徒に対し、学習指導員が学習支援を行

う取り組みであります。

今回、新たな取り組みとしまして、④の「職

業観を広げる取り組み」でありますが、生徒の

進路実現に向けて、定時制・通信制を卒業した

経営者等による講演会等を実施します。

事業効果でありますが、定時制・通信制に通

う生徒間の連帯感の深まりやコミュニケーショ

ン能力の育成、生徒の心のケアや学習支援等へ

のきめ細やかな支援を通じて、生徒や学びのニ

ーズの多様化に応えることができ、また、卒業

生の講演等を通じて、生徒の職業観の醸成や進

路実現への意欲向上につなげることができるも

のであります。

次に、９ページをごらんください。

新規事業「県立学校を拠点とした芸術文化体

験プログラム事業」でございます。

事業の目的・背景でありますが、教育委員会

、 「 」 、では 昭和42年から 青少年芸術劇場 という

児童生徒に優れた文化芸術を体験させる芸術鑑

賞事業を実施してまいりました。

近年は、東京オリンピック・パラリンピック

を視野に入れた文化庁の芸術鑑賞事業が拡大傾
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向にあり、また、県立芸術劇場の取り組みなど

も含めて、小中学生を対象とした鑑賞授業が大

変充実してきております。その反面、高校生等

を対象とした取り組みが少ないことから、小中

学校において行われてきた文化芸術の体験をつ

なぐものとして、そこに上げております県立学

校を拠点として実施するハイレベルな芸術文化

体験プログラムを計画いたしました。

事業の概要でありますが、予算額は418万円で

あり、財源は全額一般財源であります。

事業期間は、平成29年度から平成31年度の３

カ年であります。

事業内容ですが、この事業には 「プロフェッ、

ショナル・コンサート」と「日本のこころに親

しむ」の２つを計画しております。それぞれ１

つの出演団体を選定して、１週間の公演期間で

４公演ずつを実施していくものであります。

①の「プロフェッショナル・コンサート」で

ありますが、日本音楽を含む各種音楽や舞台芸

術で、我が国を代表する出演者による少人数編

成の音楽公演及び舞台公演を実施します。

「 」 、②の 日本のこころに親しむ でありますが

狂言などの古典芸能で、人間国宝などの出演者

による舞台公演を実施します。

事業効果でありますが、生徒が本物の芸術文

化に触れることで、社会を生き抜く基盤となる

豊かな心を育むことができ、また（３）にあり

ますとおり、実施対象の県立学校が、近隣の中

学校への合同鑑賞の呼びかけや、地域の方々を

招いてアウトリーチ活動へと展開する取り組み

などを通じて、県立学校と地域社会との一体感

が醸成され、相互理解や協働に向けたさまざま

な取り組みにつなげることができるものであり

ます。

学校政策課からは、以上であります。

ありがとうございました。議案○渡辺委員長

に関する執行部の説明が終了いたしました。

先ほどの資料の６ページ○飯干学校政策課長

なんですけれども、読み間違いがあったので、

訂正させていただきたいと思います。高校生の

県内企業理解・職場定着推進事業、先ほどの説

明で予算額を読み間違えました。申しわけあり

ません。記載のとおり、2,592万4,000円でござ

います。訂正させていただきます。

ありがとうございました。○渡辺委員長

それでは、３課の分について質疑はございま

せんでしょうか。

私は、やはり学力向上にこだわっ○中野委員

ているんですよ。社会に出て、基礎知識はやは

り義務教育。そういう中で、教育長もかなり本

会議で頑張る姿勢を見せてくれた。今度の新規

事業で、学力向上については、私はずっと見て

いて、何も変わっていないと思うんだけれど、

説明の中で何が変わっておるんですかね。

昨年度、新規事業として、○金子学校支援監

子どもの学びを高める“ひむか”の授業づくり

推進事業をスタートさせていただきました。来

年度は、それを継続して実施するということで

考えております。

それはどこ辺ですかね。○中野委員

ページで451ページです。○金子学校支援監

何か金の問題でもないなと思った○中野委員

から。要は、校長先生や職員のやる気の問題で

ね。そのやる気をどうやって引っ張り出すかと

いう話だと私は思っているんですよ。これは、

宿題回数なんかも町村によって違うのかな。宿

題は、今はプリントをされているんですよ。あ

れもかなり金額がかかれば、回数も違うだろう

なと思ったりね “ひむか”の授業づくりなんて。

漠としとるじゃないですか、もうちょっと具体
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的に。パソコンのところには学力向上という言

葉が出とったけれど、もうちょっとやはり学力

向上というのは、そういう文字をつくって入れ

ないと、ひむかの授業づくりとは何かなとか、

そんな感じですよ。これしか載っていないとい

うことでいいですけれど、これでとにかく成果

を上げてくださいよ。

学力向上対策につきましては、○四本教育長

やはり一番頑張らなければいけないということ

で考えておりまして、この委員会でも御示唆を

いただきましたので、私は、各市町村、主だっ

たところといいますか、大きな市の市長さんで

すとか、それからそこの教育長さんですとか、

いろいろお話をさせていただきました。もちろ

んこれは、委員もおっしゃったように、必ずし

も予算をかければいいということでもない部分

でございますけれども。例えば、市町村のほう

で予算措置をしていただいて、いろんな人を人

的なことについて予算を入れていただく、いろ

んな対策を打っていただく。また何よりも各市

町村が、やはり自分のところの子どもたちの学

校の先生が学力を上げなければいけないと思っ

てもらわないといけないものですから、これに

ついて、今いろいろとお話をしております。こ

れは今年度についてもやってまいりましたが、

来年度もまた、さらにそういうことを深めてい

きたいと思っております。

やはり、競争させることですよ。○中野委員

だから、今、各市町村ごとまで出て、学校まで

わかるわけで。だから、上位５校とか10校ぐら

い、よく頑張りましたねとか。ここで、全部は

出さないでいいですよ。それぐらいはやはり出

さないと、そういう町村ごとに順番がつきます

とか、今度はみんなに配ることで、少しはＰＴ

Ａも変わってくるかなと思って、ぜひそこ辺を

よろしく。教育長の頭の部分は考え方が一緒か

なと思うんで、問題は結果がどう出るかという

話でね。

、 。 、 、それと もう一つ あわせて成果 政策評価

ここら辺も、もう文章は要らないので、やはり

具体的な目標とかを入れて。そういう数字だけ

でもいいから、目標を掲げて出してください。

439ページ、県立学校の老朽化対策○緒嶋委員

。 、８億1,698万6,000円 これは具体的にどの程度

事業としてどれぐらいできるわけかな。まあ30

年以上経過しとるところが多いと言われたけれ

、 。ど これでどの程度老朽化対策が進捗するのか

来年度予定しております○大西財務福利課長

のは、38校51棟を工事する計画でございます。

それから、27校32棟の設計を行う予定になって

おります。これがいつまでに終わるかという、

いわゆる目標なんですけれども、一応今10カ年

計画を立ててやっている途中なんですけれど、

現状ではまだ古くなくても、５年先、10年先に

は結局古くなって老朽化が進むという施設があ

るもんですから、いつまでにということがなか

なか言えなくて、正直エンドレスじゃないかと

いうふうには思っているところです。

また、宮崎県の海岸線は、南海ト○緒嶋委員

ラフ絡みがあるわけですね。夜なら生徒はいな

いわけだけれど、万が一、昼に南海トラフが起

きた場合には、学校施設としては、そういう対

策というのは考えられるのかどうか。

委員も御承知だと存じま○大西財務福利課長

すが、耐震につきましては、事業は終了してお

ります。要は、耐震の場合、今の耐震基準とい

うのは、いわゆる中程度の地震には耐えますよ

と。それから大規模地震、いわゆる震度６強と

かそういう大きな地震が、おそらく施設が建っ

ている間に１回は来るでしょうということで、
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そのときにその構造体は維持できる、いわゆる

倒れないということですね。今その程度の耐震

基準は、一応クリアしているところでございま

す。だから、南海トラフに関して、現状では、

いわゆる崩れ落ちるとか、そういうことはない

だろうというふうに耐震補強をしておる状況で

ございます。

そうだろうと思って。問題は、地○緒嶋委員

震が来たら、逃げるのが先ですよね。防災タワ

ーをつくるって言っても、学校では容易ではな

いわけで。これは学校政策課かな。そういうこ

、 、とも含めた 小中学校もあるわけですけれども

一応県立の場合の、生徒に対するそういう防災

教育というか、そういうことはかなり徹底して

おるわけですかね。これはどこがやると。

施設面でいきますと、い○大西財務福利課長

わゆる津波地区というか、そういう津波が想定

されるところにも県立学校があるわけですけれ

ども、日向工業を除いて、校内での施設ができ

ております。例えば、校舎の３階に避難すると

か、そういうふうな措置はされているところで

す。日向工業だけが隣地の高台に避難するよう

なことで、一応津波想定区域内における県立学

校につきましては、避難場所なりを確保してい

るところです。例えば、日南くろしお支援学校

、 。があるんですけれど これは海のすぐそばです

今年度、屋上に上れる階段を設置しまして、そ

れまでは隣の高台だったんですけれど、どうし

ても特別支援学校なもんですから、子どもさん

が時間がかかるということで、屋上に上がれる

階段を、1,500万円ぐらいだったと思うんですけ

れど、そのくらい措置をして改築をしたところ

です。そこ辺のことで、施設に関しては、当面

措置はしているところでございます。

事業の中で、子どもの未○飯干学校政策課長

来を守る学校安全教育推進事業というのをやっ

ているんですが。とにかく生徒のほうには率先

して逃げなさいという中で、高校生の防災リー

、 、 、ダーの養成ということで 各学校から毎年 三

四名の生徒を選んで、防災リーダーとなる研修

を行っておりまして、これがもう５年目になり

ます。

それと、今度は、教員にも防災教育指導者養

成ということで、学校における防災教育の中心

的役割を担う人材として、防災士の資格を各学

校に最低１人はいるように取らせているんです

が 今はもう、たしか３年目になったんです─

かね。転勤とかでいなくなる。そこには必ずま

た最低１人はいるように、受講料、登録料等の

予算をつけて資格を取らせるようにしておりま

す。

あと、また学校を中心とした安全教育の実践

ということで、防災の教育アドバイザーを派遣

、 、 。して 実践的な訓練 実施等を行っております

あと、推進校を選びまして、先ほど言いまし

た実践的な安全教育の研究、それをまた普及す

る取り組みとかを行っております。

どこの県だったかな。防災主任と○緒嶋委員

いうのまで置いてある県があるということも聞

いたんですね。宮崎県は、南海トラフで、最悪

の場合は３万5,000人以上亡くなるんじゃないか

という。これは余りいい数字じゃないわけです

が、そういうことが言われておるわけで、高校

は割りと子どもが逃げるだけの体力があると思

うんですけれど、やはり義務化された小中学校

では、これは各市町村を含めて、やはり防災教

育、命を守ることができないで教育はあり得な

いわけですので。そういうことは今後とも教育

委員会が、やはり指導的な行動をとる必要があ

るんじゃないかなというふうに思いますので、
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さらに努力していただきたいということを要望

しておきます。

それと、就学支援金が、所得が910万円以下の

人たち、910万円というのは、かなり金額が高い

んですが、これは今100時間未満とかいう言葉も

ありますけれど、910万円というのは私の聞き違

いかなと思って、これは何だったんですかね。

これは、高校の授業料の○大西財務福利課長

支援でございます。もともとが高校の授業料は

一度無償化になったんですけれど、それがまた

今、支援という形に変わって。そのときの基準

が、市町村民税の所得割額が30万4,200円、大体

年収に直すと910万円程度になります。だから、

今年度でいえば、大体高校生の本県の90％の子

どもさん方は、この支援を受けているような状

況でございます。

家庭の負担から見れば、90％の人○緒嶋委員

は、その支援金が出るから、学費は負担しなく

ていいということですかね。

県の授業料については、○大西財務福利課長

御負担はされなくていいということでございま

す。

わかりました。我々のときとは大○緒嶋委員

分違う。

それと、ちょっと幾つか。446ページの高等学

。 、校実習費の財産収入 きのうも警察のほうでも

財産収入というのがあったんですが。１億9,164

万3,000円、この財産収入というのは何ですか。

この県立学校実習事業特○大西財務福利課長

別会計といいますのは、もともとが農業高校で

できた生産物を売り払ったその収益で歳出を組

むというような特別会計でございます。ここの

財産収入につきましては、この１億9,100万円余

、 、のうち １億8,400万程度が生産物売り払い代金

。いわゆる農生産物の売り払い代金でございます

残りの400万程度が不用品を売り払うということ

で、予算を組ませていただいております。

学校で生産したもので、また実習○緒嶋委員

とかには、ある程度それで充てなさいというこ

とですね。わかりやすく言えばそういうことで

すね。

それと、育英資金ですけれども、この指摘事

項を努力されておるということでありますけれ

ども。実際この前の補正でも、60％ぐらいしか

償還していただけないということでありますけ

れども。これを指摘したことで、50％が60％に

なったということは、返還が10％向上したとい

うことで、成果が上がったというようなことに

なるわけですが、現実はどういうことですか。

昨年度の返還率が67％強○大西財務福利課長

でございました。現在、今の段階で、昨年度よ

。りも３ポイントぐらい正直ポイントが悪いです

今、今年度返還ですが53.55％で、昨年度がこの

時期で56.59％ですから、正直昨年度よりも３ポ

イントぐらいはポイントが悪くて 頑張らなきゃ、

いけないという、努力したいところでございま

す。

これは、また努力していただいて○緒嶋委員

成果が悪いということは、我々はどう理解すれ

ばいいんですかね。

昨年度から法的措置を実○大西財務福利課長

施しております。この法的措置で、大体813人ほ

どに、いわゆる予告と申しまして、支払督促申

立の予告をいたしました。これでもし払わなけ

れば裁判をしますよと。その方たちの滞納金が

１億9,700万円ほどあったんですけれども、これ

というのは、非常になかなか返還が難しいコア

な部分だったんですが、この督促、法的措置を

することによって、現在9,500万円ほど返ってき

ています。半分弱ですね。もちろんまだあと１
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億円程度入ってきていないから頑張らなきゃい

けないんですけれども、こういう法的措置を地

道にすることで 意識が変わってくるのかと思っ、

ているところです。

それから、本年度、今ちょうどやっている最

中なんですけれども、ことしから弁護士法人に

債権回収の委託を始めています。要は、成功報

酬型で、19％程度なんですけれども、回収がで

きたら、その法人の収入になるということで、

そういう新たな取り組みを始めている最中で、

こういう取り組みを複合的にやることで、今後

また一層の返還金の解消に努めたいと思ってい

ます。

これは、いずれにしても、育英資○緒嶋委員

金は給付型が一番いいわけですよね。回収する

方法が要らないわけですので。しかし、育英資

金に返還してもらうという制度がある以上は、

それにのっとって。返還をしないでそのまま放

置した場合、不納欠損というような形にはなら

ないわけですか。

現状では、不納欠損にま○大西財務福利課長

でいかなくて、しっかり回収しようということ

で頑張っております。

いずれにしても、このことは今後○緒嶋委員

の課題でありますので。やはり指摘された以上

は、指摘されたものが忠実に実行されて、成果

が上がらなければ、指摘に応えていないという

ふうにもとられるわけですので。今いろいろな

方法を考えておられるということでありますの

で、今後においては、そういう外部の人たちの

知恵も借りながら、できるだけやはり公平公正

というか、滞納があるということ自体がおかし

なことでありますので、さらに努力していただ

きたいということを要望しておきます。

それと 先ほどの学力向上だけれど これは451、 、

ページ。前年度の予算から見れば、約1,500万円

ぐらい少なくなっておるわけですね。8,500万円

でしょう。そうすると、去年は１億1,000万円ぐ

らいですね。学力向上というのは一番重要で、

だから、その辺を見た場合には、これは内容が

どうかと、去年とどこが違うのか私はわかりま

せん しかし 単純に見る限りでは 予算が減っ。 、 、

ておるということでありますので、去年に比べ

て予算的には何が減ったのか。

学力向上に関する事業は○飯干学校政策課長

たくさんございますが、一番には、高校生グロ

ーバルリーダー育成事業というものがございま

すが、これがマイナスの1,200万円余ということ

になっております。これは、スーパーグローバ

ルハイスクール、ＳＧＨという事業が２校ある

んですけれども、昨年度、1,600万円と言ってい

たものが1,000万円程度と予告されましたので。

今回、3,200万円から2,000万円ということで、

一番大きいところだと思います。

それ以外を見れば、前年対比では○緒嶋委員

余り変わらないということですかね。

細かく言いますと、確か○飯干学校政策課長

な学力に関してマイナス40万円余、教育の情報

化に関しまして、タブレットの制作費・維持費

がふえましたので、プラス280万円余、キャリア

教育推進でマイナス200万円余、サイエンティス

ト事業でプラス57万円余、先ほど言いましたグ

ローバルリーダーでマイナス1,200万円余、小中

高等学校の英語力支援事業でマイナス150万円

余、教職員等派遣・研修事業費等でマイナス113

万円余、初任者研修事業費でプラス66万円余等

であります。

いずれにしても、予算が余計につ○緒嶋委員

けば学力が上がるということは、そうも言えな

いわけでありますので。これは小中学校、市町
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村の取り組みとの連動もあるわけですので、予

算は多いほどいいことはいいわけですよね。今

、 、後とも学力がつくためには 予算をかけなくて

いかに学力を上げるかというのが一番効率がい

いわけですので。そういうつもりでぜひ努力し

ていただきたいというふうに思います。

予算的なことからお尋ねしていき○有岡委員

たいと思います。まず、439ページにございます

県立学校のＰＣＢ廃棄物処理等の事業というの

が300万円という形で組んでありますが、これは

どういった取り組みになるのかお尋ねいたしま

す。

ＰＣＢは、御存じのよう○大西財務福利課長

に、汚染ということで廃棄をしっかりしなきゃ

いけないんですけれども、現状では、今は県立

。 、 、学校にはありません ただ いろんな工事とか

そういう施設の改修をする中で出る可能性があ

るもんですから、一応出たときのための処理費

用として計上させていただいているところでご

ざいます。

了解しました。○有岡委員

続きまして、441ページ、財務福利課です。ス

トレスチェックをされたということを伺ってお

りますが、このストレスチェックをやったこと

によって、どのような健康管理に結びつくよう

な事業を29年度は取り組まれるのか、お尋ねい

たします。

ストレスチェックは、今○大西財務福利課長

年度から実施を義務づけられたものでございま

す。50人以上の職場で行っております。県立学

校につきましては、全ての学校で、今年度２回

実施したところでございます。

そのストレスチェックをまず職員が受けて、

自分がどういう状況かというのがわかるという

のが一つと。それから、もう一つ。これは共済

組合のシステムを使ったんですけれども、それ

を本部、共済組合の九州中央病院の専門の先生

のほうで見ていただいて、いわゆる職場環境の

改善につなげるということで。この職場はこう

いう状況ですねとかいう、職場ごとの傾向をい

。 、 、ただいております 今後これをもって 一つは

。 、職場の環境改善に取り組むということ それと

もう一つは、受けた方のいわゆる直接的なフォ

ローをするという、この２つをやらなきゃいけ

ないと思っています。職場の環境改善の報告に

ついては、まだこちらに届いたばかりなもんで

、 、すから 今後これを学校にフィードバックして

改善に努めたいというふうに来年度は考えてい

るところでございます。

ぜひよろしくお願いしたいと思い○有岡委員

ます。

続きまして、その下にあります学力向上推進

費の中のパソコン等5,354台のリース費用が計上

されているということですが この中でタブレッ、

トというのは、今どれぐらい導入されているの

かお尋ねいたします。

タブレットが779台でござ○大西財務福利課長

います。

これは、具体的にどういった学校○有岡委員

が利用できるような状況なんでしょうか。それ

とも、平準化した配布ということで理解してよ

ろしいんでしょうか。

学校数は延べ19校に779台○大西財務福利課長

を配置して、授業等で活用をさせていただいて

いるところでございます。

続いて、また学校政策課にお尋ね○有岡委員

いたしますが。先ほど海洋高校の進洋丸で２億

円ほどの予算を計上しながら実施されています

が。このたびいただいた海洋教育のあり方につ

いての答申の中で、卒業生の約２割が県内に残
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る、８割が県外というような就職状況だという

ことで。やはりこれは県内にこの技術を残すた

めにも、県内の就職を努力すべきだと思うんで

すね。そういった意味で、宮崎産業人財育成事

業というのが学校政策課で行われますが、そう

いう技術を研修したものを残すというような仕

掛け、そういったものを考えていらっしゃらな

いのか。例えば、マグロの缶詰とか大変人気が

ありまして、こういったものを地元でつくれる

といいなというのは以前から申し上げていたん

ですが、そういった海洋高校の生徒が県内に残

るような仕掛けというのは、29年度で何か考え

ていらっしゃればお尋ねしたいと思います。

人財育成という視点でよ○飯干学校政策課長

ろしいでしょうか。この人財育成の事業の中に

は、専門分野の横断的な研究というものが入っ

ていますが。具体的に言いますと、例えば、農

工商水産家政の生徒たちが一緒になって合同研

修をすると。そうすると、水産高校のデータの

。 、中にどんな魚がたくさんとれると それを見て

家政科の子どもたちが、じゃあ、それに関して

どういう食品開発をすればいいとか、そういっ

た連携もしながらやるわけです。

もう一つは、先ほど言われました高い専門力

を備えた産業人財の育成ということで、今回答

申もいただきましたけれども。その答申の中で

も、先生たちがいろんな技術を学びながら生徒

に教えていくということで受けたりしておりま

す。海洋高校におきましては、実習、製品及び

新商品の開発に現在もそれぞれ取り組んでおり

まして、具体的には、先ほど申しました缶詰と

かですね。そういった商品開発に取り組んでお

ります。

ぜひカツオとかシイラとかそう○有岡委員

いったことが出ていますし。９ページにはデュ

アルシステムということで、そういった民間の

力を借りながら取り組むというようなことも、

また今後の課題として取り組んでいただければ

ありがたいと思っております。

最後にもう一点。育英資金の関係でお尋ねい

たします。私は高岡ですが、共立電機さんが、

職員を大切にしたいという思いでしょうが、こ

ういう育英資金の支援をするというようなこと

に取り組んでおりまして。こういったことも一

つの県内企業に呼びかけていく、まあ就職あっ

せんを含めてですが 可能性のある分野だと思っ、

ています。こういう取り組みをしていらっしゃ

る企業というのは、県内にまだ幾つもあるもん

でしょうか。情報としてお持ちでしたら教えて

いただきたいと思います。

申しわけございません。○大西財務福利課長

情報をつかんでおりません。

共立電機さんは、毎月１万円程度○有岡委員

償還をするための支援をしているということの

。 、記事がありましたんで こういったことも一つ

社会全体で、学生を、または若者を育てる仕組

みとして、また支援していただけるといいなと

いうことで紹介させていただきます。ありがと

うございました。

緒嶋委員が質疑された、439ページ○髙橋委員

の県立学校の老朽化対策で、10カ年計画で事業

をやっているということをおっしゃいました

が、10カ年計画の期間と、おそらくおおむねの

予算を立てられたと思うんですよ。その額を教

えてください。

平成25年度に10カ年計画○大西財務福利課長

を立てさせていただきまして、これはまた議会

で御承認とかあるんですけれども、一応そのと

きには、おおむね80億円程度かなということで

立てさせていただいております。
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これには、建てかえは含まれてい○髙橋委員

ませんよね。

改修でございます。○大西財務福利課長

私はつぶさに全ては掌握していな○髙橋委員

いからわからないですが。今後、将来的に建て

かえが必要な学校というのか、校舎というのは

あるんでしょうか。

個別個別の検証が必要か○大西財務福利課長

と思いますけれども、将来的には、当然建てか

えが必要になる校舎も出てくるというふうには

考えております。

宮崎国体が平成38年で、施設整備○髙橋委員

が目前に迫っている関係で、非常に悩ましい問

題を本県は抱えているなと思っているんですよ

ね。ただ、この老朽化対策事業については、も

うこれは必然に迫っている部分でやらないとい

けないわけで、厳しい予算の中で大変でしょう

けれど、しっかりと取り組んでいただきたいと

思います。

鉄筋コンクリートの校舎○大西財務福利課長

につきましては、おおむね法定での耐久年数は

65年となっておるんですが、長寿命化というこ※

とで こまめなメンテナンスをすることにより80、

年、90年というふうに、できれば使える期間を

延ばさせていただいて対応していきたいなと

思っております。

ちなみに、65年が基本的に耐用年○髙橋委員

数だということですけれど、その学校は現存す

るんですね。

今 手元にある資料で 50○大西財務福利課長 、 、

年以上という建物の資料はあるんですけれど

も、50年以上は、今212棟の14％を占めておりま

す。

細かなところをちょっとお聞きで○髙橋委員

きませんけれど。将来的には、年数がたってい

くんですから、いつかその時点が来るわけで。

ただ、おっしゃったように、80年から90年とい

う長寿命化ですか、そういったところが期待で

きるわけですから、当面は安心していいのかな

と思います。わかりました。

次に行きます。

440ページの教職員住宅でちょっとお聞きしま

すけれど。以前、私は入居率を聞いたことがあ

ると思うんですよ。ただ、県南が一番悪くて３

割台だったと思うんですけれど、この入居率と

いうのは、多分下がっているんだろうなと思っ

ていますが、ここ何年かの推移を、ざっくりで

いいですので教えてください。

一般教職員住宅、校長公○大西財務福利課長

舎をあわせまして、今年度が61.87％、昨年度27

年度が67.04％、それから26年度が67.26％、そ

れから25年度が70.72％。

先ほど言いましたように、地域で○髙橋委員

かなり濃淡があって、たしか県南が一番悪かっ

たような数字を記憶しております。３割台くら

いだったかな。それで、中にはもう空っぽの教

職員住宅とかあったりして、そういったところ

をどうするのかという英断も必要じゃないかな

と思ったりするんですよね。厳しい予算の中で

思いきって判断すべきときも来るんでしょうけ

れども、そういった見直しとか検討というか、

そういったところは、まだなされていないもん

ですか。

教職員住宅の整備方針と○大西財務福利課長

いうのを出しておりまして。具体的には、建築

後30年を経過した木造住宅、あと鉄筋コンクリ

ートについては40年のものについては、職員宿

舎としての用途廃止を検討するというふうに一

応しております。ただし、あくまでも地理的条

※64ページに訂正発言あり
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件だとか、そこの利活用の状況とかは当然踏ま

えた上で。もし古くなってほとんど入居者もい

ないという状況になって 近隣の学校にも当─

然意見は聴取いたしますけれども、そういう形

で、もし使わないということであれば、廃止と

。いうことも十分考えておるところでございます

全てをなくすということじゃあり○髙橋委員

ませんで、必要最低限の改修なり、もし古けれ

ば建てかえることも将来的には出てくるでしょ

うから 効率的な活用運用をお願いしたいと思っ、

ています。

次に行きます。

442ページの先ほど有岡委員が指摘しました進

洋丸ですよね。私もきのう資料をいただいて、

たまたま有岡委員が来ていたから確認しました

ら、進洋丸はことしで12年目じゃないですか。

おそらくもう目の前に来ているじゃないかと

思っているんです。いわゆる新船への転換です

よね。今、検討をされているんでしょうか。

進洋丸がことしで、おっ○飯干学校政策課長

しゃったとおり12年目になるんですが、先ほど

の水産関係の答申でも、やはり設備が若干古く

なっているので、新しい設備の整ったものが必

要ではないかとの答申をいただいていまして。

今現在、予算の３分の１が国から出たりするの

で、その順番等も待つような状況で、そういっ

たことで検討をしております。

順番を待って、こないと大変。い○髙橋委員

わゆる安心安全が保たれる船であればいい。先

ほどから出ている長寿命化ができれば、それは

私たちからすれば、15年でも20年でも使ってほ

しいわけで。そういったところの対策はもちろ

んとっていらっしゃると思うんですが、もし新

船になったときに、お幾らになるんでしょう。

多分億単位でかかると思うんですが。

今の船の建造費が11○大西財務福利課長

億3,000万円余りでございました。

11億3,000万円で、農政水産部所管○髙橋委員

の船もありますよね。あのときも、やはりもう

ちょっと長く乗れんのかということで議論に

なったことがあるんですよね。12年目ですけれ

ど、資料を見ますと、18年使用したときもある

と。第３代、昭和51年12月竣工の船は18年乗っ

たみたいなんですよね。だから、こういったと

ころまで将来を見越して乗れるんでしょうか。

そこを確認したいと思います。

進洋丸の定期検査とか予○大西財務福利課長

、算を上げさせていただいているんですけれども

大体年間１億円ぐらい定期検査とか中間検査と

かでお金を使っております。来年度も中間検査

で１億1,000万円ほど。それから、乾ドックと申

しまして、船体を上げて、船艇のフジツボとか

つきますよね。あれを落として、塗装をし直す

んですけれども、それに1,600万円程度を、来年

度も予算を組ませていただいております。

前の船のときが、丁寧に、年に２回ほどそう

いう点検をやっているもんですから、非常に状

態がよくて。廃船したときも4,000万円近くで売

却できたというふうに聞いております。ことし

は下関で整備していただいたんですけれども、

私も実際にそこに行ってまいりました。造船会

、 、社の方が言われるには 非常に手入れがいいと

。状態がいいですよということは言われています

子どもたちが73日間乗る船でございますので、

そういうふうにまめな点検をして、安全性は確

保しなきゃいけませんので。そのあたりはしっ

かり点検して、またそれが結果的には長く使え

るのかなというふうに思っているところでござ

います。

前回、下取りが4,000万円だったら○髙橋委員
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しいということで、だったら、もっと乗れよと

言いたい部分もあるけれど。ただ、おっしゃっ

たように、高校生の実習船であって、しっかり

とした安全が保証されていないといけないわけ

で。ただ、前回は13年目で乗りかえているんで

すね。こんなことを言うと、そのときどきの船

の状態なんでしょうけれど、しっかりとした安

全が高校生にしっかりと提供できるような対策

でお願いしたいと思います。

先ほどの船のことなんで○飯干学校政策課長

すけれども、予算が国の予算内での対応という

ことで、ただ、補助の対象になっているので、

今、財源の協議を行っているところでございま

す。

わかりました。次に行きます。○髙橋委員

育英資金でお尋ねしますけれど、不納欠損は

ないということで答弁がありましたが、一番古

い滞納で何年ごろのやつですか。

最も古い返還者の方が、○大西財務福利課長

平成３年の４月から滞納された方が一番古い状※

況でございます。

不納欠損はないということですか○髙橋委員

らそうなんでしょうが。例えば、本人をひっく

るめて、何というんでしょうか、債務者がもう

能力がないという方はいらっしゃらないんです

ね。

基本的に、本人なり保証○大西財務福利課長

人の方が経済力があるとか、働いていらっしゃ

るということであれば、これは最後まで御返済

を願わなきゃいけないというふうに思っていま

す。ただ、現実には、猶予とか免除の制度もご

ざいます。免除というのは、もう亡くなられな

いと難しいんですけれども、例えば、今、育児

とか失業をして払える経済状況にないという方

とかは、猶予という形で経済状況が好転するま

でとかいうふうに待って。収入が余りない人か

らはとれませんので。そういう払いたくても払

えない方からは無理やりとれませんから、その

あたりの配慮というか、そういう猶予とかの制

度で対応しているところでございます。

不納欠損をする判断ではないとい○髙橋委員

うことなんでしょう。ただ、もう27年前、26年

前のものですよね。いわゆる公平性を保たない

。 、といけないということが大事ですよね だから

ある意味では、いわゆる徴収を追求されている

という姿勢は、物すごく評価します。

ただ、納められない人というのが、ひょっと

したら残っているんじゃないかなという疑問が

湧くんですよ。そうとう古い、その平成３年も

徴収した年月であって 借りたのはずっと前じゃ、

ないんですかね。貸し出しが平成３年でしたか

ね。失礼しました。そういう方々が、年齢的に

はもうかなりいっていらっしゃって、それで納

付ができないということなんですよね。しっか

りとした徴収をされていると思うんで。税金で

いくと、不納欠損をしているケースは、結構承

知している分があるもんですから。それなりの

判断をするべきときがあれば、ぜひされてもい

いんじゃないかなと思って申し上げました。

済みません。先ほどの一○大西財務福利課長

番古い方は、訂正させてください。申しわけご

ざいません。昭和55年に貸与された方が一番古

うございました。返還が59年から始まっていま

す。今からもう32年ぐらい前になります。

それなりの判断をして、今後いろ○髙橋委員

いろと十分な慎重な検討をしていただきたいと

思っています。

委員会資料の中で教えていただきたいんです

が、みやざき産業人財育成事業の事業の目的・

※このページ右段に訂正発言あり
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背景のところで、対象は県立高校生ですね。２

行目に、県産食材などの地域資源を活用した新

たな商品開発等に取り組む。この説明を聞きな

がら、高校生が商品開発に取り組むんだなと、

すごいなと思いながら、ノウハウを学ぶのかな

と思ったりしたんですけれど、高校生が商品開

発をしてくれるんですね。そういう事業になる

のかな。

この事業の中で、先ほど○飯干学校政策課長

申しましたように、例えば、宮崎県でよくとれ

る魚、例えば、シイラとかですね。そういった

ものを、今度は家庭科の生徒が持ち帰って、新

しい調理方法とか、それこそ海洋高校であれば

缶詰にするとかですね。やはりそういった意味

では、ある程度開発というふうなことにも取り

組むということになります。

、○髙橋委員 言葉の捉え方なんでしょうけれど

「新たな」というのがつくと、何か発明したの

かなというふうに受けるもんですから。ニュア

ンスがちょっと違うんですよね。

この事業の中で企業と連○飯干学校政策課長

携してやりますので、企業の方のアドバイスを

もらいながら、やはり開発もしていくというこ

とになります。

だったら、その新たな開発する商○髙橋委員

品というのは、当然付加価値を産んでいくこと

になりますよね。そういう理解をしていいわけ

ですね。

県産食材などの地域資源○飯干学校政策課長

を利用した新たな商品開発ですが。もう一つ、

例えば、その地域にある県産食材を、今度は商

業科の生徒が、いろんな食材をまとめてネット

に出してマーケティングするとか、そういった

ことも含まれていまして。

まず、440ページ。先ほどちょっと○濵砂委員

質問も出たんですが、教職員住宅は何棟残って

いるんですか。

一般の教職員住宅が27カ○大西財務福利課長

所で405室ございます。それから、校長住宅のほ

うが33棟ございます。

それから、もう一つ上にあります○濵砂委員

高等学校生徒寮運営費。この説明１の高等学校

区生徒寮運営費なんですが、この寮は何棟ある

んですか。

６施設ございます。○大西財務福利課長

入居率はどんなもんでしょう。○濵砂委員

83.9％となっておりま○大西財務福利課長 ※

す。

、 。○濵砂委員 箇所は どこ辺が一番多いですか

入居率の高い寮。

高千穂、延岡、延岡第２○大西財務福利課長

が90％を超えております。特に延岡第１、第２

につきましては、98％を超える状況でございま

す。

次に、441ページ。先ほど（事項）○濵砂委員

高等学校就学支援事業の上限の、いわゆる所

得910万円以下の方に、教育負担軽減政策に関す

る経費を支援していると。その次、３番、奨学

のための給付金が４億4,815万3,000円出ている

んですが、低所得者に対するものということで

したけれど、これは、金額はどのくらいからと

いうことなんですか。

これは、補助額は年額に○大西財務福利課長

なります 生活保護世帯で 子どもが高校に通っ。 、

。 、ていて生活保護世帯だと３万2,300円 それから

非課税世帯で通信制に通っていらっしゃる子ど

もさんが３万6,500円。それから、非課税世帯で

全日制とか定時制に通っていらっしゃって、そ

の子どもさんが第１子の場合、最初の子どもさ

※64ページに訂正発言あり
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んの場合には７万5,800円 これは来年度から─

７万5,800円に値上がりするんですけれど。それ

から、同じ非課税世帯で全日制・定時制に通う

第２子のお子さんがいらっしゃる場合が12

万9,700円というふうに支給されるところでござ

います。

つまり、生保の家庭、非課税家庭○濵砂委員

と、もう一つは非課税家庭の１子、２子という

。ことで支給額が変わってくるということですか

。○大西財務福利課長 そのとおりでございます

もう一点。４番の学び直しへの支○濵砂委員

援というのは、どういう内容なんですか。

学び直しは、この１番の○大西財務福利課長

就学支援金とリンクしてくるんですけれども。

例えば 高校に行って授業料を今支援してもらっ、

。 、ていると その子どもさんがもし中退したとき

ほかの学校に入り直したときには、最初の就学

支援金は36月、いわゆる３年間しか支給されな

いので、もし、例えば、２年生の10月ぐらいに

退学されて、どこかの学校のまた２年生から入

り直されたときには、いわゆる６カ月間もらえ

なくなるんですね。そのために、もう一度学び

直す人には、その分も支援しますよということ

で、ここに上げさせていただいているところで

す。

次の443ページ。就学奨励費の特別○濵砂委員

支援学校なんですが 説明１の１億7,730万4,000、

円。これは保護者の経済状況に応じて支給して

いるということなんですが、内容について。

内容は、保護者のいわゆ○大西財務福利課長

る経済状況に応じまして、例えば、教科用図書

購入費とか学校給食とか、交通費とか修学旅行

代とかの支援を行っているところです。

この支給基準につきまして、ちょっと複雑な

んですけれども、支弁区分といいまして、区分

を３つに分けます。例えば、生活保護基準の例

により測定した需要額の1.5倍未満の世帯、

ちょっと難しいんですけれども、そこを第１区

分としています。

ざっくりでいいですから。生活保○濵砂委員

護、非課税世帯とか、そういった関係で結構で

すから。

生活保護基準をベースと○大西財務福利課長

して、それの1.5倍とか、2.5倍以上とかで分け

ています。その基準のカテゴリーによって、援

助を受ける内容が変わってくるということでご

ざいます。

451ページ、先ほど西都市の県立高○濵砂委員

等学校の話がちょっとあったんですけれども。

学校名はまだ決まっておりませんけれども、妻

高校と西都商業高校が平成30年度から統合され

るということで説明をいただいたんですが。280

名の学校になるようなんですけれど、西都商と

妻高あわせて現在の在校生は何人いらっしゃる

んですか。

。○飯干学校政策課長 ちょっとお待ちください

大まかでよろしいでしょうか。

はい。○濵砂委員

妻高校が160人の定員、３○飯干学校政策課長

学年で、ことしちょっと定員割れをして465名。

１学年の話です。○濵砂委員

何年生でしょうか。今の○飯干学校政策課長

１年生。

いや、ばらばらですから、直近の○濵砂委員

なら１年生。

今の１年生が148名で、今○飯干学校政策課長

の２年生が156名、今の３年、まあ卒業生ですけ

れども161名。定員は160です。西都商業高校は

定員が120名ですが、１年生が63名、２年生が95

名、３年生が75名となっております。
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30年度以降280名ということなんで○濵砂委員

すが、やはり入学生の定員を十分に満たすとい

うことで計画をされているんですかね。

少子化の影響でだんだん○飯干学校政策課長

厳しい状況にはなっていますけれども。今回発

表しました新しい学校の学科コース等を、例え

ば、今まで地元の子たちにしても、近隣の子た

ちにしても、選択できなかった学科コース等も

新しくつくることによって新たに選択できる。

また、少し大きな学校になるということによっ

て、部活動等や、また学びの点でも魅力ある学

校にできますので。そういった意味で、生徒の

募集に努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。

現在の１年生で148名と63名という○濵砂委員

ことですから、211名ですか。それを280名の定

員にすると。非常にありがたいことなんです。

いいことなんですが、ただ、学校を撤廃してい

ますから、今までと同じ状況で280名という数字

が果たして可能なのかというところなんですよ

ね。皆さんは地元なもんですから、よくそうい

う話になるんですけれども、やはり今後の学校

運営にも検討していただいて、十分な説得力を

持って前に進めていくということをしないと。

ちょっとこの前の都農高校の話じゃありません

けれども、現状の中では、なかなか将来が見込

めないという部分も出てくるもんですから。

それから、この文系学科コースの特色という

ところに、いわゆる文理科学コースには難関学

部等の進学を視野に入れて、将来社会のリーダ

ー的存在として活躍できる人材を育成すると。

ところが 普通科は 社会のリーダー的存在じゃ、 、

なくて、日本や地域などで活躍できる人材の育

成と。次のフロンティア科は、商業系大学等へ

の進学を視野に入れるとともに、グローバルビ

ジネス及び地域ビジネスを支え、未来を切り開

く人材の育成を目指す。これをどうこうという

ことじゃないんですけれども。ただ、どこの科

目に行っても、どこの学科で学んでも、将来は

それぞれの道で活躍をしていくというのが一般

的な考え方であります。いわゆる社会のリーダ

ーというのなら全部リーダーのほうがいいだろ

うし、実際におもてに出すときは、もうちょっ

とみんなが希望が持てるような文言を出してい

ただくといいなと思いますので、一応要望して

おきます。

今おそらく学校に来ているのは、児湯周辺の

町村、それから宮崎の佐土原あたりまで。280名

の定員ということについては、もうちょっと広

げないと、これだけの人材は集まらないと思う

。 。 、んです これだけの高校生はですね ですから

それに対して、宮崎の北高あたりの校区からも

こっちに入ってくるぐらいのものがないと、な

かなか生徒を集めていくというのが厳しいん

じゃないかと。校区制を戻せばいいんですけれ

どね。ぜひ一つ、その辺の検討も含めて前向き

に進めてください。詳細については、またいろ

いろお願いすることがあると思いますけれど。

今言われた県内、佐土原○飯干学校政策課長

まで含めると、市内からも在校生が、約半分の

生徒が入ってきております。先ほど申しました

ように、今まで選択できなかったような学科等

もある程度つくって、そして、地元で頑張ろう

という子たちを育てたいというふうに考えてお

ります。

そのとおりです。ところが、市外○濵砂委員

に出ていっている北高なり大宮の文情なり西高

、 、理数 それに周辺の私立高校に行っている子は

優秀な子たちで全部抜けていくんですよ。自分

も子どもがおりましたし、周辺もよく見ていま
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すんで、この人たちをここに残さないといけな

いと。ぜひ魅力ある学科にしていただいて、地

域で高等教育ができるように、ぜひ頑張ってい

ただきたいと思います。

先ほど濵砂委員の生徒寮○大西財務福利課長

の入寮率で、私は83.9％と申しましたけれ

ど、83.6％の誤りでございます。訂正させてく

ださい。

それから、髙橋委員のと○大西財務福利課長

きに、建物の法定耐久年数が65年と申しました

けれど、60年の誤りです。申しわけございませ

ん。

修正をお願いします。○渡辺委員長

この資料の６ページ、高校生の県○中野委員

内企業理解・職場定着推進事業。高校生の県内

就職、ワースト１が２年目ですよね。今やはり

人口減少の中で、いかに定着させるかというこ

と、これは大事なことであって、ましてやワー

スト１というのが新聞に出て、これは頑張らな

いといけない話かなと思う中で。この実態とい

うのは、教育委員会の役割は、八二の２割ぐら

。 、いかなと実は思っているわけですよ だけれど

教育委員会でこういう事業に二千四、五百万円

を出してやるということは、それなりに教育委

員会も認めているわけ。ただ、ここに書いてあ

ること これが何で新規事業なのと 本当はキャ、 。

リア事業なんて、20年、30年前からやっている

よ。それと、今、何かあると、コーディネータ

ー、コーディネーター、第三者委員会。もうう

んざりすると。何かあると、そんなのに責任転

嫁するような話で。さっきも、いじめコーディ

ネーターがまたできたのかな 何か説明がなかっ。

たかな。まあそれはいいです。それから、イン

ターンシップね。これなんかもそうです。それ

から、保護者に対する情報提供。教育委員会と

しては、やはり実態をしっかり、まず分析する

ことですよ。その実態調査は教育委員会しかで

きないわけだ。この間から私は言っておるけれ

ど、実態調査はどこまでしていますか。

全部ではないんですが、○飯干学校政策課長

過去……。

過去じゃない。去年のこと。○中野委員

一番県外に出ていく子どもが多○四本教育長

いのは、工業系高校でございます。外に出てい

く率も高いし、人数も大きいので、これが下に

なっている原因と言ってもいいです。昨年の終

わりのほうですけれど、工業科のほうが、ここ

の生徒、それから保護者に対してアンケートを

とって。実際に就職先を決めるのに誰の意見を

一番聞くかとか、そういうふうに何項目もやっ

。 、たアンケートをとっております そういう中で

やはり実は、保護者というものの割合が非常に

高いと。その中でも、母親という話もございま

す。今まではそういう視点が抜けていたんで、

やはりそうしたところをしっかりしていかな

きゃいけない。

それから、インターンシップでいうと、今ま

でもインターンシップというのは、ずっとやっ

てきたわけでございますが、なかなか受け入れ

先が限られていて。例えば、本当は工業系でも

のづくりを勉強している学生に対して、事務的

な仕事のインターンシップをさせるしかなかっ

たとかということがあって。じゃあ、受け入れ

先をもっとどんどんふやそうと。そうしないと

いけないということでございます。

、 、 、基本的に 根本的に私が思いますのは 去年

、 。赴任して その時点では全国最下位になったと

そのときに、教育のほうは、それは企業のほう

の問題だなと。給料を上げて、もっと子どもが

行くようにしないといけないという、そういう
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空気がありました。また、産業界、経済界のほ

うは、それは学校の先生がもっとしっかり教育

してもらわないといけないということでござい

ます。もうそんなことを言っていたらだめで、

お互いにもうこれは自分の問題だと思ってやら

なきゃいけない。そのために、やはり一つは、

。 、コーディネーター というのがなぜかというと

経済界と教育界を結ぶそこの連携が全然今まで

うまくいっていなかったのが一つの原因ですか

ら、コーディネーターというのが、そこをうま

く密着させて、そして、地域の学校と企業が相

互に密になってくれば、コーディネーターとい

うのは、逆に役割がもう終わるかもしれません

。 、けれども そういうことが大事だということが

この事業になっていると御理解いただきたいと

思います。

、 。○中野委員 まず第一に 工業系は就職が悪い

だけれど、本庄高校は普通科系で工業系じゃな

いけれど、かなり就職者が多いし。やはり実態

が、自分は最初から一回都会に出てみたいとい

う人が、そのうち何割おるか。そして、県内で

勤めたいけれども、自分の働く業種がなかった

かとか。やはり、そういうのをしっかり出すべ

きですよ。それを出してこういうのをやります

よというね。このインターンシップなんて、今

までやってきたのは何なの。やり方が悪かった

んじゃないのと。だったら、どうするかという

話ね。

それから、コーディネーターなんて、今まで

学校の就職担当の人が 大体企業といろいろあっ、

ちこっちやっていたんですよ。だから、やはり

産業支援財団とか工業クラブ、ああいうところ

ともうちょっとしっかり話し合いをして、情報

をとってね。学校政策課長は、今、県内企業を

どのぐらい知っていますか。まずそこからです

。 、 。よ それで 担当の人が新規事業を組み立てる

じゃあ、担当の人がどのぐらい実態を知ってい

るの。これはそういう話になると思うんで、ま

ず実態を、工業クラブ、今、名前が変わったけ

れど、ああいうところに行ったら。それと、今

はこっちから出ていったりすると大変、やはり

人数も多い、工場も狭いところがあるし。今か

ら売り手市場やから、学校でそういう企業説明

会を放課後するとか。そんな１時間も２時間も

かかってするもんじゃないし。そういうものを

どんどんやってもらうとかね。だから、父兄は

父兄でもいいけれど。まあ父兄にしてみれば、

県内におってもらいたいというのが多いと思う

から。もうちょっと実態に合わせて。コーディ

ネーターなんて、本当はこんなのは否決したい

と思うけれど。今までの実態とどう変えてやる

のという話。

おっしゃるとおりで、一○飯干学校政策課長

つ実態という観点で、どうして企業を決めるの

かというのは、調査したものがありまして 「大、

企業だから 「希望する職種があるから 「給料」 」

等が高いから 「休みが充実しているから 「先」 」

生が勧めたから 「実際に企業を訪問をしてよ」

かったから 「卒業生が勤めているから 「保護」 」

者が勧めたから 、こういった理由がございまし」

て。これで県教育委員会としてできるもの、保

護者に企業を見てもらうとかですね。後押しし

てもらえますので。それとか、企業を知るとい

うことで、先ほどもおっしゃられました就職支

、援のエリアコーディネーターなんですけれども

これは民間企業で総務や人事、人材育成等にか

かわってきた経験のある人にお願いして。今ま

、でも学校の先生が企業を開拓しているんですが

さらに企業を開拓できるような取り組みという

ことでやってもらっております。
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ただ、民間企業におった人でも、○中野委員

その人が現職のときには、実態は、ほかの企業

の人たちとのつき合いは余りないわけ。本当に

ないよ、競争の世界で。だから、そこ辺も考え

て。それよりか、この中でも逆に来てもらうと

か、もうちょっと直接的ないろんな方法を。や

はりキャリア教育をどう変えるかを具体的に出

さないと。これはいつまでたってもワースト１

は消えないなと思う。

県内就職率が２年連続で最下位○髙橋委員

だったですよね。私は、あまりその順番に一喜

一憂する必要はないという考え方なんですけれ

ど、ただ、54％なら率が一緒でしたよね。これ

、 。は やはり私たちを含めて反省だと思うんです

だから 平成32年には目標を立てていますから65、

％になっていらっしゃるけれど、次は６割だよ

とか、やはり率を上げていくことをしないと。

そのときはそれでもたまたま最下位かもしれな

い。私は、率を上げたことは、これは努力した

結果だと思うから、やはりそういう捉え方をし

てほしいことと。

本会議でどなたか質問をされて、ちょっと記

憶があやふやなもんだから、ちょっと確認の意

味で。この新規事業のやつ、いわゆる保護者に

情報提供をするということが、これが新しい取

り組みなんですよね。新規事業の特色だと思う

んですよ。たしか、この時期を７月から９月と

いうふうに教育長が答弁されたような気がする

んですが、それは間違いないですよね。

それで、先ほど中野委員が工業会との意見交

換とか言われましたが、私も去年行きました。

そこは大卒とか専門学校だったもんだから、そ

こは連休明けにはもう決まっているよと。だか

ら、早くトライをするべきだということで。そ

ういう意味で、７月から９月というのはちょっ

と幅広いもんだから、できるだけ保護者への情

報提供を前にすることにしてほしいなというこ

となんですけれど。

７月から９月という理由○飯干学校政策課長

が、高校生の場合、求人票が出るのが７月から

。 、になります その求人票を見ながら企業見学等

説明会等を受けたほうがいいと、保護者にも見

てもらったほうがいいということで、就職は、

今度は９月の10日過ぎ、16日から実際に試験を

受けに行くとなっておりますので、そういうふ

うに考えたところでございます。

結局７月に求人票が来るというこ○髙橋委員

とで、そこはわかりました。だから、７月から

ちょっとスピード感を持って、できるだけ早い

ときに保護者には触れ合いをさせたほうが、い

。い企業を知ってもらうという意味ではですよね

、それを９月という幅でおっしゃったもんだから

できるだけ早く、そういう意味での要望です。

それと関連なんだけれど。就職募○中野委員

集が出る前に、例えば、企業が年間を通じて、

企業の説明会を就職する学校とかで行うという

ことは、これはインターンシップと一緒で、違

反じゃないでしょう。

今現在、高校３年生に対○飯干学校政策課長

して企業説明会等を６月等に行っていまして、

ことし、また商工観光労働部と連携しまして、

、 、１年生を昨年の12月 ２年生をことしの２月に

大規模な企業説明会等に参加するように、でき

るだけ早い間に県内企業に触れさせるように取

り組んでおります。

企業説明会というのは、企業が出○中野委員

てきてやるわけですか。

はい。企業が広い会場に○飯干学校政策課長

、 、 、ブースをつくりまして そこに高校１年 ２年

３年生を呼んで、１回につき約100社の企業が一
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堂に会して、高校生が回ると。

それも、100社全てを集めるっての○中野委員

は大変だから、高校ごとに来てくれる人はどん

どん場所を与えますよという話で、もうちょっ

と楽にしたらいいと思うんだよ。そこら辺は商

工もあるけれどね。学校に呼ぶというのは教育

委員会の範疇でやればいいわけで。あっちのほ

うは商工労働の範疇でやればいいわけだしね。

やはり、もうちょっといろいろ考えてやってく

ださい。

、○渡辺委員長 12時をちょっと過ぎそうですが

このまま１班に関しては進めさせていただきた

いと思います。

ちょっと聞き違いなのかもしれな○中野委員

いが、さっき、いじめのコーディネーターの話

があったと思うんですけれど、これは、また新

しく地域ごとにつくるという話ですか。

学校の教育相談体制充実の○金子学校支援監

ための外部専門家活用事業というのがありまし

て、それの緊急支援チームのことではないかな

と思うんですが。

そうそう。この緊急支援というの○中野委員

は、どこの時点で緊急と言うのかね。今、子ど

もの中で、いじめと意地悪の境がどこかなと思

。 。うわけですよ 意地悪があっていじめになると

やはりそれを見て、まず担任の先生がどこまで

把握するかという現実ですよ。そして、自分の

手に負えない場合に校長に相談するとか、何で

そこに担任が入っていかない。いや、ようやら

ないのかと。緊急事態になったら、教育委員会

に上げるようになっているでしょう。他人を入

れて、責任転嫁しているような気がしてならな

い

委員がおっしゃいますよう○金子学校支援監

に、本来であれば学級担任あるいは学校全体で

そういう問題に対応しまして、学校で解決をす

、 、 、るものなんですが 現在 非常に問題が複雑化

多様化しておりまして、そういう場合には、や

はり専門家の力を借りることで解決が早くでき

たり、適切に対応ができたりということで、こ

ういうものを設けたところであります。

多様化して複雑になっているのは○中野委員

わかっている。それをどこまで学校が実態とし

て中身でやっているかという話。やっているか

もしれない。でも、今度みたいに自殺者が出た

ときも、その経緯は全然出てこないわけ。教育

委員会としてしっかりやっているというんだっ

たら、経緯もしっかり出すべきよ。それがない

のに第三者委員会に、はい、第三者委員会を開

きます、結果で悪うございました、再発防止に

努めてまいります、もうこれの繰り返し。もう

ちょっと組織的に学校内の校長の話でこれを考

えないと いつまでたっても何かウサギのかけっ。

こじゃなしに そういう同じことをやって じゃ。 。

あ、この専門家というのは、どこまで専門家な

のか。学校の先生上がりなのか。すると、ほか

にも地域には、何か相談員とか、警察のＯＢも

おるじゃないですか。何かあったときは、外の

人を雇って、何かそっちのほうにやっていくと

いうような気がするわけ。その前に、やはり学

校としてもうちょっと責任を持って、校長の責

任を追及するという 罰を与えるというわけじゃ、

ないけれど、学校の責任を明確にしないと。あ

。んないじめ要綱なんかじゃ何にもなっていない

何かあったらこういう人を雇うという話で、問

題の解決にならないって。

本当に委員がおっしゃると○金子学校支援監

おりだと思うんですけれど。やはり、学校を任

されている校長の責任において何とか解決する

。 、 、のが一番だと思います そのために 学校では
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いじめ・不登校対策委員会というのを、組織的

に対応するために設けておりますので、それに

よって解決を図りたいところなんですが。どう

してもそれで不十分なところを、こういう外部

の人材を活用して、より適切に対応したいとい

うことでの事業であります。

だから、その前に学校でそこを何○中野委員

かトータル的に対応して、そこの部分をしっか

りもうちょっと外に出すべきよ。そこが我々は

何をやっているか全然見えない。逃げているか

もわからないし。まずそういうのを頼むんだっ

たら、学校でこれだけ対応していますよという

のを出さない限りはよ、こんなのは認めたくな

い。

まさしくやはり学校内での○金子学校支援監

組織なもんですから、なかなか目につかないん

ですけれど。学校としては、やはりそういうい

じめに対しては、徹底的に対応していくぞとい

うような情報を、保護者なり、あるいは地域に

発信していくことは大事かなと思います。

いや、それは、やはり学校ごとに○中野委員

頑張らないと。教育長が頑張っても、なかなか

浸透せんわけや。

本県の認知件数のことなん○金子学校支援監

ですが、7,000件を超えるようないじめについて

の認知件数があるんですけれど。そういうもの

につきましては、積極的に認知を進めていくべ

きだということで、本県なりのメッセージを出

、 。しまして 各学校が取り組んでおるところです

そういうような形で、本県では、いじめを見逃

さない、そのままにしないということで対応し

ていくというところでは、説明はしているとこ

ろです。

委員がおっしゃるように、いじ○四本教育長

めとか、意地悪ともおっしゃいましたが、常日

ごろからあるんですね。だから、これの大部分

というのは、もちろん学校の担任の先生とか、

かかわった先生とか、あるいは校長という中で

解消が図られて、解決といいますか、だめだよ

。ということで終わるものがほとんどであります

ただ、中には、いろんな複雑な家庭の事情を抱

えた子どもの問題であるとか、あるいは、障が

いとか発達障がいとかいろんなことを抱えた、

そのかかわりのいじめ問題というのもある部分

はあって。それは、なかなか学校の中だけで対

応ができないというときに、こういうものが機

能をしていくということです。

いじめ問題というのは、今は全国的になって

。 、 、いますけれども やはりややもすると 例えば

学校が外に出さずに中でもう解決してしまおう

と、できないのに何かもう無理やり外には出さ

ない、もみ消してしまおうというところが過去

にありましたから。そういう反省を踏まえて、

そういうちょっと大きなものについては、第三

者委員会ができたり、あるいは、こういう緊急

支援チームで外から入っていって、そういうこ

とにならないようにしようと。そういうことも

あるわけでございます。御理解をいただきたい

と思います。

要は、学校で実態をようつかまな○中野委員

い人が、こういう常時いない人がそこに入り込

んで、じゃあ、どこまで権限があって把握でき

。 、るかということ まず校長を中心にしてやって

そこでできないことをやるというんだったら、

まだわかるよ。だけれど、じゃあ、どこで教育

委員会に通報するのという話も出てくるでしょ

う。

全ての問題については、担任な○四本教育長

り学校がまず一生懸命やればいいんです。そこ

で手に負えないところで、こういうところが出
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てくるということでございます。もう全ての問

題は、もちろん学校の担任なり先生が一生懸命

。 。対応いたしております 御理解をいただきたい

ほかはよろしいでしょうか。第○渡辺委員長

１班に関するところの質疑はございませんで

しょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で総務課、財務○渡辺委員長

福利課、学校政策課の審査を終了いたします。

暫時休憩をいたしますが、午後の再開時間は

１時10分とさせていただきまして、２班の説明

から始めたいと思います。

暫時休憩します。

午後０時５分休憩

午後１時８分再開

委員会を再開いたします。○渡辺委員長

特別支援教育室、教職員課、生涯学習課の審

査を行います。

議案に関する説明を求めます。

特別支援教育室でご○川越特別支援教育室長

ざいます。特別支援教育室の当初予算につきま

して御説明いたします。

歳出予算説明資料の特別支援教育室のイン

、 。デックスのところ 457ページをお開きください

予算額は、一般会計１億3,253万4,000円を計

上しております。

それでは、主なものを御説明いたします。

459ページをお開きください。

まず、上から５段目の（事項）県立特別支援

学校整備費に3,420万9,000円を計上しておりま

すが、これは、説明欄１の特別支援学校教育環

境整備事業と、説明欄２の特別支援学校スクー

ルバス整備事業の経費であります。

特別支援学校では、近年、児童生徒数の増加

による教室等の不足や長時間通学の問題が喫緊

の課題となっているため、教室不足等の状況が

特に顕著な学校におきまして、整備を行うため

の経費であります。

詳細につきましては、後ほど委員会資料のほ

うで説明させていただきます。

次に、その２段下でありますが （事項）特別、

支援教育振興費に9,832万5,000円を計上してお

ります。

このうち、説明欄５の「特別支援学校医療的

ケア実施事業」に5,560万2,000円を計上してお

りますが、これは、特別支援学校において、常

時医療的ケアを必要とする児童生徒が安全で安

心な学校生活を送るために、看護師を配置する

ものであります。

次に、説明欄９の「県立高等学校生活支援充

実事業」に2,254万円を計上しておりますが、こ

れは、県立高等学校に在籍します身体に障がい

のある生徒が、教育課程を円滑に履修できるよ

うに、教室移動等の介助を行う生活支援員を配

置するものであります。

次に、説明欄11の「スポーツを通じた心のバ

リアフリー推進事業」に446万6,000円を計上し

ておりますが、これは国の委託事業でありまし

て、障がいのある生徒と障がいのない生徒が障

がい者スポーツを通じた交流等を実施し、互い

を認め合える共生社会の形成に向けた人づくり

を行うものであります。

次に、説明欄14の「通級による指導担当教員

等専門性充実事業」に431万3,000円を計上して

、 、おりますが これも国の委託事業でありまして

発達障がい等による集団での学習や生活が困難

な児童生徒の指導を行う担当教員等の専門性向

上を図るとともに、通級について系統的に研修

。できる仕組みづくりを構築するものであります
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歳出予算説明資料につきましては、以上でご

ざいます。

それでは、続きまして、委員会資料によりま

して御説明をいたします。

委員会資料の10ページをお開きください。

「県立特別支援学校整備事業」であります。

まず、事業の目的・背景をごらんください。

特別支援学校におきましては、児童生徒の増

加や障がいの程度の重度・重複化、多様化によ

る教室不足や、スクールバスの長時間通学が喫

緊の課題となっております。それに対応するた

め、新たに教室やスクールバスの整備を行うこ

とにより、児童生徒への負担軽減を図ることを

目的としております。

次に 事業の概要ですが まず 予算額は3,420、 、 、

万9,000円を計上しております。

財源につきましては、全額一般財源でありま

す。

事業期間につきましては、平成29年度となっ

ております。

事業内容につきましては、まず教室整備とし

まして、教室不足が特に顕著な都城きりしま支

援学校と日向ひまわり支援学校に、新たに軽量

鉄骨構造の教室を整備します。平成29年度に調

査・設計委託を行い、本格的な工事につきまし

ては、30年度に行う予定としております。

また、スクールバスの増便につきましては、

長時間通学が課題となっております日南くろし

お支援学校に中型バスを１台増便し、現在の１

台体制から、串間市からの直行便と日南市内便

の２台体制にしまして、通学時間の短縮を図り

ます。そして、児童生徒の急増によりバスが不

足しているみなみのかぜ支援学校には、登校用

の大型バスを増便し、児童生徒の増加への対応

を図ります。

、 、最後になりますが 事業効果につきましては

教室整備の面では、教室がふえることにより、

現在、間仕切り等で対応している現状を改善す

ることができ、ゆとりある環境で安心して学習

に取り組めるようになると考えられます。

スクールバスの増便における効果としまして

は、日南くろしお支援学校では、串間市からの

直行便の運行により、長時間通学が解消される

と考えられます。

そして、みなみのかぜ支援学校におきまして

は、乗車を希望する児童生徒の増加への対応が

可能となり、通学の負担軽減が図れると考えら

れます。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

教職員課関係について御説○西田教職員課長

明いたします。

歳出予算説明資料の教職員課のインデックス

のところ、461ページをお開きください。

一般会計950億9,194万円をお願いしておりま

す。

以下、主なものについて御説明いたします。

463ページをお開きください。

まず、上から５番目の（事項）教職員人件費

でありますが、11億2,291万9,000円を計上して

おります。

説明欄をごらんください。

１の教職員人事管理に要する経費とし

て、5,723万1,000円を計上しております。これ

は、教職員の採用試験や職員表彰、資質向上等

に必要な経費であります。

内訳の改善事業「学び続ける教職員のキャリ

ア形成推進事業」は、教職員みずからがキャリ

アデザインを描きながら、主体的に資質向上を

、図るための取り組みなどを推進することにより
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学び続ける教職員の育成を目指す事業でありま

す。

次に、２の学校非常勤職員・賃金職員・学校

医等の配置に要する経費に、10億6,568万8,000

円を計上しております。これは、非常勤職員及

び講師、賃金職員、学校医等の配置に必要とな

る報酬や賃金等の経費であります。

464ページをお開きください。

一番上の（事項）退職手当費についてであり

ます。

退職手当に要する経費といたしまして、93

億7,549万9,000円を計上しております。

次に、学校種ごとの教職員の職員費及び旅費

についてであります。

、 （ ） 、まず 中ほどの 項 小学校費でありますが

（事項）職員費に345億4,663万5,000円を計上し

ております。これは、教職員の給料や職員手当

等及び共済費であります。

また、その下の段の（事項）旅費に１億4,668

万円を計上しております。

465ページをお開きください。

一番上の（項）中学校費でありますが、上か

ら３段目の（事項）職員費に229億928万2,000円

を （事項）旅費に１億4,934万4,000円を。中ほ、

どの（項）高等学校費でありますが （事項）職、

員費に182億5,195万2,000円を （事項）旅費に、

１億8,485万6,000円を。一番下の（項）特別支

援学校費につきましては、466ページをお開きく

ださい。上から２番目の（事項）職員費に83

億4,053万7,000円を、（事項）旅費に5,389万6,000

円を計上しております。

教職員課は、以上であります。

生涯学習課関係の当初予○恵利生涯学習課長

算について御説明をいたします。

歳出予算説明資料の生涯学習課インデックス

のところ、467ページをお開きください。

一般会計予算で５億4,484万3,000円を計上し

ております。

それでは、主なものについて御説明をいたし

ます。

469ページをお開きください。

まず、中ほどの（事項）成人青少年教育費

に8,567万7,000円を計上しております。

その下の説明の欄にあります５「 みんなで育「

てるみやざきっ子」推進事業」に5,441万8,000

円を計上しております。これは、学校・地域・

家庭が相互に連携し、学校支援地域本部や放課

後子ども教室等を実施することで、地域全体で

。学びを支援する体制を整備するものであります

また、その支援を行うための人財を育成する

ため、コーディネーター等研修会や県民総ぐる

み教育推進研修会、実践研究交流会等を実施す

るものであります。

説明欄の６、改善事業「 日本一の読書県」を「

目指した総合推進事業」につきましては、後ほ

ど委員会資料にて御説明をいたします。

次に、470ページをお開きください。

上から４段目、（事項）図書館費に7,858万3,000

円を計上しております。これは、県立図書館の

光熱水費や施設設備の保守管理委託費、老朽化

、 。対策費など 維持管理に要する経費であります

続きまして、２つ下の段 （事項）奉仕活動推、

進費に１億572万4,000円を計上しております。

、 、主なものとしましては その下の説明欄の１

県民の読書を支える図書館づくり事業に4,154

万4,000円を計上しております。これは、県立図

書館の利便性向上や、知の拠点としての蔵書を

充実させることで、全県的な読書環境の向上を

図るものであります。

また 説明欄の２ 奉仕活動費に5,832万3,000、 、
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円を計上しております。これは、主に図書の貸

し出し、返却、整理など、管内サービス等に要

するコンピュータシステムの保守・リース代や

図書館カウンタースタッフの人件費などであり

ます。

次に、471ページをごらんください。

上から４段目 （事項）美術館費に１億7,291、

万5,000円を計上しております。これは、県立美

術館の光熱水費や施設設備の保守管理委託費、

老朽化対策費など、維持管理に要する経費であ

ります。

続きまして、２つ下の段 （事項）美術館普及、

活動事業費に7,412万8,000円を計上しておりま

す。

主なものとしまして、その下の説明欄の３、

特別展費に3,178万円を計上しております。これ

は、県民の皆様に質の高い多様な芸術作品に親

しんでいただくことを目的とし、特別展を開催

するものでありまして、平成29年度は４回の開

催を計画しております。

次に、説明欄の９、改善事業「ワクワクアー

ト アーティストがやってきた！事業」につき

ましては、後ほど委員会資料にて御説明いたし

ます。

歳出予算説明資料につきましては、以上でご

ざいます。

次に、委員会資料によりまして、改善事業を

御説明いたします。

。常任委員会資料の11ページをお開きください

改善事業「 日本一の読書県」を目指した総合「

推進事業」であります。

本事業は、本年度から実施しておりますが、

より充実した取り組みとなるように再構築いた

しました。

まず、事業の目的・背景でありますが、県立

図書館や学校、家庭、地域等との連携により、

子どもから大人まで生涯にわたって読書に親し

む環境づくりを推進し、日本一の読書県を目指

すものであります。

事業の概要をごらんください。

予算額は2,240万4,000円であり、財源は全額

一般財源であります。

事業期間は、平成29年度から平成31年度まで

の３カ年であります。

事業内容ですが 「啓発に関する事業」では、、

新たな取り組みとして、県民からアイデアを募

り、県民が主体となる提案型モデル事業を実施

いたします 「高校生ビブリオバトル」などのこ。

れまでの取り組みと合わせ、県民の読書活動に

対する機運の醸成を図ってまいります。

「人財育成に関する事業」では、新たな取り

組みとして、障がい者や高齢者、妊婦の方など

多様な県民のニーズに応じるため、図書館職員

等を対象にしたサービス向上研修を実施いたし

ます。

「環境整備に関する事業」では、これからの

学校図書館には、探究型学習への支援など高い

、専門性を持つ学校司書が求められますことから

新たな取り組みとして、県立学校に学校司書エ

リアコーディネーターを６名配置し、読書環境

の整備・充実を図ってまいります。

具体的には、県北・県央・県西南の３エリア

に２名ずつ配置し、エリア内の学校図書館運営

等に対する指導助言や、県立図書館との連携の

あり方について研究を行います。

事業効果でありますが、県民の読書に対する

気運の醸成が図られることや、より多くの県民

が読書に親しむことのできる環境が整備される

ことで、人生を心豊かに生きる宮崎県民を育成

することにつながるものと考えております。
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次に、12ページをお開きください。

改善事業「ワクワクアート アーティストが

やってきた！事業」であります。

事業の目的・背景でありますが、県民が文化

芸術に親しむ機会のより一層の充実や、アート

、 、を通した地域活性化を図るため 注目度が高く

幅広い年代の方々に共感を得る表現やワーク

ショップ的な活動にも取り組める気鋭の美術作

家をお招きし、学校・公共施設・商店街等を拠

点として、児童生徒や保護者を含む地域内外の

人とともに創作活動を行うものであります。

事業の概要でありますが、予算額は451万円で

あり、財源は全額一般財源であります。

事業期間は、平成29年度から平成31年度まで

の３カ年であります。

事業内容でありますが、学校など児童生徒が

参加しやすい場所を会場とし、子どもから大人

まで地域内外の人を巻き込みながら、作家と創

作活動を行います。

完成作品は、文化的資源として地域に長く残

しまして、地域の活性化につながる文化的資源

として活用をします。

また、作家の講演会等を県立美術館で実施す

るなど、地域と県立美術館とが相互に行き交う

人の流れをつくってまいります。

事業効果でありますが、本事業を実施するこ

とで、地域住民が文化芸術をより身近なものと

して実感できるとともに、地域の文化活動の拡

充を図ることができます。また、活動内容や地

域の魅力を広く情報発信することで、新たな文

化資源を活用した地域振興につなげることがで

きます。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について御説明をいたします。

決算特別委員会の指摘要望事項に係る対応状

況の冊子の12ページをお開きください。

⑬の「文化の振興について、旅する美術館事

業など、広く県民が美術や文化に親しむ機会を

創出する館外展開事業等に継続して取り組むこ

と 」との指摘要望事項に係る対応状況について。

であります。

文化の振興について、これまで県立美術館で

は、広く県民に美術や文化に親しんでいただく

ため 旅する美術館 通称 タビビ 事業や わ、「 」 「 」 「「

がまち」いきいきアートプロジェクト事業」な

どの館外展開事業等を実施しております。

このタビビ事業では、県内各地域において、

県立美術館収蔵作品の展示や学芸員の解説など

を実施し、県民が本物の美術作品により身近に

。 、触れる機会の拡充を図ってまいりました また

、わがまちいきいきアートプロジェクト事業では

地域住民等が、中山間地域に滞在する県内作家

と創作活動を行うことで、文化に親しむ機会の

より一層の充実を図ってまいりました。

平成29年度当初予算案におきましては、タビ

ビ事業を継続して実施するとともに、わがまち

いきいきアートプロジェクト事業の改善事業と

して、ワクワクアート アーティストがやって

きた！事業を実施することとしています。

この事業は、先ほど常任委員会資料でも御説

明をいたしましたとおり、注目度の高い気鋭の

作家を招聘し、学校・公共施設・商店街等を拠

点として創作活動に取り組むことで、アートを

。通した地域活性化を図りたいと考えております

今後とも広く県民に美術や文化に親しんでい

ただくため、館外展開事業等に継続して取り組

んでまいります。

、 。生涯学習課関係の説明は 以上でございます

議案に関する説明が終了いたし○渡辺委員長

ました。
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質疑はございませんでしょうか。

「日本一の読書県」を目指す。何○中野委員

をもって尺度があるかなと。なかなかないわけ

で。今、小学校なんか読書して感想文を出した

りしている。あれはいいことだけど。読書県を

目指しておるのは、本を読むということは、国

語が強くなるわけ。その割には、宮崎県は弱い

という、全然連動していないと。だから、これ

はもうちょっと小学生に絞るとかね。大人に読

書しなさいということ自体がどうか。みんな大

人になれば、自分の世界、趣味を持っていて。

皆さん、どうですか。奥さんやら考えても、県

がそうしているからと、自分が本を読むか。も

うちょっと的を小学生・中学生にしぼって。例

、 、 。えば 日本一の蔵書で １人何冊にするとかね

本を読むというのは、小学校・中学校、子ども

にとってもそこら辺で大体決まるわな。もう今

は一生懸命ゲームばっかり。ゲームの本なんか

を読んだりしてるしね。だから、図書館が本を

買う経費、そういうのをわかるようにしとって

もらいたいわけね 日本一の読書県って言ったっ。

て、大体それぞれの価値観の中で大人になれば

生きているわけで。どこに向かって今から読書

しなさいという話、私の周りを見ても言われて

本を読むのかと思うけれど。ぜひこれをもう

ちょっと整理してくださいよ。ぜひもうちょっ

と小学生・中学生に読ませる工夫を。

貴重な御意見をありがと○恵利生涯学習課長

うございます。やはり小・中学生、もっと言え

ば、生まれて幼児のころからの読書活動も含め

て。特に学校教育の中で読書活動を推進してい

けるようなモデルを出していただくとか、それ

を広めていくとか、いろんな手をとりながら推

進していきたいと考えております。

もう一つよろしいでしょうか。わかりにくい

この事業費に関することでございますが。図書

館資料整備費というのが、この県民の読書を支

える図書館づくり事業という中に盛り込まれて

おりまして、県立図書館につきましては、今ま

でどおりの資料費を確保して、県民に読書の拡

充というんでしょうか、それを図れるようにし

ております。

、 、 、○中野委員 それと 470ページ 下の段の説明

奉仕活動推進費。この奉仕活動費。これは何か

なと思っていたら、いわゆる図書館の貸し出し

、 。とか コンピュータとか人件費じゃないですか

。何でこれが奉仕活動費として項目が上がるのか

やはりこういうのは、見てわかるような表記を

するべきですよ。

奉仕活動推進費は 委員がおっ○福田図書館長 、

しゃるように、カウンター業務とかコンピュー

タシステムネットワークの経費なんですけれど

も。これは、図書館法というのが図書館の憲法

としてあるんですけれど、ライブラリーサービ

スという言葉をその中に引用して使うときに、

「図書館奉仕」という言葉を使って法律の中に

書いてあるもんですから、それをそのまま引用

して、奉仕活動費という形で使っております。

それは、絶対法律でこういうやつ○中野委員

もこの言い方をしなさいと書いてあるわけ。

義務的にそういうふうには書○福田図書館長

いておりませんけれども、一般的に全国の図書

館でそのような使われ方をこれまでしてきてお

りましたので 県立図書館も引き続きそれを使っ、

ているという状況です。

よその県はどうでもいいから、要○中野委員

、 、は 見る人が何かとわかるのが問題であってよ

。 、そんな法律なんか使わないでいいがね 来年は

これを直してくださいよ。

予算の事項については、また○福田図書館長
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財政当局等と話がありますので、その辺の話を

して、また研究してまいりたいと思います。

。○中野委員 財政課はそこまでは見ないやろう

財政課は法律なんか知らないだろうが。

そこは、詳細にはわかりませ○福田図書館長

ん。いろいろとお話をしてみたいと思います。

退職手当がかなりな金額になって○緒嶋委員

おるんですが、退職予定者の数はどのくらいで

すか。

定年退職者数が298名です。○西田教職員課長

トータルで正職員が424名で計算しております。

そうなったときに、やはり教師の○緒嶋委員

指導力というか、こういうベテランの先生が退

職するわけですよね。これは、再任という制度

は、先生の場合はないんですかね。

65歳まで再任用という形を○西田教職員課長

とっております。

これには再任の方も入っているわ○緒嶋委員

けじゃないんですかね。

退職手当については入って○西田教職員課長

おりません。

そうすると、再任される方がどの○緒嶋委員

くらいまた再就職というか、教師としてまた教

鞭をとられるような数は大体わからないわけで

すか。

明確な数字ではありません○西田教職員課長

が、県立学校で、特に高校は５割ぐらいです。

そして、義務制でいうと大体３割ぐらい。だん

だんこれがふえている傾向にあります。

当然団塊の世代がということと。○緒嶋委員

、教育力というか指導力が低下するということは

ある意味では、やはりこれは子どもにとっては

大変なことだから、定年でやめられるのは仕方

がないけれど、やはり学力もですが、教育力そ

のものも低下しないような、再任をうまく利用

する、そういう希望の方をいかに活用するかと

いうか、そういう視点も重要ではないかなと思

うので。新採を入れて活力を見出す、また、将

来に向かっての備えをするというのも当然だけ

れど、このバランスがやはり必要じゃないかな

、 。と思うんですけれども 課長はどう思われます

おっしゃるとおり、ベテラ○西田教職員課長

ンの遺産を残しながら後輩につないでいくとい

うことが大切であると思います。そういう意味

で、我々の事業としても、初任者研修をうまく

使いながら、ベテラン教員が指導をしていくよ

。うな形を今後進めていきたいと考えております

次に、特別支援教育室。今、児童○緒嶋委員

生徒は減少しているわけですよね。

児童生徒数につきま○川越特別支援教育室長

しては、年々増加をしているという傾向がござ

います。

いや 私が言うのは 全体では減っ○緒嶋委員 、 、

ているわけでしょう。その中で、この支援学校

の生徒がふえるというのは、どういうふうに理

解したらいい。生徒全体は減りながら、支援学

校の生徒はふえるという、その乖離というか、

それは何。

特別支援学校全体を○川越特別支援教育室長

、 、 、見ますと 例えば 視覚障がいでありますとか

聴覚障がい者でありますとか病弱、そういった

方々は横ばいの状況でございます。特にふえて

いるのが、知的な障がいのある子どもさんが年

々増加をしているという状況がございます。こ

れは全国的な傾向がございまして、諸説あるん

ですけれども。私どもが一番考えられることと

いたしましては、平成19年に特別支援教育に法

律が変わりまして、それまでなかなか障がいの

ある方々の教育に御理解を示していただけな

かった保護者の方々が、特別支援学校の教育に
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も理解を示すようになり、そういうことから、

通常の小中学校から特別支援学校へ入られる方

がふえているのではないかなということが考え

られます。

全ての人がまだこの支援学校に○緒嶋委員

入っているわけじゃない。普通の学校で特別教

室とかいろいろあるんですね。そういうところ

におる子どもの数というのは、わかっておるわ

けですか。

小中学校にも特別支○川越特別支援教育室長

援学級というものがございまして、これも知的

障がいのある方と、いわゆる発達障がい、自閉

症、情緒障がいの方々の教室があるんですけれ

ども、現在、小中学校の中におきましても、特

に発達障がいのある、いわゆる自閉症、情緒障

がいの学級の子どもさんの数が年々増加をして

いるという傾向がございます。

やはり今まではこういう支援学校○緒嶋委員

の充実もなかったので、普通の学校にそういう

潜在的には、障がいのある子がずっと今までは

いたというふうに理解するのが正しいわけです

か。どうですか。

おっしゃるとおりで○川越特別支援教育室長

ございまして、これまでは友達の中で、地域の

中で育ってきた子どもさん、それが特別支援教

育という言葉、あるいは発達障がいという言葉

が十分に浸透した結果、いわゆるつまづきのあ

る子どもさんで終わっていたところが、発達障

がいであるといった正しい診断が出て そういっ、

た適切な教育を受けるための学級に在籍をする

ということで。いわゆる認知度が高まってきて

いることから、在籍人数もふえてきているので

はないかなというふうに考えております。

この特別支援学校は生徒数がふえ○緒嶋委員

るから、学校を整備しないといけないというこ

とは、今後もかなり続くというふうに思ったほ

うがいいんですかね。

こればかりは、なか○川越特別支援教育室長

なか全国的にも解明されていない部分でござい

まして。ただ、明らかに大きな少子化の流れの

中にありまして、このまま障がいのある子ども

がふえ続けていくということは、おそらくない

であろうと。いつかはどこかの時点で頭打ちの

状態、あるいは減少していくことが見られるの

ではないかなというふうには考えているんです

けれども、それがいつの時点だということは、

なかなかちょっと今の時点では申し上げられな

いところでございます。

障がいが余り重くない子どもは、○緒嶋委員

普通の学校でほかの人と一緒に学ぶことによっ

て、また逆に、お互いが理解し合うというか。

また、通級学級とかで勉強することによって、

おくれていたものが、前に進んで、もう同じ学

級で教育を受けても別に支障がないとかいうよ

うな面もあるので。やはりそこには保護者とい

、 、うか家庭の問題もあるけれど そこへの見極め

障がいのある子を全て支援学校に入れるという

こともどうかなという気もするんですけれど、

そのあたりは、教育委員会としてはどういうふ

うに仕分けしておられるのか。

まず、特別支援学校○川越特別支援教育室長

へ就学すべき方というのは、学校教育法施行令

の22条の３に規定されております。一応特別支

援学校へ入学される場合には、その22条の３の

規定に合致されている方かどうかというのが、

まず一つの大きな判断基準になります。また、

小中学校の特別支援学級あるいは通級の対象か

どうかという部分につきましては、市町村教育

委員会の就学判断というところになりますけれ

ども。そこの部分につきましても、それぞれ特
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別支援教育の担当者を市町村のほうに集めまし

て、毎年２回研修会等も実施しております。ま

た、通級の部分につきましては、今年度も昨年

度に引き続きまして事業を起こさせていただい

ておりまして、通級の指導、あるいは、そこに

在籍する子どもさんの見極め方、そういったこ

とも継続して研究をしているところでございま

す。

、 、○緒嶋委員 いずれにしても この支援学校も

施設の充実とともに教育内容の充実が重要で。

そういう障がいのある子が成人になっても、最

終的に今はなかなか就職が難しいというような

こともあらわれておるわけですので、やはり自

立できるような形にもっていくのが、親として

も地域としても大切なことでありますので、こ

の充実は今後とも十分配慮してほしいというこ

とを要望しておきます。

、 。 （ ）次に 日本一の読書県 この事業内容の ４

の３で、図書館未設置自治体等への図書セット

貸し出しか。日本一の読書県を目指しながら、

まだ図書館のない自治体があるというのも、

ちょっと寂しいような気もするわけですが、こ

のあたりはどうなっておるわけですかね。

図書館というのが、いわゆる○福田図書館長

図書館法に規定をされて、それに基づいて、各

自治体で条例に基づいたものを図書館というふ

うに呼んでおります。それがないところは、例

えば、公民館とかいうところに図書室という形

で置いてありますので、この図書館未設置自治

体という意味合いは、そういった公民館図書室

等しかない自治体のことをここで呼んでおりま

す。

これも表現の仕方だけれど、そう○緒嶋委員

いう設置であれば、いわゆる図書館がなければ

ならんと逆に言われるかもしれないのですが。

問題は、蔵書がどれだけあるかとか、内容がい

かに充実しているかということが問題なわけで

ありますが、現在のところは、市町村によって

は図書館がなくてもなんら支障はないと、そう

理解していいわけですか。

委員がおっしゃるように、や○福田図書館長

はり公民館図書室になりますと、蔵書の関係と

か職員体制とかいうところで、確かに図書館と

いうものからすると、見劣りをする部分がある

のは間違いありませんので、まさに蔵書が少な

いとかいった部分を、事業にあるこの③の３つ

目の点で 県立図書館の本を貸し出すことによっ、

て、幾分なりか蔵書の弱さを補強してあげると

か、あるいは、４の事業内容の②にありますけ

れども、その２つ目のポツに、運営助言のため

の講師を派遣すると書いてありますけれども、

これもやはり体制的に、運営がなかなかスムー

ズにいかないところに県立図書館の職員を派遣

して、いろいろ指導・助言をして体制を強化し

ようと。そういった形で読書環境が弱小な自治

体の部分を、県立図書館として支えていこうと

いうふうな意味合いも込めております。

いずれにしても、やはり図書館未○緒嶋委員

設置という、これに書くようなことがないほう

がいいわけですね。やはり図書館は、もう全部

の自治体にあるように、これは教育委員会全体

でも、そういうところに対しては、やはり図書

館を充実させたらどうですかというような、あ

る意味では指導というかアドバイスというよう

なものをして。日本一の読書県を標語しながら

こういうのはどうかなと。こういうことはない

ほうがいいし、言われたとおり蔵書も少ないと

いうことであれば、そこに住んでおる人から見

れば、ほかの図書を借りたくても、そういう蔵

。書がないということにもつながるわけですので



- 78 -

平成29年３月14日(火)

これは、どこがないとか大体わからないでもな

いけれど。ぜひ頑張って、教育委員会としても

そういうところに対する指導というよりも話を

して、できるだけ図書館を充実させたらどうで

すか。場合によっては、今は、図書館を地域活

。性化の拠点にしておる地域もあるわけですよね

教育から地方創生という気持ちの中では、図書

館なんかを充実することは、地域活性化の原点

であると。人づくりが地域活性化・創生である

ので、そういう意味では、図書館も遠慮しない

で、住民のため、県民のために努力するのは、

図書館としても大変重要なことだから、もっと

一歩前に出て、やはり叱咤激励するというぐら

いの気持ちで日本一の読書県をつくらないと。

、 、もう標語だけでは日本一にはならないし 実際

日本一の読書県のイメージとして、図書館がど

ういう形になったら日本一の読書県と我々は理

解すればいいわけですか。

日本一の読書県、先ほど○恵利生涯学習課長

子どもたちのという話をいただきましたけれど

も、子どもから大人までが広く読書に親しむ県

民、それを私たちはイメージしております。ど

こでも本を読んでいる人たちがいるというよう

なイメージをしているところでございます。

１人が何冊以上読めば、日本一の○緒嶋委員

読書県とかいうイメージではないわけですね。

数を先に述べるという目○恵利生涯学習課長

、 、標を立てるというものでなく 本当に街角から

先ほどもおっしゃった地域の小さな公民館また

は小さな図書館でも、市民・村民みんなが読書

に親しむ県民の動きが見えるという機運の醸成

を図ってまいりたいと思います。

これは、誰も反対する人はいない○緒嶋委員

わけですよ。日本一になることは誰もおかしい

という人はいないけれど。日本一の読書県だな

と我々県民が実感するというか、政策的にそう

いうふうにもっていかにゃいかん。目標はすば

、 、 、らしいけれど まだそこまでは 手法というか

その努力がまだ足りないのじゃないかと。

それから、日本一の読書県というのは、10年

後も20年後もずっと続けていいわけですよね。

日本一、これは当然だから。そのための図書館

としての、生涯学習課としての努力をどう進め

ていくかということ、手法、それが問題だと思

う。そのあたりの、具体的な手法というのは考

えておられるわけですか。

啓発、人財育成、そして○恵利生涯学習課長

環境整備 この３つの事業内容を設けまして 10、 、

年間にわたって長いスパンで、しかも教育委員

会内、学校政策課、特別支援室、そしていろん

な他課と他の部との連携も図りながら、組織を

一つつくって、続けて、そして県民に周知でき

るように努力してまいりたいと思います。

ぜひ努力してください。○緒嶋委員

それと、県立学校の司書、エリアコーディネ

ーターの配置というけれど、県立学校には、ま

だ司書は全部いないということですか。これは

どういうふうに理解すればいいですか。

現在、図書司書という、○恵利生涯学習課長

事務職員の方々がその任を担っていただいて、

責任を持ってやっていただいております。県立

、学校にはそういう方々が配置されておりますが

学校司書という専門的な資格を持った方がまだ

いらっしゃらないということで、その方を県内

３つの地域に２人ずつ配置しまして、その方々

がその地域の県立学校に、学校図書のあり方だ

とか、学校図書と学習をつなげた探求的な学習

のあり方だとか、そういうことを伝達するとい

うことをやろうとしております。

補足ですけれども、学校○飯干学校政策課長
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司書は、改正図書館法で12学級以上の高校には

つけなければならないと あとは努力義務となっ。

、 、 、ているんですが 本県の場合 12学級以上には

定数配置で29校、11学級以下の高校には非常勤

講師等で12校、全てにおいてつけているんです

けれども、その方々が事務職員の方とか非常勤

の方で、先ほど申しましたように、 司書教諭の※

資格を持っていらっしゃらなくて、専門性がや

はりちょっと足りないと。それを補うという意

味で配置するものであります。

それは非常勤じゃなく、常勤の司○緒嶋委員

書にするということはできんわけですか。日本

一の読書県にするためには、専門の人を置くほ

うがいいと思うんだけれど。

、○西田教職員課長 県費で可能ではありますが

現在のところ、今の予算の範囲内でやるという

ところで、11学級以下を非常勤対応という形で

配置をしております。

今後の課題として、やはり日本一○緒嶋委員

の読書県を標榜するなら、それぐらいの充実が

ないと、言うこととすることが違うんじゃない

かと言われても、仕方がないわけであるので、

そこ辺は今後の課題として検討していただきた

いと思います。

進学校の高校を含めて、県立高校○中野委員

で県立の図書の平均１人当たりの貸し出し冊数

はどれぐらいですか。

昨年の５月の１カ月間の○飯干学校政策課長

調査があるんですが。その中で、５月１カ月間

の１人当たりの平均読書数が、宮崎県は２冊、

全国では1.4冊。貸し出し数ですが、これは全国

はないんですけれども、高校生１人当たりの１

年間の平均貸し出し数が、27年度の調査です

が、6.3冊というふうになっております。

ワクワクアート アーティスト○緒嶋委員

やってきた！事業。これは、予算は451万円であ

りますが、これは場所的には、地方というか宮

崎以外の地域でというようなイメージが湧くん

ですが、もうちょっと具体的に説明してくださ

い。

地域性で申しますと、基○四位美術館副館長

本的には、アート的な活動を通して地域活性化

を図ってまいりたい それにもつなげたいといっ、

たような内容ですので、イメージするところで

いうと、例えば、宮崎市の中心街とかはイメー

ジしにくいというのはございますんで、やはり

地域振興という観点から選んでまいりたいと

考えています。

改善事業というのは 今までもやっ○緒嶋委員 、

ておったということですかね。

改善事業ということでご○四位美術館副館長

ざいますけれども 県立美術館のほうは 平成20、 、

年度からこういった館の外のほうで作家さんを

呼んで、美術を展開していただくといったよう

、 、な活動をずっと続けておりまして 今回これを

前回の「 わがまち」いきいきアートプロジェク「

ト」といって３年間やったんですけれども、こ

の事業の改善事業としてさせていただくという

形になっています。

これはできるだけ継続して。31年○緒嶋委員

度までということになっておりますので、それ

までは継続されると思いますが。今後もやはり

地域の活性化とかということから言えば、でき

るだけ多くの地域、場所で継続されるというの

は大変いいことじゃないかと、そういう思いも

しますので、ぜひそういった方向で努力してい

ただきたいと思います。

それから、美術館では、29年度は、美術品の

購入の予定はないわけですか。

※80ページに訂正発言あり
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この前、彫刻作品２点を○四位美術館副館長

購入させていただける形になりまして、本当に

ありがたかったと思うんですけれども、私ども

としても、作業を進めながら、次はどうすると

いうことは、やはり一番の命題になっておりま

して、調査のほうを今一生懸命やっているとこ

。 、 、 、ろです 今回 実は 条例が改正になりまして

宮崎県立美術館として予算の限りはあるけれど

も、作品をもう一度購入するために、いろいろ

調査をさせていただいたり、お願いをしたりし

て情報収集に当たっている中で、全国的にも私

どものほうを注目していただいており、今回い

よいよ作品が動いたということで、確かに買う

んだということが全国的に知れ渡ったというこ

とで。それを契機に、また本格的に情報が入っ

てくる可能性もありますので、そういったこと

をしっかり捉まえて、ぜひいい作品にめぐり会

いたいと思っております。

じゃあ、気持ちとしては、買う意○緒嶋委員

欲が湧いてきたということですかね。

買う気は十分ございまし○四位美術館副館長

て、買う気満々で頑張らさせていただきたいと

思います。

ただ、買い損なわないようにだけ○緒嶋委員

はしてください。

済みません。１点訂正さ○飯干学校政策課長

せてください。先ほど、学校司書を県立学校39

校に配置していますが、それが事務職員であっ

たり臨時職員であったりすると言いました。そ

の方々は私が学校司書教諭の資格を持っていな

いと申し上げましたが、間違いで、その39名の

方々が司書の資格を持っていない、専門性が少

し足りないということでございます。

特別支援教育について10ページで○髙橋委員

お尋ねしていきますが、私も議会で質問をして

まいりましたので、こういった予算がついたこ

とを大変ありがたく思っています。ありがとう

ございます。

みなみのかぜについては、児童がふえたとい

うことでバスをふやします。これは問題解決で

すね。あと、くろしお支援学校は、串間からの

直行便運行で長時間通学が解消されるというこ

とで、今１便ですが、それが２便になるという

ことですが、ちなみに何分短縮になるんでしょ

う。

一応学校のほうで試○川越特別支援教育室長

算をしているところでございますが、50分前後

ではないかと。

50分前後で着くんですよ。ですの○髙橋委員

で、比較を。

現行では、80分以上○川越特別支援教育室長

をかけて通学しております。それが、直行便が

走ることによりまして、50分前後で学校に着く

のではないかと現在試算をしているところでご

ざいます。

時間短縮ですね。多分、道路交通○髙橋委員

法を守っての運行だと思うんですが、うまくス

ムーズにいっての50分だなと今、お話を聞きな

がら思いました。これは50分でも、私たちから

すれば、やはり長距離の通学時間ですよね。特

に障がいのある子どもたちだから、50分という

のは、多分最短で行けたときの時間だと思うん

ですよ。途中で何があるかわかりませんね。ト

イレ休憩があるかもしれません。そういう意味

では、私はこれを経過措置だというふうに思っ

ていまして、抜本的な解決にはなかなかこれで

は至らないだろうという思いを持っていますの

で。まあいろいろと検討されているんでしょう

けれど、今回予算をつけていただいて大変あり

がたく思っている。これから先のことも十分検
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討をされていくのかどうか、そこをまず確認を

しておきたいと思います。

喫緊の課題でござい○川越特別支援教育室長

、 、まして この長時間通学という部分については

もう数年来、要望が出ておりましたので、この

たび実現することができました。ありがとうご

ざいました。

その次でございますが、委員のおっしゃいま

すことは、おそらく串間市内のほうに日南くろ

しおの分校をというお話ではないかなと思いま

すけれども。一応私どものほうでも、長期的な

計画にはなるんですけれども、何年先になるか

はわかりませんけれども、そういったことも視

野に入れながら進めていきたいとは考えており

ます。また、保護者の方々にもそういった御意

見などを伺いながら、今後研究をしてまいりた

いと考えております。

ぜひよろしくお願いいたします。○髙橋委員

次に移ります。

、私も日本一の読書県でお話をお聞きしますが

いわゆる学力向上ですよね。やはりここに間違

いなくつながってくると思うんですよ。先ほど

もおっしゃっていましたけれど、読書力は、い

わゆる国語力、読解力を高めることになります

よね。読解力の低下が、これは今の宮崎県に限

らず、日本の子どもたちに問われている課題だ

ということで話題になっていると思います。

それで、先ほどから出ている学校図書司書で

すよね。12学級以上は29校あって、正規の図書

司書を配置されているということですが、これ

は確認ですけれど、私の母校、日南高校は12学

、 、級以上あると思うんですが 配置されていたか

ちょっと確認します。

12学級以上の高等学校に○飯干学校政策課長

は、定数配置で学校司書が配置されております

が、先ほども申しましたように、その方々が事

務職員の方であったりするわけですね。

事務職員の方はＰＴＡ雇用で兼務○髙橋委員

だというような気がしたんですが、それは私の

勘違いですね。細かなことだからいいです。

事務職員で配置しており○飯干学校政策課長

ます。

いろいろと先ほどから出ています○髙橋委員

が、結局このエリアコーディネーターの配置と

いうのは、画期的な配置、事業ではあると思う

んですよ。評価をいたしますが、ここからどう

展開をしていくかだと思うんです。やはりこの

有資格者である司書がいるのといないのとで、

子どもたちが本に魅力を感じる、そういう呼び

水となるものを提供できるかどうかなんですよ

ね。やはりそこがしっかり今後一つの課題だな

と思っています。あともう一点は、日本一の読

書県、子どもから大人まで生涯にわたってとい

うことですから、先ほどから話題に出ています

が、未設置の自治体が五、六カ所ありましたよ

ね。そこには、公民館で図書室があるからとい

うけれど ここはおそらく司書の方はいらっしゃ、

らないんじゃないかと思います 私は こういっ。 、

たところまで見れるような事業に展開をすべき

じゃないかなと。今回、県立学校に司書エリア

コーディネーターを配置されましたけれども、

これは、やはり急いだほうがいいと思うんです

よ。ことしは、もうこれで事業を始めているわ

けですけれど、本県の場合には、やはり人の配

置がどうしても弱いなと思っています。ここを

しっかり事業で取り組むことで、読書力は伸び

るだろうし、当然何年か先には、やはり学力も

向上していくと思います。ぜひここはしっかり

取り組んでいただきたいと思います。

あと、最後に、12ページのワクワクアート
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アーティストがやってきた！事業ですけれど。

地域活性化だから、宮崎市以外を選定するとい

うことで説明がありましたけれど、ありがたい

なと思いますが、１年に何カ所ぐらい考えてい

らっしゃるんでしょうか。

１カ所になります。○四位美術館副館長

先ほどから気鋭の美術作家を招聘○髙橋委員

してと２回ほどおっしゃったから、それなりの

方でお金もかかるんだろうなと思っています。

そういう意味でも450万円でもいいのかなという

思いもあるわけですが。これを３カ年でとりあ

えずはやりますよということでしょうけれど。

この予算額とは 当然来年度は いや これじゃ、 、 、

足りないよということだってあるだろうし、い

ろいろと要望もありますように、これをぜひ続

けてほしいし。１年に１カ所だったら、３カ年

で３カ所じゃないですか。そういう意味では、

もうちょっと要望を出していただいて、幅広く

、県内で事業展開できることでお願いしたいんで

いかがでしょう。

この事業においては、今○四位美術館副館長

回、気鋭のと何度も申し上げましたのは、今年

度までやっていた３カ年分の事業は、県内の作

家さんを中心として選び、それから、長い時間

をかけて制作していただき、それで、地元の人

に協力していただきながら。そして、それをつ

くるのを協力する、あるいは見るのを楽しんで

いただく、そういった形で対応させていただい

ていた事業です。

今回お願いするのは、例えば、世界を股にか

けて今現在活躍していらっしゃる方で、電話を

かけてもなかなかつかまらないような そういっ、

た方を念頭に置いておりまして、こういった方

に来ていただくには、やはりそれなりの短い時

、間で結果を出していただかなくちゃいけないし

、 、それから お金もかかるといったようなことで

、そういうものを一度やってみたいということで

。 、これをお願いする形になっております なので

かなりマスコミの注目度も上がりますし、そう

いった意味においては、発信ということも含め

まして、地域の活性化のほうにもストレートに

役立つ。なので、できれば、例えば、商店街で

もいいんですが、そのエリアにおいて人がよく

集まるような場所、そういったことを念頭に置

きながら、場所の選定とか、それから協力して

いただける市町村の選定をさせていただく、そ

ういう形になっています。１回とにかくこれを

やってみないと、後の展開もなかなか難しいか

もしれませんので、とにかく成功させたいとい

うことで、成功できると踏んで、これを出させ

ていただいています。

。 、○髙橋委員 わかりました 昨年までの事業は

西米良でしたよね。２週間とか１カ月近い滞在

期間で事業をされて、それを触れてもらうとい

う取り組みでは、これはいい事業ですねという

ことを言った覚えがあるんですけれど。それは

それでよかったですよね。それはそれで続けて

いただいて、これはこれでという思いも今持っ

たところですが、わかりました。またお金もか

かりますけれども、ぜひこれを成功させていた

、 。だいて 次につなげていただきたいと思います

ありがとうございます。

11ページの日本一の読書県。この○中野委員

事業内容で①②③がありますよね。これは、図

書館で実施する事業、それとも、本課で実施す

る事業。ちょっとそこら辺が混ぜこぜになって

いて。

お尋ねになりました①の○恵利生涯学習課長

啓発に関する事業。県民提案型モデル事業、こ

れは、本課においてモデル事業を主催される方
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を募ってやります。２つ目、県民に周知・啓発

を図る講演会、これは本課または図書館と一緒

に講演会をやっていこうとしているところでご

ざいます。子ども読書活性推進計画、これは本

課において行います。高校生ビブリオバトル、

これは学校政策課のほうでやっていただくとい

うことになります。③環境整備、図書館・学校

図書司書、先ほどのコーディネーター、これは

学校政策課関係の事業です。迅速な新図書流通

システム、これは県立図書館でございます。未

設置自治体の図書セット貸し出し、これも県立

図書館でございます。

統廃合される小中高の学校の図書○濵砂委員

室は、一緒に統合されるところに持っていって

いるんですか。

来年度、再編統合いたし○飯干学校政策課長

、 。ますけれども まだ在校生が残っていますので

いやいや、過去のものも含めて、○濵砂委員

図書はどうなっているんでしょう。

その学校、旧の学校の中○恵利生涯学習課長

で特別に必要なものだとか、新しい学校に持っ

ていっても使えるようなもの、まあ新しさだと

か古さだとかいうのもあると思うんですが、そ

ういうものをまとめて統合される学校に持って

いっているという事実があるそうです。

関連器具・備品も一緒ですか。○濵砂委員

正直、そこのところの調○大西財務福利課長

査は詳細にしておりませんが、おそらく同様に

使えるものは、新たな場所で使う。また、活用

状況で、地元での集会施設とか、それから福祉

施設とか地区の体育館とか社会教育施設で使う

、 、例も多うございますので そこで使える部分は

またそちらのほうで利用されているんじゃない

かというふうに考えております。

わかりました。また教えてくださ○濵砂委員

い。お願いします。

それから、先ほど緒嶋委員からの発言もあっ

たんですが、特別支援学校の内容。精神と知的

と身体と、３障がいですよね。その中で、先ほ

どの話の中では、知的障がいがだんだんふえて

きているという話をされましたが、発達障がい

は知的か、それとも精神か、どっちにカウント

されているんですか。

特別支援学校におき○川越特別支援教育室長

ます発達障がいの方というのは、知的障がいを

併せ有する自閉症の方ということでございます

ので、知的障がいのほうに分類されてございま

す。

いろんな精神科の医者等の話の中○濵砂委員

では、精神のほうに分類されたりしているんで

すね。福祉のほうとちょっと違うのかな。知的

障がい者に発達障がいも一緒になってカウント

されているということですね。

発達障がいの中の自○川越特別支援教育室長

閉症という方々については、知的障がいを併せ

有しますことから、特別支援学校のほうの知的

障がい特別支援学校に在籍しているということ

でございます。また、知的なおくれのない発達

障がいの方というのは、先ほど申し上げました

学校教育法施行令の22条の３に該当いたしませ

んので、特別支援学校の該当ではないというこ

とになります。

またそれも確認なんですが、精神○濵砂委員

障がいと知的障がいの割合というのは、支援学

校にどのくらいの割合で入っていますか。

いわゆる精神障がい○川越特別支援教育室長

というのは、精神障がいという病気でございま

すので、その方々の割合と、知的障がいという

障がいのある方の割合というのを比較対象する

ことはございません。逆には、精神障がいで医
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療的な加療が必要な方というのは、赤江まつば

ら支援学校の隣にございます病院、そちらに入

院された方につきましては、病弱として赤江ま

つばら支援学校での教育を受けることが可能で

あるということでございます。

もう一点。スクールバスが設置さ○濵砂委員

れていない支援学校について。全体の支援学校

が何校であるのか。そのうちのスクールバスが

設置されている学校が何校か教えてください。

本校・分校あわせま○川越特別支援教育室長

して13校ございます。スクールバスが現在運行

されておりませんのが、ちょっと計算をさせて

いただきます。まず、聴覚……。

視覚・聴覚はいいです。○濵砂委員

視覚・聴覚はよろし○川越特別支援教育室長

いですか。知的障がい、自閉症の特別支援学校

になりますと、児湯るぴなす支援学校と日向ひ

まわり支援学校、この２校にまだ未導入という

ことでございます。

それぞれの学校あるいは保護者か○濵砂委員

らの要請というのは来ていますか。

ＰＴＡなどの陳情等○川越特別支援教育室長

の項目には上がってございます。ただ、全県的

な視野に立って考えたところ、ちょっと優先順

位が低いということで、今のところ未導入とい

うことでございます。

将来は全校に設置するという計画○濵砂委員

はないんでしょうか。

特別支援教育室とい○川越特別支援教育室長

たしましては、長期的な計画になるかもしれま

せんけれど、将来、そのような方向になるとい

いがなと願っているところでございます。

平成27年度かな、図書費ががたっ○緒嶋委員

と落ちていたときがありましたね。29年度は何

冊か。これはいろいろほかのＣＤみたいなのも

あるかもしれませんが、予定としては大体どれ

。 、ぐらい購入の予定なの 金額もいろいろだから

なかなか正確にはでないだろうと思うけれど。

26年度に資料費の予算が大幅○福田図書館長

に削減されて、その後、27年度からは4,100万円

程度で、その金額でずっと維持させていただい

ております。それで買える本は、価格にもいろ

いろあるんですけれども、昨年の例でいきます

と、雑誌とか図書とかＡＶＣとか全部入れて、

１万5,000点ぐらいを購入することになります。

関連でいいですか。図書費を4,100○髙橋委員

万円に復活させましたときには、財源は基金か

。 、ら持ってこられましたでしょうか 環境森林で

そういう記憶があるんですけれど。

今、委員が環境森林でとおっ○福田図書館長

しゃった、産廃税で120万円ほどの資料費はいた

だいております。

今も。○髙橋委員

28年度まではいただいており○福田図書館長

ます。29年度も予算の中に入っています。

ぜひ仲良くやって、産廃税という○髙橋委員

のは、しっかり税金ですから、お金をもらって

ください。

459ページの特別支援学校に、医療○有岡委員

的ケアの実施事業ということで看護師を配備し

ていただいておりまして、関係者から大変喜ば

れているわけですが、もう少しその実態という

んでしょうか、内容を詳しく知りたいと思いま

してお尋ねいたします。

医療的ケアの看護師○川越特別支援教育室長

の配置についてでございます。ことしの３月１

日現在になりますけれども、８校の特別支援学

校に医療的なケアを必要とする子どもさんが在

。 、籍しておられます その内容といたしましては

たんの吸引、そして経管栄養、そして導尿、そ
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して人工呼吸器等を使用していらっしゃるとい

、 。う そういう重篤な子どもさん方でございます

通常その医療的ケアも二通りございまして、通

常対応の医療的ケアと私どもは言っているんで

すけれども、先ほど申しましたたんの吸引であ

りますとか、経管栄養でありますとか導尿につ

きましては、通常の対応でということで、22名

の看護師が現在対応をしております。あと、個

別の対応ということで、人工呼吸器を使ってい

らっしゃる子どもさんというのは、非常に重篤

な障がいのある子どもさんでございまして、な

かなか看護師では対応できないということで、

保護者の方が終始学校のほうに常駐していらっ

しゃるという状況がこれまでございました。そ

の保護者の方の御苦労といいますか、負担を軽

減するために、看護師が研修を積みまして、週

に３回、１日３時間ということで、保護者にか

わって、例えば、お昼休みどきとか銀行に行か

れるときとか、短い時間でありますが、そうい

う時間帯に保護者にかわるという、個別の対応

をする看護師が３名ということでございまし

て、25名の看護師が任用できるように予算をお

願いしているところでございます。

、 、なお その対象となる子どもにつきましては

８校に52名の医療的ケアの必要な児童生徒が在

籍しているということでございまして、約２人

の児童生徒に対して１人の看護師を配置してい

ただいておるということでございます。

ショートステイとかそういった整○有岡委員

備がおくれている関係で、大変助かっていると

いう話を聞いておりますので、ぜひ看護師の皆

さん方を大事にしながら、よろしくお願いした

いと思います。ありがとうございます。

もう一点お尋ねしたいと思いますが、生涯学

習課の関係で、実は、教育研修センターで社会

教育とか充実してきているというふうに伺って

いたんですが。生涯学習の分野で、この教育研

修センターの利活用をどのようにしていらっ

しゃるのか、以前も聞いたかと思いますが、ま

た再度、29年度に向けてどういう研修をされる

予定なのか、教えていただけたらと思います。

生涯学習課関係で社会教○恵利生涯学習課長

育主事が２名配置されておりますが、本年度、

そして来年度、社会教育に関する基礎講座、専

門講座という これは社会教育に携わる市役─

所だとか市町村の役場関係の方々、または、学

、校関係者の方もそこに加わる場合もありますが

そういう講座を実施いたします。

また、マイトライという生涯学習関係の一般

向けの講座、去年は３回でしたが、今度は６回

ですね。回数をふやして、年間を通してやる予

定でございます。

また、もう一つございます。県民総ぐるみ推

進研修会といいまして、今、事務所が３つござ

いますが、その事務所の中で、地域が総ぐるみ

で学校を支援しよう、または、地域で子どもた

ちを見守っていこうという関係者が集まった、

学校の職員も含めた研修会、このようなものも

充実してやっていこうとしているところでござ

います。

ありがとうございました。○有岡委員

委員会で支援学校にいろいろと見○中野委員

学に行ったんですよね。本当に先生方も大変だ

なと思っておる中で、やはり先生の中でも、物

すごくやりがいを感じている人と、中には全然

希望していなかった先生もおられるかなと。１

回聞いたら、大体希望された人が来ているとい

、 、う話だったけれど 本当に支援学校の先生とは

希望者が出されるもんですか。

基本的には、御希望○川越特別支援教育室長
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をされていらっしゃっているものというふうに

認識しております。

認識じゃなくて、まあ次でいいで○中野委員

す。将来的には、ああいう特殊な分野というの

は、やはり人によって違うから、専門職で採用

するようなシステム。今、専門職になっておる

わけかな。

特別支援学校につき○川越特別支援教育室長

ましては、現在、特別支援教育の免許状が必要

ということで、専門的な職種であるということ

で決められておりますので。

じゃあ人事は、ほとんど今言って○中野委員

いるそういう専門職という話でいいんですか。

それで補えない部分を、義○西田教職員課長

務とか県立の先生方が行く場合がありますが。

ただ、その場合でも、希望をした人ではないと

行かせなくて、それもやはり我々が見ても特別

支援のほうに関心が高くて、それなりの力を発

揮できるという人のみを、普通科系とかそうい

うところから特別支援学校のほうに異動をさせ

ているというのが現状です。

２班の３課につきましては、い○渡辺委員長

かがでしょうか。よろしいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で特別支援教育○渡辺委員長

室、教職員課、生涯学習課の審査を終了といた

します。

暫時休憩いたします。

午後２時27分休憩

午後２時37分再開

委員会を再開いたします。○渡辺委員長

スポーツ振興課、文化財課、人権同和教育室

の審査を行います。

議案に関する説明を求めます。

スポーツ振興課関係○古木スポーツ振興課長

について御説明いたします。

歳出予算説明資料 スポーツ振興課のインデッ、

クスのところ、473ページをお開きください。

一般会計で９億8,209万2,000円をお願いして

おります。

以下、主なものにつきまして、事項別に御説

明いたします。

476ページをお開きください。

一番上の段にあります（事項）スポーツ施設

管理費でございます。２億9,973万2,000円を計

上しております。

主なものといたしましては、説明欄の１、施

設管理運営費（指定管理者）でありますが、こ

れは、県総合運動公園有料施設や県体育館、県

ライフル射撃競技場の管理運営を指定管理者へ

委託するための経費でございます。

次に、中ほどにあります（事項）保健管理指

導費でございます。4,501万8,000円を計上して

おります。

主なものといたしましては、説明欄の２、県

立学校児童生徒保健管理指導でありますが、こ

れは、県立学校に在学する児童生徒の各種健康

。診断や心臓検診などに要する経費でございます

続きまして、その下にございます（事項）学

校安全推進費でございます。１億4,502万円を計

上しております。

次の477ページをごらんください。

説明欄の１、日本スポーツ振興センター共済

事業でありますが、これは、学校管理下での児

童生徒の負傷や疾病などに対する医療費等の給

付などに要する経費でございます。

続いて、その下にあります（事項）体育大会

費であります。１億7,577万4,000円を計上して

おります。
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主なものといたしましては、説明欄の１、国

民体育大会経費でありますが、これは、主に、

国民体育大会及び九州ブロック大会へ県選手団

を派遣するための経費でございます。

また、同じ欄の３、県有主要体育施設整備基

本計画策定事業でありますが、これは、主要体

育施設である陸上競技場、体育館、プールの整

備に向けた基本構想を踏まえまして、より詳細

なレイアウトや機能・構造等に関する基本計画

を策定するための経費でございます。

次に、その下にあります（事項）体育振興助

成費でございます。5,420万2,000円を計上して

おります。これは、公益財団法人宮崎県体育協

会や宮崎県高等学校体育連盟などの各種団体へ

の助成や、各種大会の開催及び選手派遣に対す

る助成に要する経費でございます。

次に、その下にあります（事項）競技力向上

推進事業でございます。１億5,454万円を計上し

ております。

主なものといたしましては、説明欄の１、選

手強化でありますが、これは、競技力の向上を

図るための強化合宿等に対する支援や指導者の

養成などに要する経費でございます。

続きまして、478ページをお開きください。

中ほどにございます（事項）宮崎県スポーツ

推進基金でございます。2,650万7,000円を計上

しております。

主なものといたしましては、説明欄の２、ス

ポーツ推進事業でありますが （１）生涯スポー、

ツ推進のためのア 「 1130”県民運動ライフス、“

ポーツ推進事業」や（２）競技力向上のための

ア 「国体選手育成強化事業」などに要する経費、

でございます。

続きまして、主な新規・改善事業について御

説明いたします。

。お手元の常任委員会資料をお願いいたします

資料の13ページをお開きください。

改善事業「女性アスリート強化対策事業」で

ございます。

事業の目的・背景でございますが、本県の喫

緊の課題となっております女性アスリートの競

技力向上について、ふるさと選手や有望選手に

対する遠征費等の支援を初め 大会参加に当たっ、

ての課題解決のためのサポートなどを行うもの

であります。

次に 事業の概要でございますが 予算額は573、 、

万2,000円を計上しており、財源は全額一般財源

で、事業期間は平成29年度から31年度までの３

カ年としております。

事業内容ですが、女性選手強化支援の促進で

は、選抜チーム練習会の充実を図るためのふる

さと選手への支援や、少年種目の強化を図るた

。めの県内高校有望選手への支援などを行います

また、サポート体制の充実では、大会や遠征

等に参加しやすくなるための保育士の派遣等を

行います。

事業効果でございますが、ふるさと選手や県

、内高校有望選手への支援を強化することにより

女子の競技力向上が期待できるとともに、女性

アスリートのサポート体制を充実することによ

り、大会や遠征等に参加しやすい環境を整える

ことができると考えております。

続きまして、資料の14ページをごらんくださ

い。

改善事業「めざせ全国制覇！甲子園優勝サポ

ート強化事業」でございます。

事業の目的・背景でございますが、県民の悲

願であります甲子園優勝を目指し、引き続きチ

ームサポートを行うとともに、選手の育成・強

化を充実させるものであります。
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事業の概要でございますが、予算額は437

万7,000円を計上しており、財源は県営電気事業

みやざき創生基金で、事業期間は平成29年度か

ら31年度までの３カ年としております。

事業内容ですが、チームサポート強化事業で

、 、は 秋季大会県予選ベスト４のチームに対して

メンタルコーチ、トレーナー、栄養士等の専門

スタッフを活用した総合的なチームサポートを

行います。

パフォーマンスアップ支援事業では、チーム

の中心投手と中軸打者を育成するため、国内の

最先端研究設備を活用して、科学的な身体能力

測定や動作分析等を行います。

県中学生選抜チーム支援事業では、県中学生

。選抜チームの全国大会出場への支援を行います

事業効果でございますが、野球技術のレベル

アップに加え、チームサポートをより一層充実

させることにより、全国規模の大会での競技成

績の向上が期待できます。

また、次代を担う小・中・高校生に夢を抱か

せるとともに、県民に感動や活力、勇気や夢を

与えることができると考えております。

説明のほうは、以上でございます。

文化財課関係につきまして○向井文化財課長

御説明いたします。

歳出予算説明資料、文化財課のインデックス

のところ、479ページをお開きください。

平成29年度の当初予算額といたしまして、６

億2,031万円をお願いしております。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。

481ページをお開きください。

上から５段目の（事項）文化財保護顕彰費

に、7,311万4,000円を計上しております。

主なものといたしましては、説明欄の８、西

都原古墳群調査整備活性化事業の2,277万7,000

円であります。

この事業は、西都原古墳群内の古墳の発掘調

査や復元工事、また陵墓参考地周辺域の調査な

どを行い、西都原古墳群の利活用の一層の促進

を図っていくものであります。

次に、同じ説明欄の11の「めざそう神楽の世

界無形文化遺産！みやざきの民俗芸能活性化事

業」と、その下の12、新規事業「ひなた文化資

源創出事業（文化財を活用した地域づくり 」）

につきましては、後ほど委員会資料で御説明い

たします。

続きまして、次のページ、482ページをお願い

いたします。

上から３段目の（事項）埋蔵文化財保護対策

、 。費に １億1,496万1,000円を計上しております

主なものでありますが、説明欄の４、埋蔵文

化財発掘調査の8,643万9,000円であります。こ

の事業は、都城道路などの国道や東九州自動車

、道関連の建設に伴う発掘調査や報告書の作成を

国土交通省や西日本高速道路株式会社などから

委託を受けて行うものであります。

続きまして、その下の（事項）埋蔵文化財セ

ンター費に、3,222万2,000円を計上しておりま

す。

主なものといたしましては、説明欄の１、管

理運営費でありますが、これは、埋蔵文化財セ

、ンターの光熱水費や設備の保守管理委託費など

維持管理に要する経費であります。

また、同じく４の改善事業「みやざきの古墳

保護・活用事業」に、399万7,000円を計上して

おります。これは、これまでに確認しました未

指定古墳や重要な価値を持つと思われる古墳を

対象に、発掘調査や地中レーダー探査によりそ

の価値づけを行い、情報発信のためのデータベ
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ースを作成するとともに、古墳の保護啓発のた

め、広く一般県民を対象とした発掘調査や整理

作業などの古墳の調査体験を実施するものであ

ります。

次に、同じページの一番下の（事項）博物館

、 。費に １億8,224万8,000円を計上しております

主なものといたしましては、次のページ、483

ページをお願いいたします。説明欄の２、管理

運営費でありますが、これは、総合博物館の光

熱水費や設備の保守管理委託費など、維持管理

に要する経費及び展示解説員の報酬等でござい

ます。

また ５の総合博物館老朽化対策事業に 5,222、 、

万6,000円を計上しております。これは、総合博

物館の民家園の消火設備が老朽化したことによ

り、設備の更新等を行うものであります。

次に、その下の（事項）博物館教育普及費

に、1,784万7,000円を計上しております。

主なものとしましては、説明欄の１、特別展

費でありますが、これは、県民の皆様に自然や

歴史への理解や関心を深めていただくことを目

的といたしまして開催するものであります。

なお、平成29年度は、仮称でありますが 「日、

本南極観測60周年記念南極展」など３回の特別

展を計画しております。

続きまして、その下の（事項）博物館資料整

備費でありますが、3,364万8,000円を計上して

おります。

主な事業といたしましては、４の「民家園文

化財再生・伝世事業」でありますが、2,873

万6,000円を計上しております。この事業は、総

合博物館にあります江戸時代に建てられました

民家４棟のうち、県指定文化財の２棟につきま

して、平成28年度から29年度の債務負担により

改修工事等を行うものであります。

事業の内容としましては、カヤぶき屋根のふ

きかえなどの保存修理工事や保存修理技術の伝

世のための記録映像の作成、見学会を実施する

ものであります。

次に、その下の（事項）考古博物館費に、１

億2,190万8,000円を計上しております。

主なものといたしましては、１の管理運営費

でありますが、考古博物館の光熱水費や設備の

保守管理委託費などの維持管理に要する経費で

あります。

また、２の西都原考古博物館老朽化対策事業

でありますが、西都原古墳群遺構保存覆屋の屋

根が老朽化により雨漏りが発生したため、修繕

工事を行うものであります。

次に、資料が変わりますが、文教警察企業常

任委員会資料をお願いいたします。

15ページをお開きください。

新規事業「ひなた文化資源創出事業（文化財

を活用した地域づくり 」であります。）

１の事業の目的・背景でありますが、まず、

県内の各地域にあるさまざまな文化財と観光資

源をつなぎ合わせ、地域の歴史や文化の特徴を

表現した「ストーリー」をつくり、文化庁が認

定する日本遺産を目指します。そして、作成し

たストーリーを、東京オリンピック・パラリン

ピックなどに向け情報を発信し、県内への観光

客の誘導を図ります。

また、ストーリーを作成するときに、新たに

掘り起こされた文化財の調査や評価を行い、指

定措置を図るなど、さらなる文化財への保護・

啓発につなげます。

この日本遺産についてでありますが、次の16

ページをお願いいたします。中ほどの（参考）

日本遺産と書いてあります枠内をごらんくださ

い。



- 90 -

平成29年３月14日(火)

１ 主旨でありますが 平成27年度から始まっ、 、

た文化庁の事業で、文化財を従来の保存優先だ

けではなく、名勝や祭り、食文化などの観光資

源と組み合わせ、外国人にもわかりやすい地域

の歴史や文化の特徴を表現したストーリーを作

成・発信して、観光や地域の振興を図るもので

あります。

２の概要でありますが、東京オリンピック・

パラリンピックが開催される2020年までに全国

で100件が認定される予定で、現在まで37件が認

定されております。残念ながら、まだ本県の認

定はございません。

予算につきましては、資料のとおりでありま

すが、認定されれば国からかなりの金額が交付

されることになります。

また、スケジュール、申請書類につきまして

は、ここに記載されたものとなっております。

３の認定例には、これまでに認定になったも

のの中から、タイトル名、構成自治体、ストー

リーの内容の概要を記載しておりますので、ご

らんいただきたいと思います。ここでは、村上

海賊をテーマにしたものを例示しております。

、 、それでは 15ページにお戻りいただきまして

２の事業の概要をごらんください。

予算額は339万6,000円、財源は県営電気事業

みやざき創生基金で、事業期間は平成29年度で

あります。

事業内容でありますが、まずストーリーの検

討・作成を行います。これは、県と市町村の文

化財や観光、地域振興担当課と連携して行いま

す。そして、文化庁調査官などを招聘して、ス

トーリーを構成する文化財の調査を行います。

また、情報発信としまして、スマートフォン

に対応したホームページの改良や誘導ナビゲー

ションの作成を行います。

３、事業効果でありますが、ストーリーを通

して、地域の魅力や価値に対する地元住民の理

解が深まり、郷土を誇りに思う機運を醸成する

ことができます。

また、今まで知られていなかった地域の歴史

などの情報を、より効果的に発信し、観光客等

の誘導を促すことにより、観光の振興や地域づ

くりに寄与することができます。

さらに、県内各地の新たな文化資源の掘り起

こしにより、文化財の保護を推進することがで

きます。

この事業のイメージは、次の16ページの上に

あるポンチ絵をご覧いただきたいと思っており

ます。

続きまして、17ページをお願いいたします。

「めざそう神楽の世界無形文化遺産！みやざ

きの民俗芸能活性化事業」であります。

事業の目的・背景でありますが、神楽のユネ

スコ無形文化遺産の登録を目指して、調査研究

や映像記録、情報発信を行うとともに、県外の

国指定神楽保存団体との連携を進めます。

また、県内の民俗芸能の保存・継承のため、

体験事業や継承者の育成・支援を行います。

２の事業の概要をごらんください。

予算額は1,159万6,000円で、財源は、一般財

源931万6,000円と芸術文化振興基金助成金228万

円であります。

事業期間につきましては、32年度までであり

ます。

事業内容でありますが、まず、①「めざそう

世界無形文化遺産！みやざきの神楽魅力発信事

業」につきましては、県内外の有識者で構成す

る神楽魅力発信委員会による調査研究を進め、

基礎資料の蓄積を行います。

また、神楽の映像を県庁ホームページに公開
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し、県内外に本県の神楽の魅力を発信いたしま

す。

昨年11月に、九州の国指定神楽保存団体10団

体と神楽ネットワーク協議会を設立いたしまし

たが、今後さらに県外の神楽団体との連携を進

め、ユネスコ無形文化遺産の登録に向けた推進

体制の構築を図ります。

また、②「文化財伝承活動支援事業」としま

しては、民俗芸能保存団体等が行う継承者の育

成や用具整備等の支援を行いますとともに、文

化財愛護少年団との交流活動や民家園を活用し

た民族文化体験事業を実施いたします。

３の事業効果につきましては、神楽の映像を

県庁ホームページに公開することで、県内の神

楽の価値が再認識され、保存・継承の促進及び

神楽を支える県民意識の醸成が図られます。

また、九州管内の国指定の神楽保存団体が連

携し、国内外に神楽の魅力をアピールすること

で、ユネスコ無形文化遺産の登録に向けた推進

体制の構築が図られます。

さらに、民俗芸能の学びや体験を通して、県

民が郷土の民族文化に対する理解を深め、ふる

さと宮崎への愛着や誇りを育むことができると

考えております。

文化財課関係は以上でございます。

人権同和教育室の当○米村人権同和教育室長

初予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の人権同和教育室のイン

、 。デックスのところ 485ページをお開きください

一般会計で973万9,000円をお願いしておりま

す。

以下、事項別に御説明いたします。

487ページをお開きください。

上から５段目にあります（事項）人権教育総

合企画費に、736万円を計上しております。

、 （ ）主なものといたしまして 説明の欄１の １

「人権啓発資料作成事業」でありますが、これ

は、児童生徒と保護者等が人権についてともに

話し合うための資料「ファミリーふれあい」を

作成するものであり 学校や家庭での活用を図っ、

ているところでございます。

次に ２ の中学生の人間関係づくり コミュ、（ ） 「

ニケーション能力」育成事業でありますが、こ

れは、中学生にピア・サポート活動に関する知

識や技能を身につけさせることでコミュニケー

ション能力を育成し、仲間とともに支え合う人

権感覚を持った人づくりを目指すとともに、一

人一人が大切にされる学校風土の醸成を図る事

業でございます。

次に （事項）人権教育連絡調整費に237万9,000、

円を計上しております。これは、人権教育の円

滑な推進を図るために、市町村教育委員会や人

権教育関係団体との連絡調整、人権教育の状況

等の調査・指導に要する経費であります。

人権同和教育室からの説明は、以上でござい

ます。

ありがとうございました。２課○渡辺委員長

１室の説明が終了いたしました。

質疑はございませんでしょうか。

委員会資料のほうでお尋ねしてい○髙橋委員

きますが、まずは13ページ、女子アスリート強

化対策事業。補正のときに説明があって記憶に

あるもんだから、ちょっとお尋ねするんですけ

、 。れど 予算額は28年度と同額だと思うんですよ

、 。昨年28年度は 執行残があったじゃないですか

今回それなりの事業内容を改良されてのトライ

でしょうから、どの辺を強化されたのか、今一

度説明をお願いいたします。

、○古木スポーツ振興課長 予算につきましては

昨年度は、実は、世界に輝くアスリート支援プ
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ロジェクトという、ことしも継続なんですけれ

ど、その中のはばたけ！女性アスリート事業と

、 。いうことで 予算としては365万円でありまして

それで、今回はそこを取り出しまして、そこの

、 、部分 女性アスリートをやはり強化することが

本県の喫緊の課題であるということで、改善事

業として充実をさせたということなんですが。

充実させた部分はどこかといいますと、この事

業内容で申し上げますと、昨年度実施していま

したのは、この①の女性選手強化支援の促進の

国体新種目に係る強化費の支援 ここはもう─

昨年も実施しておりました。それと、②のサポ

ート体制の充実ということで、女性のママさん

アスリートが子どもさんを連れていく保育士の

派遣等の２つを昨年はやっておりまして、補正

でちょっと余ったというのは、この②のサポー

トの部分でありまして、今回はここを少し削り

ました。その分、①のア、イ、ウの強化費の部

分の予算をふやしまして、強化費を特にふるさ

と選手の支援、あるいは県内の高校有望選手へ

の支援、県外遠征・強化合宿への支援という言

葉になっておりますが、これは、実際は、それ

ぞれ強化合宿等の遠征費ということで御理解い

ただければ。ここを充実させて、まずはやはり

、 、対外試合 練習試合を充実させることによって

女子の競技力を向上させようというところで、

新しく充実させたというところでございます。

よくわかりました。ふるさと選手○髙橋委員

への支援を手厚くされたということで、遠征費

が、やはりおもしになっている部分があるもん

ですから、そういった意味では、しっかりと事

業を取り組んでいただきたいと思います。

あと、続けて、次のページのめざせ！全国制

覇！甲子園優勝なんですが、この事業は何年目

になりますかね。

最初に始めましたの○古木スポーツ振興課長

が、平成24年からですね。24、25、26で甲子園

優勝プロジェクトという名前で３年間実施いた

しました。そして、27年度が１年空きまして、

、そのときにいろいろ御意見等をいただきまして

昨年28年度に、この甲子園優勝サポート事業と

いうことで、知事の宮崎新時代へのチャレンジ

枠という、今回もそうでありますが、電気事業

のみやざき創生基金のほうの予算で１年事業と

して28年度は取り組みまして。今年度さらに

ちょっと充実をさせていただいて、また新たに

改善ということで出させていただいていますの

で、年数からいいますと、１年飛びますけれど

も、５年目になろうかと思います。

決勝は戦ったわけですからね。そ○髙橋委員

ういう意味では、あと一歩というところなんで

しょうけれど。ちなみに、どこに変化を入れた

というか、力をいれているところを説明くださ

い。

この14ページの事業○古木スポーツ振興課長

、 、 、内容でいきますと ①と② ③とございますが

①、③については、昨年度も行ったところでご

ざいます。②のパフォーマンスアップ支援事業

というのがありまして、投手、中軸打者に対す

る科学的な身体能力測定や動作分析と書いてい

ますが、具体的には、鹿屋体育大学のスポーツ

パフォーマンス研究棟というところがありまし

て、今年度、スポーツ・観光対策特別委員会の

ほうがそこに調査視察に行かれまして、うちの

スポーツ振興課の職員も行きました。そこに日

本でも非常にトップレベルのそういった機器が

あると。ほとんどプロの選手が使っているとい

うことなんですけれど、これを使ったらどうか

というような御意見等もいただきまして。ぜひ

この中心となる投手、中軸打者、人数的にはベ
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スト４のチームからそれぞれ４名、16名ぐらい

なんですけれども、２回ぐらい行って、動作分

析等をしっかりやって、いい投手、いいバッタ

ーをしっかりつくって、中軸になる選手をつく

ることが、やはり強いチームをつくることじゃ

。 、ないかと 今ちょうどＷＢＣがあっていますが

武田投手とか青木選手のような中心選手を育成

、 、して ぜひ全国にというところの思いを持って

こういった取り組みを入れたところでございま

す。

予算額は余り変わっていないんだ○髙橋委員

ろうなと思うんですけれど、いわゆる基準を設

けないといけないものですから。ベスト４とい

うのが、たしか基準としてあったと思うんです

が、ただ、いいチームなんだけれど、中には何

かちょっとアクシデントがあって進めなかった

ところもあると思うんですよ。いわゆる復活で

すよね。５チーム目を何とか考えることがあっ

てもいいんじゃないか。いわゆる21世紀枠じゃ

ないけれど、ああいうイメージの。ローカル21

世紀枠ですよね。そんなのをやらないと、この

チームはピッチャーもよくて、ひょっとしたら

狙えるよというところを支援できない場合もあ

るんじゃないかと思う。その辺はどう考えてい

らっしゃいますか。

本当は、そういった○古木スポーツ振興課長

チームをたくさん支援したいというのはあるん

ですけれども。一応ベスト４ということで区切

らせていただいているのは、実は、これは県も

そうですけれど、高野連のほうも、やはりそれ

ぞれそういった競技力向上の取り組みをされて

いますので、そのあたりはすみ分けをして、県

としては、この秋の大会のベスト４で、このチ

ームである程度限定して継続的にここをつくっ

ていこうと。そのほかの学校等については、高

野連のほうもそういった取り組みをしています

ので、そのあたりは役割分担をして、こういっ

た事業を組んだところでございます。

役割分担になるんですね。わかり○髙橋委員

ました。

、 、それと 次のページの文化財課になりますが

ひなた文化資源創出事業。これは、16ページで

も説明がありましたように、過去に本県も市町

村でチャレンジをした経緯があるということで

すが。これは新規事業ですけれど、県が支援を

するというのは初めてだということで新規事業

なんですかね。日本遺産を目指すために、この

事業を今回新規でされているじゃないですか。

今まで市町村がトライをするときに支援はな

かったんですか。

これまでも４件、県も絡ん○向井文化財課長

でおります。一緒に検討会に入ったり、あるい

は文化庁に一緒に行って協議しましたが。予算

化したのは初めてでございます。

、○髙橋委員 今まで支援はしてきたんだけれど

予算化したのは初めてだということで。

はい、そうでございます。○向井文化財課長

わかりました。こういうことです○髙橋委員

よね。やはりお金を伴う部分があるわけですか

ら。宮崎は神話の里で、いろいろストーリーは

ありますよね。海幸、山幸などいっぱいあるわ

けで。県内にも結構素材はあると思うんで、ぜ

ひ世界遺産を目指した取り組みをお願いしたい

と思います。

スポーツの話ですけれど、世界の○中野委員

アスリートとか、話がでかいと思うのね。まず

日本の、その前の九州のぐらいでいい。まあそ

れはそれとして。

、 。私は やはり指導者だと思っているんですよ

今、周りを見ていると、リトルリーグは結構親
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が一生懸命になってやっておる。要は、中学校

に行った途端に指導者がいないという話。話を

聞くところによると、野球とかそれなりの指導

者を外部から招聘してもいいようになっている

と聞いているけれど、その予算というのは、こ

こではどこに入っておるわけですか。

今、外部指導者とい○古木スポーツ振興課長

う方をかなりお願いをしております。一応中学

校でいいますと、ベンチ入りをするということ

で、中学校体育連盟に登録されている指導者だ

けで県内で390名ほどいます。それ以外、ベンチ

には入らないけれど、時間があるときには指導

に行かれますという方を含めれば、もっと数に

なるんですけれども。この予算については、実

は、県として特に手当をしておりませんで、ほ

とんどそれぞれの学校で、あるいは部活動で対

応されているというのが現状でございます。

ということは、学校のＰＴＡ会費○中野委員

とかそういうところから出しているということ

ですか。

これは学校によって○古木スポーツ振興課長

さまざまであると思いますが、学校としてそう

いった方に支援をしている学校もあれば、もう

部活動内でお願いをしているというところも

あったり、基本的には、それぞれ学校、部活動

によってさまざまではないかなというふうに

思っています。

中学校の部活動で、体育の先生だ○中野委員

けでは。体育の先生も野球の専門じゃない、全

体の体育系の先生だろうし。指導者によってか

なり違うな。そこ辺はもうちょっと積極的に教

育委員会、町村教育委員会等を含めてですよ。

リトルリーグでやった人に、途中に手を入れな

いで高校になってやるということで、それは一

貫性がないという話。そういう話を聞くんです

よね。もうちょっとそこ辺を何かしっかり体制

をつくるべきだと私は思っているけれど。

現在、部活動につい○古木スポーツ振興課長

ては、学校の職員だけではなかなか難しいとい

うことで、国のほうも部活動指導員というのを

導入をということで、今、検討がなされており

ます。聞くところによると、この４月にはそう

いう法的な位置づけをするということも聞いて

おりますが、そのあたりも含めて、県としても

国の動向を見て、部活動指導員というものを、

また研究を今しているところでございます。

もう学校によって部活動もできな○中野委員

いぐらい人数が減っている。運動会は、半分は

親が出て、やっとやっている。残っているとこ

ろはもう知れているわけだから、せめて。都合

が悪くなると国の動向とか何とか言うけれど。

やはりちゃんとそういうアスリートを育てると

いう、そこ辺からやらなきゃね。もうちょっと

積極的に考えたらどうですか。やはり途中で抜

けるわけ。

うちとしても、数は○古木スポーツ振興課長

少ないんですけれど、実は、今１巡目の国体の

ころに採用された選手の方々が、非常にすばら

しい指導者が退職を迎えている時期になってお

ります。そういった方をぜひ学校に派遣すると

いうので、今、スーパーアドバイザー派遣事業

ということで、部活動にそういった、例えば、

中学校・高校で活躍された指導者の方とか、あ

るいは、水泳の久世コーチですね。松田丈志選

手のコーチ。そういった方を学校に年間60回ぐ

らい派遣して、サポートをするというような、

まあ数的にはまだ今５名なんで少ないんですけ

れども、そういった取り組みも始めさせていた

だいているところでございます。

ぜひやはり積極的に。それと、何○中野委員



- 95 -

平成29年３月14日(火)

かというとスーパー何とかとか、名前だけがギ

ラギラしていて、中身が全然伴わない。もう

ちょっと現実的にあるようなネーミングを考え

てほしいな スーパーティーチャーは今どうなっ。

たと思う。全然何も聞かないでしょう。どこに

行ったのかわかんないけれど。スーパーアドバ

イザーとか、スーパーばかりついていて、中身

はスーパーじゃないので。

世界に誇る文化遺産の西都原なん○濵砂委員

ですが、もうそろそろ世界遺産の候補に予定さ

れてもいいんじゃないかと思うんですけれど、

状況はどんなですか。

、 、○向井文化財課長 今現在 世界遺産は1,052件

日本で20件となっております。この世界文化遺

産登録には絶対条件というのがございまして、

暫定リスト入りしなければいけないというのが

あります。この暫定リストについては、平成18

年度、19年度に公募して見直し、これが最後の

見直しになっておりますけれども、それ以降、

暫定リストについて見直しは行われておりませ

ん。そして、文化庁とも協議を重ねております

けれど、この暫定リストについて、今のところ

。見直しは考えていないというところであります

ただし、昨年、国立西洋美術館が暫定リスト入

りから登録になりまして、この暫定リストも９

件となっております。10件を切る状況になって

おります。

今後、10件を切ったということで、こちらと

しては、何がしかの暫定リストの見直し等が行

。われるのではないかと考えておりますけれども

そういった文化庁が暫定リストについて見直し

、 、をしたときに いつでも手を挙げられるように

今、市町村と勉強会をやったり、記紀編さん推

進事業室等と勉強会をやったり、そういったこ

とで、今、構成資産の検討あるいは提案書の検

討をやっているところでございます。いつとい

うことは、まだ非常に高いハードルがございま

す。

暫定リストに載っていて、もう８○濵砂委員

年も９年も登録されていない。後から載って登

録されたというところがあるでしょう。

記憶では、今一番古いもの○向井文化財課長

で、鎌倉が1995年に暫定リスト入りになってい

ます。それ以降、幾つか出てきておりますけれ

ども 昨年の西洋美術館は かなり後からになっ、 、

たものだと考えております。

世界遺産に向けて頑張ってくださ○濵砂委員

い。

それから、17ページ。めざそう！世界無形文

化遺産。この中で、国指定の神楽保存団体と連

携するということなんですが、県内には何団体

ぐらい。

207ございます。207の神楽○向井文化財課長

保存団体がございます。

全部が国指定ですか。○濵砂委員

国指定が４件ございますけ○向井文化財課長

れども、その４件の神楽団体が58ございます。

ちょっとわかんない。○濵砂委員

例えば、高千穂神楽でござ○向井文化財課長

いますと、各地域ごとにございます。一応高千

穂の夜神楽ということで指定になっているわけ

ですけれど、各地域ごとに幾つもありまして、

それを全てあわせると、国指定で58ということ

でございます。

スポーツ振興課、総合型地域スポ○緒嶋委員

ーツクラブ育成促進事業ですが。これを多く指

定して、全体的なスポーツの育成を図らないと

いけないということだった。これは今は余り裾

野が広がっていないということですかね。475ペ

、 。ージ 総合型地域スポーツクラブ育成促進事業
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今、総合型スポーツ○古木スポーツ振興課長

クラブにつきましては、県内では32のクラブと

なっております。委員が御指摘のように、本年

度につきましては、今の情報では、新しくでき

たというところはございませんけれども、28年

度に２つ加わりまして、今、32のクラブという

ことになっております。

あと、市町村ごとに最低１つはというのが目

標でございますが、まだ未設置というか、未育

成地域というのが７町２村ございまして、その

あたりも、この事業の中で働きかけを、市町村

の訪問等をしながらやっているところでござい

ます。

特に２巡目の国体などがあるわけ○緒嶋委員

ですので、こういうものから機運を盛り上げる

ために。子どものスポーツに対する関心、また

体力の増強にもつながるわけだから、やはり少

なくとも各市町村に１つは何とかつくって。こ

れは、市町村の教育委員会の努力も足りないん

じゃないかなという気もしますので、そのあた

りをやはり県の教育委員会、スポーツ振興課が

積極的に前に出て頑張らないといけないんじゃ

ないかと思っているんですが、どうですかね。

委員がおっしゃると○古木スポーツ振興課長

おりで、なかなかまだ進んでいないところを見

ますと、やはりリーダーになる人が、キーマン

がいないということで。人材育成として、アシ

スタントマネージャーの講習会等も県のほうで

行っておりますし、また、市町村のほうに、我

。々が足を運んで御理解をいただくというところ

それと、山村部につきましては、過疎というこ

とで、そのあたりのところで大きな課題は抱え

ていると思います。委員がおっしゃるとおり国

体がありますが、国体のときも正式競技は約40

競技なんですけれども、それ以外に公開競技で

あるとか、あるいは、デモンストレーションス

ポーツというものも国体にはございまして 全26。

市町村、何らかの形で盛り上げるということが

出てきますので。そういった意味では、この総

合型スポーツクラブというのは、今後やはりそ

ういうところとの連携を図っていくのが大切で

あるというふうに考えております。

それと、児童の健康が管理指導の○緒嶋委員

中に入るのかわからないけれど、この前も質問

で出ておりました歯のフッ素塗布ですかね。こ

れは、ある校長に聞いたら、保健教諭というん

ですかね、あの人たちがなかなかそれをやる気

にならないと。校長が言っても、担当の職員が

その気になって進めないと全体的に動かないと

いうようなことも。それは校長の指導力がない

といえばそれまでですが。そういうことを聞い

たんですけれど、やはり、歯というのは一生人

間につきまとうものですわね。もう極端に言え

ば、歯がなくては生活できないわけですから。

そういうことを考えると、これはもうちょっと

積極的に。フッ素が体に影響があるとかいう人

もおるから進まないのかなと思うんですが。こ

のあたりはもうちょっと積極的に進めるべきだ

、 、 、と思うんですけれど 今 学校の数でいったら

どの程度このフッ素を塗布しておるわけですか

ね。

27年度の実施状況で○古木スポーツ振興課長

申し上げますと、実施している市町村が12市町

村ございます。全部の学校がやっているという

ところは９市町村でございます。一部実施が３

市となっておりまして、まだ実施をしていない

市町村というのが14市町村ということでござい

ますので、全体的にいうと５割弱といったとこ

ろでございます。

これは、実際それを塗布したとこ○緒嶋委員
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ろの効果というか、それが出てきて、説得力が

あるものをもって指導をしないと。あなたのと

、ころはしていないから何とかしてくださいじゃ

なかなか前に進まないと思う。完全に実施して

おるところの子どもたちの歯の健康状態と、そ

ういうものを塗布していない地域の子どもたち

の差がおそらくあると思っているんですが、そ

ういう調査はされたことはないんですか。

、○古木スポーツ振興課長 そこにつきましては

健康増進課のほうが進めておりますけれども。

そことの連携で、各学校で取り入れていただく

には、今、委員がおっしゃったように、一つは

安全性の問題がありますが、これは学校のほう

。も最近はかなり御理解をしていただいています

もう一つは、やはりやることによってどれだけ

の効果があるのかということで、特に先進的に

やっております、例えば、川南町であるとか宮

崎市におかれましては、そういった効果の検証

を。年数がたっておりますので、今、そこを始

めていますので、そのあたりの客観的なデータ

を健康増進課のほうからいただいて、そこをま

た各学校あるいは市町村のほうに示していきた

いというふうに今は考えているところでござい

ます。

やはりぜひ。私ももう70過ぎて、○緒嶋委員

虫歯で歯がなくなってもいいんだけれど、半年

に１回、今でもやっておると、もうほとんど私

、 。は自分の歯で 入れ歯がほとんどないんですよ

それは、やはりフッ素のおかげだろうと自分で

は思っておるわけですね。ですから、絶対にこ

れは効果があると 私自身は自分の体験から思っ、

ている。だから、私がもう70を過ぎてるから、

健康に害があるということはちょっと言えない

のじゃないかと思うので。まだ将来がある子ど

もの健康のために。歯というのは、やはり学力

。にも影響があるんじゃないかと思うんですよね

人間の生きる基礎だと思いますので、そういう

意味では、これは積極的に進められれば、理解

は得られるんじゃないかなというふうに思いま

すので、今後の皆さん方の努力に期待を申し上

げたいと思います。

それから、めざそう！神楽の世界無形文化遺

産。これは、この前、博物館でも高鍋神楽を屋

外で、古民家のすぐそばの庭園でされたという

話があるんですけれども。やはり宮崎県では、

地域性から、ほかのところに比べて物すごく多

いのが神楽だと思うんですね。だから、この神

楽を中心に世界無形文化遺産に登録させるとい

う努力は、やはり積極的に進めるということが

必要だと思うんですけれども、博物館、この前

の手応えはどうですかね。ちょっと聞かないと

いけないだろう。

この前、博物館で高鍋神○長友総合博物館長

楽を２月にやらさせていただいたところでござ

いまして。児湯地区の６社が連合して舞ってい

ただくということなんですけれど、椎葉の民家

の前で山を組みまして、33番のうち12番舞って

。いただくという形でやったところでございます

観客のほうは、素人の方も含めて、約500名以上

の方が来ていただいて見ていただくということ

で。ちょっと御意見を伺ったりしますと、内容

がよくわかった、踊り方がわかったとか、文化

がよく伝わってきたというようなお言葉をいた

だいたところです。そういう形で、文化的にも

中身がしっかりしているものですから、また世

界遺産のほうについても進んでいくようにとい

うことで、地域の方も望んでいらっしゃいまし

たし、博物館としてもそういう考えでおるとこ

ろでございます。

神楽については、高千穂の神楽を○緒嶋委員
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中心に世界文化遺産に、宮崎県全体、九州全体

も網羅したような組織にするというような話も

ちらっと聞いたんですが、これはどうなってお

るわけですかね。

今、九州の神楽、これは国○向井文化財課長

指定の神楽が10団体ございます。それと連携を

組んでやっておりますけれども。ユネスコ世界

無形文化遺産ですけれど、これは全国一律に一

緒にやっていきたいと、文化庁のほうは考えて

おります。今、全国で国指定のものが37神楽ご

ざいますので、そういったところと今後、連携

を強めていきたいと考えております。

わかりました。努力していただき○緒嶋委員

たいと思いますが。

それと、もう一度スポーツ振興課。競技力向

上で、小学生の有望な選手というか、子どもを

ピックアップして、体力検査やらをやられたと

いうことでありますが、これは今どのように進

んでおるわけですか。

宮崎ワールドアスリ○古木スポーツ振興課長

、 、ート発掘・育成プロジェクトということで 今

１期生が50名ということで、１年間、月に大体

２回程度、プログラムをしながらやっていると

ころでございます。今年度オーディションをし

まして、２期生というのが今、48名内定をして

いるところです。中身としましては、各能力開

発ということで、特にコーディネーション能力

ということで、簡単に言いますと、よく運動神

経と言われる自分の体のさばき方ですね。その

あたりの調整する力というものを伸ばすトレー

ニングを、ドイツの方を中心にやっていただい

たり、あるいは、いろいろな競技を体験させて

います。１年間で約10競技ほどですね。いろい

ろな競技を体験して、どんな競技に向いている

のかというようなこと。そして、ファミリープ

、 、ログラムとして 栄養学とかそういったものを

栄養士の先生に来ていただいて、保護者につい

てのプログラム等々をしながら、今、１年終了

したということで。今度また２年目に向かうと

いうことで、１年間の総括というか、いろいろ

それぞれの子どもについてのデータ等を保護者

の方にお渡ししながら、次の年につなげていく

というような状況でございます。

この子どもたちは、その１年だけ○緒嶋委員

で終わるわけですか。毎年何か将来に向かって

その人を育成するというような仕事じゃないわ

けですか。

小学校４年生と小学○古木スポーツ振興課長

校６年生を対象に募集して、今年度１期生とい

うのは、小学校５年生と中学１年生です。最終

的には、中学３年生までずっと追っていって、

中学３年生までの中で自分の適したスポーツに

つなげていくというのを目標にしています。

それは、毎年新しく四、五十人ず○緒嶋委員

つ選抜するというか、そういうことで進められ

るわけですか。

そういうことでござ○古木スポーツ振興課長

いまして、２期生が今回、小４と小６が入りま

すので、次年度は小学校５年、６年、中１、中

２がそろいます。来年度で４年生を募集して、

全て５学年そろうと。そのローテで各学年ずっ

と中３までいくというような流れになります。

であれば、それが各学年そろった○緒嶋委員

ら、４年生のときに50人ずつ選抜すれば、ずっ

と延長できるということですね。

そうでございます。○古木スポーツ振興課長 ※

これも名前がワールドアスリート○緒嶋委員

だから、話が大きいと言えば大きいわけですけ

れど、そういう人が出てこないと、何でワール

※99ページに訂正発言あり
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ドとつけたのかって言われるだろうと思います

から。ぜひ言葉負けしないように頑張ってほし

いと思います。

済みません。１つだ○古木スポーツ振興課長

。 、け訂正をお願いします １学年50名ではなくて

２学年で50名ということで。今、１期生は小５

と中１がいますけれども、２学年で50名でござ

います。

わかりました。○緒嶋委員

ほかはいかがでしょうか。○渡辺委員長

今、聞いていたら、その応募をし○中野委員

た人の中から、何に向いているかを探していく

と、そんな話だったですかね。

今、もう既にそれぞ○古木スポーツ振興課長

れの子どもが自分がやっているスポーツもござ

います。そのスポーツもやりつつ、このワール

ドアスリートというので先ほど申し上げたよう

なプログラムをやりながら、その種目をやはり

最後までやっていくという子どももいますし、

途中でいろいろな競技を体験することで、適性

がほかの種目にもあるということであれば、種

目を転向していくという子どもも、両方を育て

ていきたいというふうに考えています。

そういう仕組みであると、結局、○中野委員

団体競技というのは育たないということになら

ないですか。それは、陸上とか１人競技だけの

話になりませんですか。

基本的には、個人的○古木スポーツ振興課長

なものもあります。団体のスポーツの選手もそ

れぞれの競技団体と、あるいは属しているチー

ムでやっている子どももいますので。そういう

団体種目でやるという子どもはそこでやるけれ

ども、このアスリートの中では、それを伸ばす

ための基本となるコーディネーション、どの種

目をであっても、その能力を高めることによっ

て、それを生かせるというようなトレーニング

等をここでやっていくということになります。

運動神経が発達していたら、何で○中野委員

もできるからな。どれを選ぶかというのは難し

いよ。大体運動神経いい人は、何をやらせても

うまいんで。ネーミングじゃなくて、結果を見

せてください。

477ページの国体の準備費というこ○有岡委員

とで391万2,000円を組んでありますが、おそら

く準備室に移行する中で、生かされるんでしょ

うが、どういった会合をやって、そして、この

。内訳関係をもう少し詳しく知りたいと思います

いかがでしょうか。391万2,000円の内訳になり

ます。

この国体開催準備費○古木スポーツ振興課長

と申しますのは、29年度に準備委員会を立ち上

げる予定としておりますので、この準備委員会

等に係る経費ということであります。事務局も

ありますし、また、これを立ち上げますと、準

備委員会の委員の方、総勢で200名ぐらいの方々

にも来ていただくことになりますので そういっ、

た方々の旅費であるとか、そういったものを計

上をしているところでございます。

その200名の方が一堂に集まる機会○有岡委員

があるかどうかわかりませんが、要するに、ど

れだけ濃密な準備委員会の話し合いができたか

が大事なんで。その会議をどれぐらい計画して

いらっしゃるかまで教えていただけるとありが

たいです。

今申し上げました総○古木スポーツ振興課長

会と言われるものにつきましては、今のところ

年度始めと年度終わりぐらいになろうかなとい

うふうに思っています。あと、それぞれ専門委

員会というのを立ち上げますので、例えば、総

務企画委員会であるとか、競技委員会であると

平成29年３月14日(火)
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か、今度は会場を設定をするというようなとこ

ろ等々の会議になりますが、ちょっと回数につ

いては、今のところ具体的にははっきり決まっ

てはおりませんが、定期的に年に数回は開催さ

。 、 、れる また時期によっても 本年度から来年度

再来年ということでも変わってくるかなと思っ

ております。

ぜひ準備委員会での協議をしっか○有岡委員

りやっていただきたいと思います。478ページに

アスリート支援プロジェクトというのがありま

して、これを見てみますと、選手の強化という

よりも、指導者の強化になったり、関係者の保

、 、護者の理解が深まったり そういった意味では

こういう選手の強化の中でアスリート育成支援

事業みたいなものがあることによって、指導者

、が育っているなというふうに感じていますので

。大変ありがたい事業であるなと感じております

もう一点、その流れではないんですが、人権

同和教育室のほうがなかったんで、１点お尋ね

したいと思います。487ページの194万5,000円と

いうのが、人権教育関係団体との連絡調整とい

うことでございますが、主にこの人権教育関係

団体というのは、どういった団体を示されてい

るのかお尋ねしたいと思います。

今、運動団体と研究○米村人権同和教育室長

団体とございまして、運動団体としましては、

部落解放同盟がございます。それから、研究団

体としましては、宮崎県人権同和教育研究協議

会という協議会がございますので、そこと連携

をしております。

ありがとうございました。またそ○有岡委員

ういった団体との連携も大事ですし、上にあり

ますような中学生のコミュニケーション能力の

育成、こういった分野もぜひ。今、子どもたち

は、いじめの問題が大変大きくなっております

ので、人権教育の方面もまた御指導いただけれ

ばありがたいと思っております。

先ほどの中野先生の続きなん○日髙副委員長

ですけれども、外部指導者に力を入れていただ

きたいというところがありましたけれども。例

えば、僕も今は中学生の野球の保護者なんです

けれども、中学校の野球以外に、リトルだった

り、ボーイズだったり、いろんなチームができ

ているんですね。それは、やはり結局は、中学

校の指導者が恵まれていないというところで。

やはり小学校の一部分で、中学校になったら、

もう中学校の野球、部活はやらなくていいよと

いう形で流れていっているんで。中学校の外部

指導者を入れることによって、レベルを上げる

ことによって、それがまた一つになって上に続

いていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ

ぜひ力を入れていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。

要望でいいですか。○渡辺委員長

要望でお願いします。強い要○日髙副委員長

望でよろしくお願いします。

あと、もう一つですけれど、先ほど神楽の世

界無形文化遺産がありましたけれども。僕も神

楽を舞っていて、国内、県外の方と神楽の話と

かすることもあるんですけれど、やはり県外と

なると、神楽を知っている方というのは、すご

く少ないんですよね。ですから、できたらオリ

ンピックの開会式で神楽をできるぐらいのモチ

ベーションにもっていっていただきたいなと思

います。そうすることによって、日本自体でこ

の神楽の認知度も広まるだろうし、世界無形文

化遺産に向けて一番近道じゃないかなと思いま

すので、頑張ってください。

今、情報発信は、そういっ○向井文化財課長

た県外での公演とかにつきましては、記紀編さ
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ん記念事業推進室、オリンピックでの公演等も

含めてですけれど、向こうとこちらのほうで連

携しながら進めているようなところがございま

す。実は、昨年、国立能楽堂で高千穂神楽の公

演をしたわけですけれど、あの会場が満杯にな

るぐらいということで、600席ございましたけれ

ど、その600がフルに入っているような状況で。

あと、國學院大學とかでも公演をやりましたけ

れども、全て満杯ということであります。確実

に東京での認知度は上がっているかと考えてお

ります。

ありがとうございます。○日髙副委員長

議案に関して、ほかはいかがで○渡辺委員長

しょうか。ありませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、４時が近づいており○渡辺委員長

ますが、この後、総括とその他の報告事項と、

まだかなりの時間が必要だというふうに思われ

ますので、きょうはここまでとさせていただい

て、あしたの午前中、改めて続きの審議をさせ

ていただきたいと思います。

、 、 、それでは 以上でスポーツ振興課 文化財課

人権同和教育室の審査を終了いたします。

どうもお疲れさまでした。

以上で、本日の委員会お終了します。

午後３時42分散会
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午前10時０分再開

出席委員（７人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 日 髙 陽 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 中 野 明廣

委 員 髙 橋 透

委 員 有 岡 浩 一

委 員 濵 砂 守

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 野 口 泰

警 務 部 長 新 島 健太郎

警務部参事官兼
廣 澤 康 介

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 鬼 塚 博 美

教育委員会

教 育 長 四 本 孝

教 育 次 長
片 寄 元 道

（ 総 括 ）

教 育 次 長
川 越 良 一

（教育政策担当）

教 育 次 長
坂 元 厳

（教育振興担当）

総 務 課 長 亀 澤 保 彦

財 務 福 利 課 長 大 西 敏 夫

学 校 政 策 課 長 飯 干 賢

学 校 支 援 監 金 子 文 雄

特別支援教育室長 川 越 浩 司

教 職 員 課 長 西 田 幸一郎

生 涯 学 習 課 長 恵 利 修 二

スポーツ振興課長 古 木 克 浩

文 化 財 課 長 向 井 大 蔵

人権同和教育室長 米 村 公 俊

図 書 館 長 福 田 裕 幸

美 術 館 副 館 長 四 位 久 光

総 合 博 物 館 長 長 友 重 俊

西都原考古博物館長 田 方 浩 二

埋 蔵 文 化 財
谷 口 武 範

セ ン タ ー 所 長

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 木 下 節 子

政策調査課主幹 西久保 耕 史

委員会を再開いたします。○渡辺委員長

本日は傍聴の希望が２名ありますので許可す

ることといたします。御了解ください。

本日は教育委員会の議案審議の続きを行う予

定でしたが、急遽、警察本部から報告事項があ

るということですので、委員会としてこれを了

承し、まず、警察本部長の報告を求めます。

おはようございます。本日○野口警察本部長

は、急遽、時間を取っていただきまして、まこ

とにありがとうございます。

昨日、警察官の拳銃自殺事案が発生いたしま

した。まことに遺憾でございまして、再発防止

に努めさせていただきますが、事案につきまし

て、警務部長のほうから報告をさせていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。

おはようございます。地域警○新島警務部長

察官による拳銃自殺容疑事案の発生について御

報告いたします。

当該職員は、串間警察署地域交通課勤務、男

平成29年３月15日(水)
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性巡査部長、36歳であります。

。事案の概要について説明させていただきます

当該職員は、平成29年３月14日、串間警察署

福島交番で単独で当番勤務についていたもので

ありますが、同日、午後６時12分ごろ、同交番

仮眠室において拳銃を右手に把持し、頭部から

血を流して倒れている状態で発見されたもので

あります。

本件事案の認知状況でございますが、平成29

年３月14日、午後５時50分ごろ、当該職員の奥

様から、本人と連絡が取れない旨、串間警察署

に連絡があったことから、パトカー勤務員が福

島交番に臨場したところ、発見しまして、串間

警察署に連絡、通報したものでございます。

発見したとき、仮眠室は内側から鍵がかけら

れていた状態でありまして、発見者が合い鍵を

使用して鍵を開けたと申し立てていることや、

現場の状況等から、当該職員は拳銃自殺したも

のと思われますが、自殺の原因等につきまして

は、現在、捜査中であります。

当該職員の行為は銃砲刀剣類所持等取締法違

反に抵触する事案でありますので、同法違反も

視野に、適正に捜査を行う方針でございます。

以上で、地域警察官による拳銃自殺容疑事案

の発生について御報告を終了いたしますが、ま

ことに遺憾であり、本部長がお話したとおり、

再発防止に努めてまいりたいと思います。

以上でございます。

報告が終了いたしました。質疑○渡辺委員長

が何かございますでしょうか。

本当に残念な事件ということであ○緒嶋委員

りますので、今後、こういうことが再び起こら

ないように。内部的なものを含めて、県警本部

として十分な御指導といいますか、警察官に対

する内面的なものを含めての指導を十分やって

ほしいということを要望しておきます。

、 。○渡辺委員長 ほか ございませんでしょうか

よろしいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって警察本○渡辺委員長

部を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時６分再開

委員会を再開いたします。○渡辺委員長

各課室長の説明、質疑が全て終了いたしまし

たので、これから総括質疑に移ります。

教育委員会の当初予算議案等全般につきまし

て、質疑はございませんでしょうか。

２つ、質疑をいたします。まずは○髙橋委員

県内高校生の就職の関係で、委員会資料の６ペ

ージで説明があった分で、きのう、私からも要

望した面もありましたが、７月から９月の事業

についてはできるだけ早くということで。

それで、ちょうど商工観光労働部の事業を見

ていましたら、高校２年生の保護者を対象にし

て事業をやっているんです。6,200万円の予算が

ついているんです。これを見てみたら、ほぼ事

業内容がかぶっているわけです。昔から言われ

ていたことだけれど、これは一緒にできない理

由というのはあるんですか。縦割りでいるとこ

ろを指摘されてきた経緯がありますけれど、も

うちょっとうまくやれないのかと思って質問を

いたします。

今、言われましたのは、○飯干学校政策課長

商工観光労働部の今度からやる６月の事業で

しょうか。

当初で計上してある改善事業なん○髙橋委員

ですけれど、宮崎でかなえる・つながる！高校
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生県内就職促進事業、雇用労働政策課が主管す

る6,200万円の事業です。

雇用労働政策課が企業と○飯干学校政策課長

進路担当によるワークショップとか、県内企業

ガイダンスとかを行いますけれども、商工の場

合 私立高校の支援ということで行うことになっ、

ております。

原則私立なんですけれども、その中で、県立

。のほうも参加したりするということであります

悩ましい仕分けがあるのかなと思○髙橋委員

いもしたところなんですが。県内の高校生を県

立に限らず、私立に限らず、就職してもらいま

しょうという思いは、これは共通の課題なわけ

だから、今、おっしゃったように、雇用労働政

策課が主管するこの事業でも、県立の高校生も

。 、参加を可能としているわけでしょう であれば

そこに何とか教育委員会も。恐らく連携はされ

。 、 、ると思います ただ 6,200万円と2,600万円で

。事業効果としてもうちょっと大きくなるものが

中身の深まる事業になるような気がして、質疑

をしているんですけれど。

29年度の事業はこれで僕はやってもらってか

まわないんですけれど。教育委員会が本来主体

となるべきかもしれませんが、こういう施策で

大きな事業を展開するっていうのがあるんであ

れば、もちろん一緒にやるわけですけれども、

いろんなやり方があるんでしょう。そういった

方法を今後模索していただけないかという思い

がありますが、いかかでしょうか。

来年度、前向きに考えて行きた○四本教育長

いと思います。

今までは、多分、県内の高校生の県内就職率

、というのはあまり問題になっていなかったんで

いわゆる仕分け的にそういう形でわかれていた

。 、 、と思います おっしゃるとおり ある意味では

私立であろうが、公立であろうが、高校生にと

にかく地元に定着していただきたいということ

でございますから。実質、現場ではいろんな意

味で一緒にやっている部分もあるかもしれませ

んが、事業として何か一緒にそういうことをで

きないかどうか、ちょっと模索していきたいと

思っております。

ぜひ前向きに検討いただきたいと○髙橋委員

思っています。

教育にはいろんな課題がある中で、県内就職

をとにかく上げる、これはやっぱり大きな課題

の１つですよね。よろしくお願いします。

もう一つ、また図書館のことで申し上げるわ

けですけれど。きのうも申し上げたんですが、

日本全体に言えることです。読解力が物すごく

低下しているということで。

世界レベルでの教育水準が高いということで

フィンランドが有名ですけれど、ここも一度、

６番あたりに、ちょっと落ちちゃって。原因を

探ってみたらＳＮＳです。ソーシャルネットワ

ーキングです。だから、スマホとか、タブレッ

トで、長文を見る機会が物すごく減ってきた。

、そのことが私たちの日本国内でも言えるわけで

、もちろん宮崎県内でも児童生徒の状況を見れば

そういった原因は共通していると思うんです。

、 、だから フィンランドは何をしたかというと

図書館に力を入れたらしいんです。だから、ま

た順位を上げてきたというのを、最近、ある書

きもので見たんですが。トップは御存じのよう

にシンガポールです。

、これは私の認識で申しわけないんですけれど

図書館っていうのは、どっちかと言ったら、大

衆で見たときにマイナーなんです。だから、な

かなか予算をつけるのに苦労されている過去の

経過もありました。
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ある意味、けがの功名と言いますか、きのう

も話題になっていましたけれどボンと落としま

したですよね あれは むしろ話題づくりになっ。 、

たんですよね。うまいことやったものだと思う

んですけれど。

図書館の関係でいえば、いわゆる読解力をと

にかく高めるためには図書。そして、この前、

知の共有と地域創生に行かせてもらって、一緒

に教育長も学びましたけれど。ちょっと資料を

探してみたらあったもんですから、あのとき、

きのうも話題になりました司書教諭、ここが12

学級と11学級のラインがありました。結局、高

校になると12学級っていうのは多いんです。た

だ 小学校 中学校になると 宮崎市以外に行っ、 、 、

たら、１学年１クラスが当たり前じゃないです

。 、 、 、か １学年 ２クラス ３クラスある学校って

日南で言ったら本当に少なくなりました。少子

化で。

11学級以下の学校が多いということは、司書

教諭の配置が極端に少ないんです。司書教諭の

発令状況は宮崎県で8.2％です。11学級以下にな

ると小学校で9.3％です。また、こんな資料につ

いていろいろと意見交換させてもらうといいん

ですけれど。

単なる貸し出しは資格がなくたってできるわ

けで、問題は、専門性を持って、資料をしっか

り子どもたちに提供できるか、あるいは大人に

提供できるか、そこにくると思うんです。

司書教諭について、例えばこんな配置もある

らしいです。週１回、２時間来ている人たちも

カウントしていることも聞きます。

専門性を持った人をできるだけ配置できる工

夫を、これは予算が絡みますけれど、今後そう

いった検討をしっかりやっていただけないか。

そこら辺は原課の予算が伴うことですから。こ

れはしっかり取り組んでいけば、将来、５年

後、10年後、間違いなく読解力が伸びていくと

思うんです。どうでしょうか。

司書教諭の配置について○西田教職員課長

は、12学級以上については、人事異動のときも

しっかり配慮しながら配置しています。これは

、 。正職員で入りますので 予算希望はありません

11学級以下のところは、この前、私も研修に

行かせていただいて、おどろいた数字だったん

ですけれども。要は、その中で司書教諭の免許

を持っている職員がどれぐらいいて、それが11

学級以下のところにどれだけ配置できるかとい

う状況を、再度、我々としても確認しながら、

学校政策課と検討しながら、配置について努め

。ていきたいというふうに考えておるところです

ありがとうございます。どうして○髙橋委員

も小規模校になると、１人の人がかけ持ちした

りとか。これは司書教諭に限らず、他の教科な

んかでもよくあるんです。

しっかり配置ができるように 今 課長がおっ、 、

しゃっていただきましたからお願いしたいと思

います。

今の件、学校政策課や生涯学習○渡辺委員長

課は何か御答弁がありますか。

日本一読書の担当課とし○恵利生涯学習課長

ては、総まとめしているのは生涯学習課でござ

います。

今、学校図書館についての非常にありがたい

御指摘をいただきました。やはり読書量をふや

すとか、読書についての推進をするというだけ

でなく、今、お話がありました学力向上にかか

わる読書のあり方というものも、学校図書館の

推進運営についての中身に定めながら、積極的

に推進をしていきたい。

今、教職員課のほうから人事のお話もあり、
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エリアコーディネーターの指定もありましたけ

れども。その方々がそれぞれの地域で推進に当

たって有効に図書館が学力向上につながった探

究的な学習などを推進できるように活用を図っ

ていきたいと考えております。

ありがとうございます。○髙橋委員

最後に、ちょっと最初に聞けばよかったんで

すけれど、図書費、きのう産廃税から応援をい

ただいているということで。ちょっと確認です

けれど、歳出予算説明資料の470ページの蔵書充

実の予算が4,154万4,000円でいいんですよね。

基本的に、470ページの説明事○福田図書館長

項の奉仕活動推進に要する経費で、そこの１番

の県民の読書を支える図書館づくり事業、この

中の予算に4,000万円ちょっとの資料購入費が含

まれております。その中に、産廃税からいただ

いた120万円も含まれております。

今、120万円とおっしゃいました。○髙橋委員

特定財源の上のほうの217万2,000円のうちの120

万円ということですか。

資料費はそうです。○福田図書館長

120万円なんですね。ゼロが足りな○髙橋委員

いような気がしました。

、 。これ 図書館費を復活させたじゃないですか

あのときの数字はお持ちですか。産廃税からい

ただきましたよね。

産廃税からいただいている金○福田図書館長

額は、ずっと120万円です。

わかりました。もうちょっといた○髙橋委員

だいているのかという認識をしていましたが。

よくわかりました。ありがとうございます。

図書司書の話ですよね。○中野委員

子どもが、毎週本を借りて感想文を出してい

るので、この本をどうやって選ぶのって聞いた

ら、自分の好きな本を選んでおるわけです。図

書司書が学校とかで読書をするための話をする

、 。とか そういう場というのはないわけでしょう

図書館におって、極端な言い方をすると、小

。学校のクラスに行って図書普及の話をするとか

話を聞いたら、図書司書の方が読書を広げるた

めのかなりのウエートがあるような気がする。

でも、実態は、図書の整理とか、分類とか、相

談が来たときにするとか。図書館に行ったこと

はないけれども、仕事の実態ってどうなんです

か。子どもから聞いている話と全然合わないん

ですよね。

小・中学校あたりでは、図○金子学校支援監

書担当の職員がおりまして、学校司書とか、あ

るいは司書教諭がいなくても、担当者は必ずお

ります。

例えば、貸し出しについて子どもたちに指導

したり、いろいろな情報を提供したりしており

ます。

どういう本を読むとか、そんなも○中野委員

のは担任の先生であって。図書室にいてそれが

どうあるかっていうのが、図書司書の仕事、分

担しておる話で。それはそれでいいです。

それともう一つ、さっき高校生の就職の関係

がありました。私もきのう帰っていろいろなア

ンケート調査の結果があったから、秋田県と比

較してみたんですけども、サラリーマンの平均

年収っていうのは、宮崎のほうが秋田よりか１

。 、 、ランク上なんですよね それから 県内総生産

それも秋田よりか宮崎が上です。それから、製

造品出荷額、これも宮崎のほうが上。

結局、秋田と宮崎って経済基盤が大体似たり

寄ったりじゃないかなと思う中で、そこ辺を見

ると、やっぱり何か違う問題が宮崎の場合はあ

るんじゃないかと思うわけです。

それともう一つ、今、髙橋委員が言った商工
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、 、との分担 さっき商工は私立を担当するという

そこのところがよくわからなかったんだけど。

もう１回、商工の高校生の就職関係は、私立を

担当して、公立は教育委員会が担当しておるっ

て話。

商工観光労働部雇用労働○飯干学校政策課長

政策課が行っているワークショップですとか、

先ほど髙橋委員が言われました高校２年生保護

者に対する説明、これは県立、私立、全員が参

加できるということであります。

もちろん、教育委員会のほうと、あともう一

つ、宮崎労働局のほうも高校３年生に対する企

業説明会等を行っておりまして。この３つで県

内の全ての高校生に対する、企業に対する事業

を行っているということになります。

わかりました。○中野委員

それで、やっぱりこの件で教育委員会にしか

できないことっていうのは、アンケート調査な

んです。県外に行った人のアンケート調査、こ

れはやっぱり主にならないといけないと思う。

労働局が、商工におって一緒にやっていたの

が、今、地方分権で分離したもんだから、国は

、 。ばかだから 二重も三重も同じことをしている

本当に私は腹が立っているんだけれども。これ

は余談ですが。

このアンケート調査、特に県外、父兄に聞い

ても、就職相談においても、できるだけ県内に

おりたいというのが大半だと思っているわけ。

だから、インターンシップにしても、やり方

についてはもうちょっと一緒にやって。とにか

くアンケート調査だけはもうちょっとしっかり

皆さんが分析して、新しい事業に反映できるよ

うな分析の仕方をやってください。やっぱりそ

こが主ですよ、これは。

今年度は初めて工業系高校でア○四本教育長

ンケートをやったわけでございますが、来年度

からももっと範囲を広げたりして、内容的にも

もうちょっと考えまして、それをさらに県内就

職率向上のための施策にもちろん生かしていき

たいと思っております。

委員がおっしゃるように、必ずしも県内高校

生の就職希望者が基本的には県内に行きたいん

だけども企業を知らないということばかりでも

ないんです。結局、青年ですから、若者ですか

ら、外に出たいという意欲もやっぱりあって、

。そこをどうするかっていうのはなかなかですが

きのうもちょっとお話が出ましたが、一旦県外

に就職したとしても、例えば30歳前後になって

またふっと帰ってくることを考えていただくと

か、あるいは途中でやむを得ず離職をされた方

も、県内にもう一遍帰ってこようかと考えてい

ただく、何かそういうふうなことも、いろいろ

仕組みを考えていかなきゃいけないんじゃない

かというふうに思っております。

私が言いたいのは、県外に行きた○中野委員

い、これは仕方ない。グローバル人材になりた

い、これはどうしようもない。

要は、県内で働きたいという希望者の中で、

どんな理由でどれぐらい県外に行ったか、これ

はしっかりわかりますか。全体。

それと、これはそういう用紙を教育委員会で

しっかりつくって、各学校の就職担当にやらせ

ればいいじゃないですか。そんな難しい話じゃ

ない。

おっしゃったとおり、先○飯干学校政策課長

ほど言いました労働局、商工観光労働部、県教

委と合同でやっていますが、本年度、初めて就

、職した３年生を対象に調査を行っておりまして

。 、学校のほうに投げております なぜ県内なのか

なぜ県外を選んだのかとか、それを、今、集計
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中でございまして、県教委のほうもそのデータ

をもとにしっかり分析をしていきたいというよ

うに考えます。

それは 労働局が何かやっているっ○中野委員 、

て新聞に出た。極端に言うと、あの項目の中で

私が知りたい項目は何もなかった。

要は、さっき言ったように今度の調査で県内

に残りたいけど県外に行かざるを得なかったと

、 。いうのが 今度のアンケートでわかるんですか

そういった項目も、なぜ○飯干学校政策課長

選んだかという項目の中に入っていますので、

分析できると思います。

なぜ選んだかじゃなくて、本当は○中野委員

残りたいけども県外に行かざるを得なかったと

いう、そこら辺もわかりますかって聞いている

わけ。

なぜ県内か、県外かとい○飯干学校政策課長

う項目ですので、本当は、おっしゃったように

県内に行きたかったけども県外に行かざるを得

なかったというのも……。

言いわけはいいから 今度からやっ○中野委員 、

てもらえばいいわけで。県内に就職したかった

けれども、仕方なく県外に行ったというところ

もしっかり取るように、なければ今度してもら

えばいいんですよ。

おっしゃるとおり、学校○飯干学校政策課長

でも十分できますので、そういった内容を検討

していきたいと思います。

検討じゃなくて、やるかやらない○中野委員

かでいいんですよ。何を検討するんですか。

やります。○飯干学校政策課長

、 。 。○中野委員 いいです それで わかりました

今の就職のことですけれど。やは○緒嶋委員

り宮崎県は希望するところになかなかそういう

職場がないというのが、１つの大きな原因であ

るわけです。これは県の政策、市町村の政策、

企業誘致なんかも同じ。やっぱり子どもが働き

たいような企業がふえなくては。県外に自分が

働きたいような職場があれば、やっぱり県外の

ほうに行くというのもかなりあるだろうと思っ

ているんです。

これは、学校だけで県内就職を高めるという

のではなく、その根底にあるのは県内の企業の

構成。高千穂なんかの高校を卒業して、高千穂

に皆残るって言っても、働くところはないわけ

です。そういうことで、学校によっても宮崎市

の高校と地方の高校、高千穂高校であれば、県

内就職の率が全然違うわけです。

だから、これは県全体の産業政策も含めて考

えなければ、基本的になかなか解決は難しいの

かなと思う。しかし、自分が希望するような職

種、そういう場所があれば、やっぱりみんな県

内で。福井とか、石川とか、秋田なんかも、そ

ういうような形の職場が多いという一面がかな

りあるだろうと思うんです。

だから、アンケートで子どもたちに、３年生

だけじゃなくて、高校１年生ぐらいに、あなた

。は将来はどういうところで働きたいですかって

それへ向かって県の政策の中で企業誘致はどう

いうものを誘致しないといけないと。教育委員

会から県の知事部局に、逆に、政策的にこうい

う企業を誘致しないといけないということを要

請するというような、そういうものもあってい

いんじゃないかと思うんです。

やっぱりそういう中で総合的に対策を立てな

ければ、なかなか前に進まないのじゃないかな

という気がしますので。そういう意味では、教

育長を先頭に知事部局のほうを、商工、あるい

は、今はフードビジネスでも職場の開拓という

か、新たな雇用の場もできるわけですので、農
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業でも。ぜひ頑張っていただきたいとお願いし

ておきます。

、 、次に きょうの新聞にも載っていたのですが

今度４月から部活動の外部指導者、それを学校

職員にと、文科省がそういう方向でいくという

ことになっておりますけれども。やっぱり先生

方の部活なんかの負担を、できるだけ軽くする

という意味では大変重要なことではないかと思

うんですけれども。文科省がそういう方針を立

てるということは、恐らく、職員の給与費なん

かも国が支援するということに当然なるだろう

と思うんですよね。

そういうことを含めた場合に、外部指導者を

学校職員に登用するという配置も考えていくべ

きだと思うんですけども、どのようにそこら辺

を考えておられるか。まだ今からの問題だと思

いますけれども。

部活動指導者の件について○西田教職員課長

なんですけれども。内容は、まず学校教育法に

その位置づけができるという段階であります。

そういうことで、実際、それに伴っての国か

らの支給される金額とか、それもあるかどうか

もまだ現状としてはわかっておりませんので、

その動きを見ながら、我々として対応する方向

で進むということであります。

恐らく各県からも、それは職員給○緒嶋委員

与まで国のほうで見てくださいと、当然、要請

をしていかないと、職員採用しますということ

は言えないわけですので。そういうことも含め

て、やっぱり前向きにやるべきではないかとい

うふうに思いますのでお願いします。

それから、国体へ向けての施設関係の調

査、3,500万円ぐらいあるわけですけれども。補

正のときもちょっといろいろ話がありました

が、3,500万円の予算でできる内容はどのような

ものが考えられるわけですか。

この予算につきまし○古木スポーツ振興課長

ては、現在、国体準備スタートアップ事業とい

、 、 、 、うので 基本的な構想について 今 検討して

この３月末に報告が出るわけであります。これ

につきましては、本来ならどの場所にどういっ

た機能のものをというところを調査研究すると

いうことでございました。

、 、それを受けて 次年度の早い段階で基本構想

どこにどういった仕様のものをつくるというの

が決定いたしましたら、具体的にどういった場

所にレイアウト、あるいはどういう機能、構造

等でつくっていくかというようなところの詳細

を、基本計画を策定するという予算でございま

す。

この基本計画をつくりますと、実際の基本設

計、そして、実施設計ということで工事につな

がっていくという流れになっていくというふう

に思っております。

実施設計をする前の段階までは、○緒嶋委員

この予算で進むということですか。

これはあくまでも基○古木スポーツ振興課長

本計画策定までの予算でございまして。また、

基本設計、そして、実施設計になるとまた別途

。必要になってくるというふうに考えております

この基本構想の段階で、どこに何○緒嶋委員

をつくるかということは決定するわけですね。

そういう予定で、３○古木スポーツ振興課長

月末ということだったんですけども。現在、実

は２つということになっていますので。この２

つの段階までの構想ということになろうかと思

います。このあと、新年度、内部的に検討をい

たしまして、基本構想をお示しして、それをも

とに基本計画に移っていくということになりま

す。
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当然、１つに絞るわけですね。○緒嶋委員

その場合、陸上競技場なんかは都城と宮崎、

体育館は延岡と宮崎、プールは宮崎という、そ

の中で都城や延岡には地元負担を求めます。宮

崎市でつくる場合は、県有地だから宮崎市には

求めませんという基本的な考えで、都城、延岡

には地元負担を出してくださいというような話

に今の段階ではなっておるわけですか。

、○古木スポーツ振興課長 ここにつきましては

御要望のありましたところについては全て、御

協力いただけないかということで。都城市、延

、 。岡市もそうですけども 宮崎市におきましても

宮崎市の要望としては、体育館については錦本

町ということもおっしゃっていましたので、宮

崎市のほうにもそういう協議の場で詰めている

ところでございますが、まだ宮崎市のほうから

御回答いただいていないということでございま

す。

陸上競技場なんかで、県は木花の○緒嶋委員

運動公園の中につくりたいという場合も、そこ

でも宮崎市の負担を求めるわけですか。

宮崎市のほうは体育○古木スポーツ振興課長

館と陸上競技場がございまして、そのあたり、

宮崎市のほうとして御協力いただけるかどうか

というところについては、お話はしたいと思い

ますけども。体育館と陸上競技場ではまた条件

も違いますので ここは今後の協議の内容となっ、

てくるかと思います。

それで、都城市には求め、宮崎市○緒嶋委員

にはある意味じゃ求められないというような形

になると、それこそ不公平感は当然あるわけで

すよね。都城市はそれでつくりたいという気持

ちがあるなら、ある意味じゃ県がもう全てを負

担してつくるほうが平等じゃないかな。宮崎市

が負担してでも木花につくるというならいいで

すけど。宮崎市は負担しません、都城市につく

るときは都城市が一部負担してくださいという

ことでもつくるというならいいけども、それは

ちょっと。

そして、その結果、都城市につくるのならい

いですよ。その結果、木花につくるということ

になれば、そのときは不公平感があるじゃない

かということになるんじゃないかと思うんで、

そのあたりは十分考えないと。都城市の人から

見れば、都城市の山之口は我々が負担した。木

花につくるときは宮崎市に負担をさせんという

ことなら、全然条件が違うわけだから、そのあ

たりも配慮していかないと。最終決定の中では

何でかということになるんじゃないかという気

がしてなりません。

そこら辺も十分考えて進めてほしいと。これ

は教育委員会だけじゃなく、知事部局も当然絡

んでいかなければならないし。最終的に場所を

決めた場合の工事費とかは教育委員会の予算で

工事を始めるわけですか知事部局の予算でやる

わけですか、つくる施設の予算的なものはどち

らですか。

どちらの予算でとる○古木スポーツ振興課長

か等については、今後また検討していきたいと

思います。先ほどの委員がおっしゃいました最

終的に１つに絞る段階におきましては、まだ都

城市、延岡市のほうも具体的にどういった御協

力をいただくかというところも今後詰めていき

ますし、合わせて候補に挙がっている宮崎市に

ついても、そういったところのお話を詰めてい

きたいと考えております。

詰める段階で慎重にやってほしい○緒嶋委員

ということをお願いしておきます。

それと、今、新聞を活用した教育ということ

がいろいろ言われておるわけですが。新聞は考
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える教科書とか、あるいは現実社会と教室を結

、 。ぶ懸け橋とか いろいろ言う人がおるわけです

主権者教育なんかも含めて、あるいは道徳教育

において、１つの事象をもとに、そのことにつ

いてどう考えるかというような子どもたちの生

きた勉強の場として。小さい時から新聞に関心

を持つということは、その人が成人して、やは

り政治に関しても、社会的な現象に関しても、

主体的に判断できる大きな教材にもなるわけで

す。やはり、社会情勢を反映しているのは新聞

ですから。

そうなると、学年段階によっていろいろ内容

は違うだろうと思うんですけれども、県教委で

は、こういう新聞活用教育というのを、学校教

育の中でどのくらい位置づけされておるのかと

いうのをお伺いいたします。

今、委員がおっしゃいまし○金子学校支援監

たように、新聞を活用した授業というのは非常

に大事だということで、学習指導要領の中にも

実は位置づけられております。

それで、各学校におきまして、例えば社会科

とか あるいは国語の読解力というか そういっ、 、

たような形でそれぞれの学校で導入されている

のが現状であります。

現状でありますということだが、○緒嶋委員

実際、それを教育委員会としてはどういうスタ

。ンスで学校と連携をとっておるのかということ

ＮＩＥの会に、実は県教委○金子学校支援監

のメンバーが入っておりまして、一緒にそうい

うＮＩＥを推進している状況にあります。

それは、各学校で推進しておるわ○緒嶋委員

けですか。

、○金子学校支援監 現在は指定校を設けまして

その学校が中心になって取り組んでおります。

指定校は何校ぐらいあるわけです○緒嶋委員

か。

10校に満たないぐらいだと○金子学校支援監

思います。

指定が10校、その中でも、学年に○緒嶋委員

よって１学年とかいうことですから、ほんの微

々たるものです。

もうちょっとそれを進めて。中立性とか、い

ろいろあるわけではあるけれども 選挙年齢も18。

歳になったわけですから、そういう意味では、

社会を見る目を子どものうちから育てるという

か、そういうふうに持っていくということは大

変重要だと思うので。指定校にすることに金が

かなりかかるわけですか。

指定校といいましても、例○金子学校支援監

えば新聞を提供していただくというようなとこ

ろで、その学校で成果を発表していただくとい

うことで。３月にも鵜戸小中学校のほうで公開

をしていただきまして、多くの方に参加いただ

いて、それを啓発しているというような状況に

あります。

これは今後の課題にもなるわけで○緒嶋委員

すが、もうちょっとほかの県はどうなのかとい

うことも調査しながら。宮崎県の子どもがそう

いう政治的な関心も含めて、18歳から選挙権も

でき、主権者教育というのは重要なわけですか

ら、ぜひ積極的に取り組んでほしいということ

を要望しておきます。

それから、新たな学習指導要領の中で、小学

校の英語教育、これが大変重要な位置づけで、

英語を教える先生の力、いかに指導者の英語力

を高めるか。これは３年後、小学校４年生から

そういうことになると、先生たちの立場という

のは相当大変だろうと思うんですけれども。こ

、の学習指導要領に対する県教委の方針というか

先生にも個人差が当然あるわけですので、それ
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を一定の英語力に高めておかないと子どもがか

わいそうなわけですが、そのあたりはどう取り

組んでおられるわけですか。

平成32年度より小学校に○飯干学校政策課長

も英語の活動というのが入ってまいりまして、

、 。現在は小学校５ ６年生で英語活動をしている

県教委としましては、筑波の中央研修という

のがあるんですが、そこに２年目になるんです

けども、小学校の教員２名、中学校教員３名、

高等学校も１名、計10日間研修に行ってもらい

ます。行ってもらった先生を講師として３日間

の宮崎県内での小学校の域内研修を行っており

まして、ことしは小学校の教員50名を集めて、

その英語教育に関する研修を行って指導力を上

げていくというふうに取り組んでおります。

それぐらいの人数の研修で、全体○緒嶋委員

的な英語力が上がるわけですか。

この研修は、何年間かか○飯干学校政策課長

けてやるもんなんですけども、ことしで２年目

ですので。１人の先生が何百人も相手ではなく

て25名の先生を相手にじっくりやると、それを

何年間もかけて続けていくと。去年とことしで

２人研修に行っていますので、その２人の先生

が25名、25名の先生を相手にじっくり研修する

と。これがまた、研修に行った人がふえてきま

すと、この数もふやすことができますので。

それと、市町村教育委員会が外国○緒嶋委員

人の指導助手、そういう人をかなりふやしてい

くという市町村の取り組み。県の場合は高校な

んかは問題ないけれども。市町村の小中学校の

英語力をどう高めるかということになるわけで

すので、市町村と教育委員会との連携の中で、

そういう指導助手をふやすということをやって

いくことを、全体的にやらないと。研修を受け

たから、その地域の学校の英語力がそう上がる

とも考えられないのですが。市町村教育委員会

のそういうスタンスというのが問題じゃないか

と思うんですけども、そのあたりの連携はどう

されておるんですか。

、○金子学校支援監 全ての市町村に対しまして

この外国語科への移行の準備をお知らせしてお

。 、 、ります そして ＡＬＴの活用につきましては

現在、教育長を中心に首長訪問をさせていただ

いておりますが、人数が少ないところについて

は、増員のお願い等もしております。

ぜひそれを、32年って言うと、も○緒嶋委員

う３年しかないわけです。実際には２年しかな

いと見てもいいと思うんです。そういうことを

考えた場合、もうちょっと県教委として積極的

に、目に見える形で指導助手がふえるような形

を。これは金が伴うので市町村にとっては大変

だろうと思うけども、そうでないと、ある意味

では子どもが犠牲になるというと失礼ですけど

も、やっぱり一番迷惑を被るわけですから。そ

ういう点の指導を徹底していくべきだと私は思

うし、小中一貫とかいう中ではそういう指導も

できるんじゃないかと思うんですが、先生の臨

機応変の指導というか、そういうことも含めて

、 。いくべきだと思うんですけども どうですかね

中学校の先生が免許を持っ○金子学校支援監

ておられますので、小学校に出向いていけるよ

うに、例えば市町村で兼務発令というのをしま

して そういうのができるような取り組みをやっ、

ている学校があります。

、○緒嶋委員 いろいろな多面的な手法というか

子どものためにはどうすることが一番いいのか

ということを考えながら、県教委で市町村に対

する適切な指導を。将来的には高校入試やら、

大学入試を含めても、英語力というのは大きな

影響が出てくるわけですので。将来的には全国
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統一の英語試験というのが出てくるんじゃない

かなという気がしないでもないので、ぜひ積極

的に。今、グローバルの時代でありますので、

特に英語の力がある人は外国に行っても不自由

しないわけですので。ぜひ積極的に３年後に向

かって頑張ってほしいということを強く要望し

ておきます。

何かで見たんだけれども、宮崎県○中野委員

の英語の先生のＴＯＥＩＣは非常に高いランク

にあったんです。あれは高校の先生ですか。Ｔ

ＯＥＩＣかなんかの。あったんですよ。すごい

なと思って見ておった。

、○飯干学校政策課長 私が知っている範囲では

生徒の英検の準２級以上の取得率、これが非常

に高い。中学生も３年生で、３級以上が。生徒

のほうですけども、これも非常に高いというこ

とです。

、 、 。○中野委員 ぜひ 今 委員が言われたように

だけど、やっぱり発音が大事。３年生の孫が外

国人の先生にならっていて、発音を聞くと、ワ

ンフレーズの短かいのがわからない。中身を聞

くと簡単なものだったけれども。

。 、将来的にはやっぱり会話です 外国人なんて

みんな英文科を出た人が話す。日本人で英文科

を出ているのは、読むことはできるけれども、

話ができない。県内にいろんな外国人が来てい

るのを有効に使って、ぜひ、これは頑張ってく

ださい。

それともう一つは、義務教育の小中学校の県

の負担と市町村負担 大体 建物と給料はわかっ、 、

ていたんだけれども。この中身を見ていたら、

健康診断とか、そういうやつは県でみているん

です。確か入っていたと思ったけれど。

、 、そういう中で 各学校でやる試験のペーパー

あの金額なんていうのは、どこで負担している

のですかね。

先ほどの健康診断の話は○大西財務福利課長

うちの所管でありますのでお答えさせていただ

きます。

、健康診断につきましては設置者負担ですので

県立学校について県のほうでみております。市

、町村立学校の教職員の健康診断につきましては

市町村が負担されております。

例えば、各学校が行います○金子学校支援監

諸検査、小テストとか、テスト問題等について

は、副教材というような取り扱いで、各学校で

各家庭から徴収したお金で実施しております。

これ、見てみるとみんなきれいな○中野委員

プリントなんです。これはみんな購入するはず

です。

だから、テストの回数でも私は差が付いてく

ると思うんです。やっぱりそこら辺の調査もす

るべきだと思うんですけども、どうですか。

県のほうでも学力調査を実○金子学校支援監

施しているんですが、各学校の現状等も市町村

からいろいろ情報を聞いたりしながら。あまり

にも多すぎて大変だというようなことも聞くも

、 、 、んですから そういったものでの調整を 今後

検討してみたいと思います。

私はふやしてくれって言っておる○中野委員

んだけれども。多すぎて困るというのは、点数

つけて渡すだけ、そういうのが本来の先生の仕

事であって、ほかの雑用がふえるというのを、

やっぱり変えていかないといけないんじゃない

ですか。テストの回数をふやすのが困るという

、 。のはおかしいと思うんだけれども どうですか

現状を把握してみたいと思○金子学校支援監

います。

ぜひそうしてください。○中野委員

もう一つ 海洋高校の実習船の話 これもやっ、 。
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。 、ぱり実習として絶対必要な分ですよね だけど

これは普通、マグロ船だったら１航海行ってそ

れなりの売り上げをとって帰る。これは実習船

だから、そこまで言わないけど、とりあえず実

習に行って、ただ網を入れて操作だけを覚える

という話でもない。やっぱり魚群探知機までつ

いておるわけだから、大量にとるというのも必

要なことで。この実習船の売り上げ、マグロな

んか、年間どれぐらいあるもんですか。

今年度分は行っている最○大西財務福利課長

中ですので、まだ確定しておりません。27年度

でいきますと、約2,850万円ほどの売り上げ。航

海が２回ありますので、２回でその程度売り上

げております。

販売ルートというのは一般漁船と○中野委員

一緒で、どこかの漁港に入って売るという話で

すか。

おっしゃるとおり一般漁○大西財務福利課長

船と同じで、神奈川県の三崎港ってあるんです

けれども、ここが全国でもマグロの集積地とい

いましょうか、そこで水揚げするところが多い

んですが、そちらのほうに寄港しまして、そこ

で水揚げをします。このときには、当然、生徒

も一緒に実習の中で、もちろんメーンはできな

いんですけど。いわゆる小取りじゃないんです

けど、お手伝いをして、実習も役に立てている

ところでございます。

私も先ほどの図書のところで聞き○髙橋委員

漏らしていたんですが、緒嶋委員がおっしゃっ

ていた新聞の活用です 県立 義務で新聞をとっ。 、

ている学校がございます。

予算化してとっているとこ○金子学校支援監

ろもあるんですが、例えば延岡市あたりは、市

全体で新聞を取り入れております。

県立も、図書館のほうに○飯干学校政策課長

は各種新聞を購入してそろえております。

新聞をとらない家庭がふえている○髙橋委員

話を聞きます。往々にして貧困家庭が多いんで

しょうけども、しかし、貧困じゃなくてもとら

ない家庭というのはあるみたいです。

だから、そういう意味では全く新聞に触れて

いない子どもがいるということを、私たち含め

て、これは認識すべきであって。それはやっぱ

り学校で教員の方々が把握すべきです。やっぱ

りそこは調査はできると思うんで、そういう意

味では、先ほど出ていますように、新聞は読解

力を伸ばす有効な媒体なんです。工夫はできる

と思うんです。前の日の新聞を持ってきてもい

いわけであって、いろいろとやり方があります

から、ぜひこの新聞を活用した読解力を伸ばす

事業を取り入れていただきたいと思います。

聞いていたら、小学校もやってい○中野委員

るって聞いたんですけども、新聞の指定校のや

つ。

小学校もやっております。○金子学校支援監

大体、小学校６年生ぐらいになる○中野委員

と、新聞の漢字はみんな読めるんですか。

例えば、現代的な問題とい○金子学校支援監

うか、そういったものを把握するような授業が

多いですので、社会科あたりでは、教師が用意

した新聞等を全員で考えてみるとか、最近は、

子ども新聞とか、そういったものの活用なども

図られていると思います。

それともう一つ。よく教育指定校○中野委員

ということで、試しにやる話かようわからない

のだけど、そういういいことっていうのは、や

れるところはみんな勧めるとか、そういう考え

が普通だと思うんですけれど。指定校だけはそ

ういうのをやりなさいよという話でしょう。ほ

かの小中学校はどうでもいいよという話になる
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んだけど、指定校をするというのは何があるん

ですか。

指定校自体は、ＮＩＥの協○金子学校支援監

会で指定をしていただいておりまして、県教委

もそれにかかわっているところなんですが。実

際に予算の関係がありまして 一部の学校になっ、

ておるんですが、その成果については、毎年公

開等を通じてほかの学校にも啓発している状況

にあります。

ＮＩＥって何ですか。○中野委員

ニュースペーパー・イン・○金子学校支援監

エデュケーションという新聞を教育に活用しよ

うという協会の団体です。

新聞協会ですか。○中野委員

そういうことになると思い○金子学校支援監 ※

ます。

そこが決めたところを、県もそれ○中野委員

に指定校をするという話ですか。

ＮＩＥ協会と一緒に指定校○金子学校支援監

を選んでおります。

済みません。恐らくＮＩＥの協○渡辺委員長

会と新聞協会は別だと思いますので、御答弁を

修正された方がいいと思います 新聞協会も入っ。

ているかもしれませんが、新聞協会がというと

違うと思いますので。

済みません。ＮＩＥ協会の○金子学校支援監

。中に新聞協会が含まれるというようなことです

失礼しました。

そこが指定したから県もそれに合○中野委員

、 。わせてただ指定という 枠をはめるだけですか

指定校を選考するに当たっ○金子学校支援監

て、県教委と一緒に協議しながら、こういう学

校がいいんじゃないかということで推薦させて

いただいております。

やっぱり、そういうのをやれば、○中野委員

県立高校とか、トータルでやるべき話で。予算

がどれぐらい要るか。

新聞購読料を払っておるわけですか。

現在、指定している学校の○金子学校支援監

中には、小中高とも指定校として設定しており

ます。

そこについては、例えば新聞の費用を賄って

いただけるとか、新聞社のほうからいろんな講

義に来てくださるとか、そういった取り組みが

進められております。

新聞購読料を出しておるわけです○中野委員

か。

協議会のほうから出してい○金子学校支援監

ただいているそうです。

まあ いいです 指定校 指定校っ○中野委員 、 。 、

て、それに疑問があるんです。よければみんな

したほうがいい。予算がないからできない。そ

んなに金が要る話じゃないような気がする。新

聞代が無料なら。あとは学校の問題で。まあ、

いいです。

何か指定校というと、私は本当に差がつくよ

うな気がして。いろいろ検討してください。

学校政策課に、予算説明資料の中○有岡委員

でちょっとお尋ねし漏れていたのでお尋ねしま

す。452ページにございます問題を抱える子ども

等の自立支援事業、これは国立教育政策研究所

の負担で実施されるようですが、これはどのよ

うな事業をされてて、今、成果があれはお知ら

せいただきたいと思います。

、○金子学校支援監 これは国の事業なんですが

これも先ほどから出ております指定校になりま

す。国のほうが魅力ある学校づくり調査研究事

業というのを設けておりまして、主に生徒指導

の面で、いじめ、不登校、非行等、問題行動に

※このページ左段に訂正発言あり
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どのように対応するかというところを研究して

いただくものであります。

その実績があれば教えていただき○有岡委員

たいんですが。何校やっていらっしゃるとか、

そこら辺の数字もお尋ねいたします。

本年度と来年度、合わせて○金子学校支援監

２年間で１校を指定しております。

この調査、モデルでやられたとい○有岡委員

うことで、国に上げるだけではなくて、県内の

１つの事例として、これをもっと活用する必要

があると思うんですが。そこら辺の２年間の調

査研究をどう生かすのか、そこら辺のプランも

お尋ねいたします。

昨年までは宮崎中学校を指○金子学校支援監

定していただいて、そちらが２年間の成果を学

校で発表して、各学校からそれに参加するよう

な形で、どのような取り組みが有効なのかとい

うようなことを学ぶ機会となっております。

ありがとうございました。ぜひ、○有岡委員

モデル校を含めて、今後とも活用いただければ

と思っております。

それと、先ほど緒嶋委員からお話がありまし

た件で要望的に申し上げます。部活動の外部指

導員を職員ということで活用していきたいとい

うことで、中体連あたりの規定の見直しが今後

されるというお話でしたが。中体連もそうです

が、小学校の先生方、小体連というのがあるか

と思いますが、そこら辺の強化も、こういった

機会にぜひ取り組んでいただきまして。今の小

学生が国体のときの主役になる可能性が高いも

のですから、小体連の強化というのも、ぜひ、

こういう部活動の議論の中の延長線上で。小学

校の先生方のスキルも高いものを持っていらっ

しゃいますので、活用いただけるとありがたい

と思っております。

これは要望でよろしいでしょうか。よろしく

お願いします。

ほかにございますでしょうか。○渡辺委員長

総括質疑はよろしいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、次に、その他報告事○渡辺委員長

項に関する説明を求めます。

その他報告事項について御説○亀澤総務課長

明いたします。常任委員会資料でございます。

18ページ、19ページから説明いたします。

まず、平成29年度宮崎県教育委員会事務局組

織の改正の内容について御説明いたします。

まず１点目でございます。

国体・高校総体準備室の新設でございます。

国民体育大会、全国障害者スポーツ大会に向

けまして、主要３施設の整備方針あるいは準備

委員会等のため及び31年度に開催予定の高校総

体の準備業務を円滑に推進するため、国体・高

校総体準備室を新設いたします。

２点目でございます。

学校政策課でございますが、西都地区の高校

再編に伴いまして、30年４月の開校を目指しま

して、新設県立学校開設準備委員会を新設しま

す。なお、妻高校内にこの分室を置きまして、

職員は分室で勤務する形となりますが、全ての

職員が学校との兼務という形になります。

次に、右側にいきまして、県立美術館でござ

います。

県立美術館学芸課における業務・責任体制の

明確化を図るため、学芸課を学芸担当と企画・

普及担当の２担当に、今回、再編をさせていた

だきます。これによりまして、例えば美術品の

収集業務を精力的に当たるような体制等を目指

すものでございます。

組織改正については以上でございます。
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引き続きまして、20ページをお開きいただき

たいと思います。

12月の常任委員会の終了のあとに、県立高校

再編に向けての経緯と教育委員会の決定の方法

等について説明をされたいということで、当委

員会のほうから要望がありましたので、この件

について資料をまとめていますので、これにつ

、 。いて 総務課と学校政策課から説明いたします

まず、教育委員会会議の議題等の取扱いにつ

いてであります。

まず、１、教育委員会の会議の議題でありま

すが、教育委員会におきましては、御案内のと

おり、教育長と５人の委員の合議による大局的

立場から教育に関する基本方針等を審議し、決

定しております。

その主な内容としましては、本県の教育に関

する基本方針の決定や教育関係の規則等の制定

及び改廃、さらに、教職員等の人事案件などが

教育委員会の議題ということになります。

次に、２の会議の公開に関する規定のところ

でございます。

教育委員会会議は、必要によりまして積極的

に情報提供を行うため、法律の規定によりまし

て、原則として公開としておりますが、人事案

件等につきましては、教育長または委員の発議

により、出席者の３分の２以上で議決したとき

。は非公開とすることができるとされております

３番目に、具体的なところになりますが、本

、県における教育委員会会議を非公開とする議題

いわゆる基準みたいなものでございますが、本

県において非公開とする議題は、法律にありま

す人事案件のほか、法律の趣旨を踏まえ、県で

定めております定例教育委員会の運営に関する

要綱において、県情報公開条例に規定された不

開示情報が含まれる案件を非公開とすることが

できるとしております。

なお、さらに具体的な例でございますが、米

印のところをごらんいただきたいと思います。

、 、非公開の事例として掲げておりますが まず

①の個人に関する情報ですが、ここに例示して

ある審議会委員等の任命のほか、教職員の懲戒

処分等が該当します。これらは基本的人権を尊

重し、個人の尊厳を守る立場から、個人のプラ

イバシーを最大限に保護する必要により非公開

とするものであります。

次に、②でございますが、公にすることによ

り率直な意見の交換、意思決定の中立性が損な

、 、われるものということでございますが これは

県立高等学校の今後のあり方等など、県立中等

教育学校や県立高等学校附属中学校入学者選抜

要綱の告示などといった、組織として未決定の

検討案のような未成熟な情報がそのまま公開さ

れると、率直な意見交換や意思決定の中立性が

損なわれたり、県民の間に混乱を生じさせる恐

れがあると認められることから非公開とするも

のであります。

次に、③でございますが、議会上程が予定さ

れている事項で未発表のものですが、これは県

議会に提出する教育に関する事務に係る議案の

ほか、第２次宮崎県教育基本計画の変更などの

ように、その性質上、公開することにより事務

または事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれ

があると認められることから非公開とするもの

でございます。

教育委員会会議についての説明は以上でござ

います。

文教常任委員会資料の次○飯干学校政策課長

の21ページをお開きください。宮崎県立高等学

校教育整備計画について御説明いたします。

まず最初に、１の宮崎県立高等学校教育整備
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計画の策定経緯について御説明いたします。

まず、この整備計画の概要でございますが、

宮崎県立高等学校教育整備計画は、平成25年度

から平成34年度までの10年間を計画期間として

おり、その10年間を前期、中期、後期の３期に

わけて具体的な実施計画を策定することにして

おります。現在、平成28年度から30年度を実施

期間とする中期実施計画の実施期間に入ってお

ります。

次に、宮崎県立高等学校教育整備計画及び前

期実施計画の策定経緯についてですが、縦に年

月、横に組織が記載してありますが、まず、県

教育委員会の欄を見ていただきますと、平成21

年４月に県教育委員会から右の学校教育改革推

進協議会に協議の依頼をいたします。この推進

協議会につきましては、一番下をごらんくださ

い。一番下に記載しておりますように、本県教

育のあり方を構想するため、学識経験者や行政

関係者等の外部の方々からの意見を聴取する会

であり、協議会本会とその下部組織としての専

門部会及び各市町村の意見を伺う場である地区

別協議会がございます。

上に戻りますけれども、この推進協議会と県

教育委員会の欄を見ていただきますと、この推

進協議会で協議していただいたまとめを 平成23、

年２月に協議会の会長から県教育長に報告書と

して手交していただき、それを県のホームペー

ジで公表し、定例の教育委員会で報告をいたし

ます。

次に、県教育委員会と県議会の欄を見ていた

だきますと、その後、その報告書を参考にしな

がら、約１年かけまして県教育委員会のほうで

整備計画の素案を策定し、平成24年１月に県議

会文教常任委員会の方へパブリックコメントに

かける前の素案を報告いたしました。県議会文

教常任委員会でいただいた意見を受けて 平成24、

年２月に素案をパブリックコメントにかけ、県

民の皆様の御意見を受けて、平成24年３月に定

例の教育委員会で付議、決定したものを同じ平

成24年３月に文教常任委員会で報告させていた

だきました。

以上が、宮崎県立高等学校教育整備計画及び

前期実施計画の策定経緯であります。

次に、宮崎県立高等学校教育整備計画中期実

施計画の策定経緯についてですが、中期実施計

画も先ほど御説明したものと基本的な流れは同

じであります。県教育委員会から推進協議会に

協議を依頼し、推進協議会からいただいた協議

のまとめの報告書を参考にしまして、県教育委

員会で整備計画の素案を策定。その素案を文教

常任委員会で報告し、御意見をいただいたもの

をパブリックコメントにかけ、県民の皆様の御

意見を受けて、定例の教育委員会で付議、決定

したものを文教常任委員会で報告したものであ

ります。

続きまして、県立高校の再編整備に係る基本

的な考え方について、別冊資料、宮崎県立高等

学校教育整備計画中期実施計画を用いて御説明

いたします。

最初に、中期実施計画の構成について御説明

いたします。表紙をめくっていただいて目次を

ごらんください。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲで示してあるよう

に、Ⅰ、魅力ある高等学校教育の推進、Ⅱ、魅

力ある中高一貫教育の推進、Ⅲ、活力ある高等

学校づくりの推進の３つの柱で構成されており

ます。

１つ目の柱と２つ目の柱の内容については、

ごらんおきください。

高校再編の考え方や計画等に直接関係する記

述が３つ目の柱、活力ある高等学校づくりの推



- 119 -

平成29年３月15日(水)

進にございますので御説明いたします。

資料の10ページをごらんください。

ここでは、まず、本県高等学校の適正規模に

ついての基本的な考え方を示しております。本

県の全日制高等学校における１学年の適正規模

は４学級から８学級を基本としております。

また、適正規模への対応といたしまして、１

学年４学級以下の高等学校については、大幅に

定員を満たさない状況が続くなど、さらに１学

級削減をせざるを得ないことが予測される場合

には、統廃合等を検討します。

なお、その検討の際には、高等学校の所在地

や設置学科、生徒、保護者、地域のニーズ等に

適切に配慮するものとしますとしております。

、 、次に 資料の11ページから15ページかけては

生徒にとって魅力と活力のある教育環境を提供

できるかという視点に立って、高等学校の課程

別及び地区別学級数等の増減予測などの具体的

な考え方について記述しております。

資料の12ページ、基本的な考え方の２段落目

をごらんください。そこに、なお、１学年４学

級以下の高等学校において、大幅に定員を満た

せない状況が続くなどという、先ほど説明しま

した同じ文言を載せ、１学年４学級以下の高等

学校への対応を示しております。

中期実施計画において、統廃合等の適否も含

めて、今後もあり方について検討していきます

、と記述した高等学校が３地区５校ありますので

個別に説明いたします。

資料の13ページをごらんください。

（２）南那珂地区の表の下の１つの目の米印

に、３学級規模の福島高等学校については、地

域における中高一貫教育の取り組みや定員の充

足状況等を注視しながら、統廃合等や連携型中

高一貫教育校開設の適否も含めて、今後のあり

方について検討していきますとしております。

福島高校につきましては、平成27年度の11月

議会の常任委員会で報告させていただきました

ように、平成29年４月より串間市立福島中学校

との間で連携型中高一貫教育校の開設を予定し

ており、魅力づくりを進めております。

同じく資料13ページの（３）児湯地区の表の

下の１つ目の米印には、妻高校と西都商業高校

に関する記述がございますが、妻高校と西都商

業高校につきましては、平成27年11月議会の常

任委員会で報告させていただきましたように、

平成30年４月より両校の統合を決定しておりま

す。

この表の同じく下の２つ目の米印に、都農高

校に関する記述がございますが、都農高校につ

きましては、昨年の11月議会の常任委員会で御

報告させていただきましたように、平成31年４

月より、高鍋高校に再編統合することを決定し

ております。この３校につきましては、後ほど

詳しく説明いたします。

資料の14ページをごらんください。

（５）西諸地区の表の下の１つ目の米印に、

３学級規模の飯野高等学校については、地域に

おける中高一貫教育の取り組みや定員の充足状

況等を注視しながら、統廃合等の適否も含めて

今後のあり方について検討していきますとして

おります。

飯野高校につきましては、中高連携推進の取

り組み等もあり、現在のところ、大幅な定員未

充足が見られないことから、今後の動向を注視

しているところであります。

続きまして、文教常任委員会資料22ページを

お開きください。中期実施計画に基づく高等学

校再編整備の経緯について御説明いたします。

西都地区と児湯地区を分けておりますが、最
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初に西都地区について御説明いたします。22ペ

ージの上の部分をごらんください。縦に年月、

横に組織が記載してありますが、まず、市町村

等の欄を見ていただきますと、西都市では、平

成23年度より西都市長を会長とする西都市県立

高等学校活性化研究協議会が開催されており、

地元の妻高校と西都商業高校の県立高校２校の

活性化対策を協議してまいりました。

県教育委員会の欄を見ていただきますと、教

育委員会もその協議会にオブザーバーとして出

席しております。

平成27年５月に策定しました中期実施計画に

、 、おきましては 西都市の県立２校に関しまして

妻高校及び３学級規模の西都商業高校について

は、同一市内に２校がある状況を踏まえるとと

もに、定員の充足状況等を注視しながら、統廃

合等の適否を含めて今後の学校のあり方につい

て検討すると記述しております。

、 、その後 市町村等の欄を見ていただきますと

平成27年９月に西都市の活性化研究協議会から

妻高校と西都商業高校の早期の統合を望む要望

書が出され、県教育委員会として検討を重ねた

結果、平成27年11月の定例の教育委員会で再編

統合の方針を付議、決定し、常任委員会で報告

させていただいたところであります。

今後につきましては、平成30年４月の開校に

向けて、教育関係の公の施設に関する条例の改

正を県議会に上程させていただく予定としてお

ります。

続きまして、児湯地区について御説明いたし

ます。資料22ページの下の部分をごらんくださ

い。

まず、市町村等の欄を見ていただきますと、

平成18年度より都農高校の定員未充足が見られ

るようになり、県教育委員会と協議を始めた経

緯がございます。県教育委員会の欄を見ていた

だきますと、県教育委員会の対応として、都農

、高校の系列や教育課程の改編による魅力づくり

教職員の増員など支援を続けてきたところでは

。 、 、あります しかしながら 少子化の影響もあり

学級数を４学級から平成25年度に３学級に減ら

。したあとも生徒が集まらない状況が続きました

平成27年５月策定の中期実施計画におきまし

ては、都農高校に関しまして、総合学科を設置

している都農高等学校については、系列のあり

方等を含めて新たな特色づくりや魅力づくりを

進めるとともに、定員の充足状況等を注視しな

がら、統廃合等の適否を含めて今後の学校のあ

り方について検討すると記述しております。

その後、県教育委員会と市町村等の欄を見て

いただきますと、平成27年に児湯地区５町の産

業界代表、小学校保護者代表、中学校長代表等

からなる委員により、今後の児湯地区の県立高

校のあり方を検討する児湯地区部会を年４回開

催いたしました。

その児湯地区部会で聴取した地域の皆様の御

意見を定例の教育委員会で報告し、また、これ

らの意見を参考に関係自治体とも協議を重ね、

県教育委員会として検討を重ねた結果、平成28

年12月の臨時の教育委員会で再編統合の方針を

付議、決定し、常任委員会で報告させていただ

いたところであります。

今後につきましては、平成33年３月の閉校に

向けて、教育関係の公の施設に関する条例の改

正を県議会に上程させていただく予定としてお

ります。

続きまして、資料の23ページをお開きくださ

い。資料は横向きになりますが、九州各県の県

立高等学校の適正規模と統廃合の基準について

御説明いたします。
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まず、表のつくりですが、横に項目を見てい

ただきますと、左端から県名、学校数がありま

すが、この学校数につきましては、適正規模等

にかかる資料でありますので、全日制高等学校

のみの数となっております。

続きまして、１学年の学級数の適正規模、適

、正規模を維持できない場合の統廃合に係る基準

１学年の学級数が１または２の学校数と設置し

ている理由となっており、縦には各県名が記載

されております。

一番上には宮崎県を載せております。宮崎県

の適正規模は、１学年４から８学級を適正規模

を維持できない場合の対応といたしましては、

先ほどの再編整備に係る基本的な考え方の中で

説明したとおりであります。

九州内の他の県を大まかに見ますと、規定の

ない鹿児島県を除いて、適正規模を１学年３学

級未満でありますとか、９学級以上としている

県はなく、ほとんどが４から８学級を適正規模

としております。

適正規模を維持できない場合の対応も、明確

な規定のない福岡県を除いて、生徒数減や定員

未充足により、一定数の生徒の確保が見込まれ

ない場合には、募集停止、統廃合等の検討を行

うとしております。

また、福岡県と宮崎県を除いて、適正規模を

４学級以上としながらも１学年１学級、もしく

は２学級の高校を設置している県もございます

が、その理由といたしましては、離島でありま

すとか、山間部など、通学上不便を抱える場合

や佐賀県や大分県のように特色ある教育活動を

行っている場合のように、各県ともやむを得な

い場合の柔軟な対応として設置をしているよう

でございますが、他県でも望ましい規模は１学

年４学級以上としております。

説明は以上であります。

別冊資料を使って説明をさ○金子学校支援監

。 。せていただきます １ページをお開きください

お求めのありました平成29年度学力向上関係

予算をまとめた資料であります。御説明いたし

ます。

今回、平成29年度学力向上関係予算として、

私どもとしましては、資料の中心に示しており

ます中核となる事業、その外側に示しておりま

す学力向上に関する主な事業、一番外側に示し

ております学力向上を支える主な事業等の３つ

に分けてお示ししております。

まず、資料の中心に示しております中核とな

る事業をごらんください。

中核となる事業としまして、義務教育関係で

は、子どもの学びを高める「ひむか」の事業づ

くり推進事業を、高校関係では、確かな学力を

育む高校授業改革推進事業を位置づけており、

。今年度に引き続き取り組むこととしております

そして、中核となる事業の外側に、学力向上

に関する主な事業を位置づけており、枠の右上

に示しております高校生グローバル・リーダー

育成支援事業や、その下にあります小中高英語

力向上支援事業など、また、その反対側の左上

に示しております県立学校「教育の情報化」基

盤整備事業など、合わせて７つの事業に取り組

んでまいります。

さらに、一番外側に学力向上を支える主な事

業等としまして、資料の左上に示しております

教職員の資質向上に関連の深い教育研修センタ

ー費や、その下にあります学び続ける教職員の

キャリア形成推進事業、また、右端のほうにあ

ります教職員等派遣研修事業など、合わせて５

つの事業等を位置づけております。

予算額は資料の一番下に示しておりますが、
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中核となる事業としまして1,798万6,000円、中

核となる事業の外側に位置づけております学力

向上に関する主な事業としまして6,796万3,000

円、一番外側に位置づけております学力向上を

、支える主な事業としまして１億8,048万3,000円

総額２億6,643万2,000円を平成29年度学力向上

関係予算として計上しているところであり、来

年度も全力で取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

説明は以上です。

同じく御要望がありました県○亀澤総務課長

教育研修センターの事業について資料をお出し

ておりますので、これについても説明させてい

ただきます。

同じ資料の２ページでございますが、県教育

研修センターは、教職員の研修を中心的な業務

、 、とする機関でありまして 教職員の研修のほか

児童生徒や保護者の教育相談窓口などを実施し

ております。

また、地域社会を支える人財づくりを推進す

るため、生涯学習や社会教育、キャリア教育関

係者、一般県民に対する研修など、その実施に

努めているところでございます。

まず、29年度の当初予算の関係でございます

が、29年度は総額9,215万7,000円を計上してお

ります。

、 、内訳としまして まず運営費でございますが

施設の維持管理に要する経費、教育通信ネット

ワークに要する経費など6,455万5,000円でござ

います。教育通信ネットワークにというのは、

ネットワークで教育に関する情報や学校教材等

を学校とつないで提供しているものでございま

す。

②の研修費でございますが、主に講師の謝金

・旅費、情報教育研修サポートや技術的な講義

などを実施する指導員３名などの報酬がありま

。 、して1,600万7,000円を計上しております なお

学校のほうから研修に参加する教職員の旅費等

については、ここでの計上じゃなくて、それぞ

。れの課のほうで計上しているものでございます

３つ目が、資料では④となっておりますが、

実際は③でございますが、電話相談事業につい

てであります。これは、児童生徒や保護者、教

職員など、教育相談窓口として、教育相談専門

員７名を配置し、平日は４名体制、土日は３名

体制で電話相談や来訪相談に対応するための経

費などで1,159万5,000円を計上しております。

その下のほうに、平成29年度のとりあえず教

職員の研修の主な体系を出しております。

教育研修センターの教職員研修については、

教職研修と課題別研修、それと、学校支援研修

という３つの柱を立てまして、ごらんいただい

ているような研修を種々実施しているところで

ございます。

内容については省略させていただきますが、

３ページをごらんいただきまして、こちらが

ちょっとわかりやすいようにということで、平

成28年度の教職員の研修実績であります。

表の中ほどより下の学習・研修事業の計の欄

にありますとおり、二重線の上、70の講座を延

べ日数578日で実施しておりまして、受講者は一

番右側の欄になりますが4,359人が研修に参加し

ているということでございます。数字について

は実数でございます。

また、学校支援等の事業の利用人数は、学校

、等へ出向いて研修サポートや研修資料等の閲覧

貸し出し等で、計の一番右側の欄にありますと

おり5,025人を対象に支援等を行っているところ

でございます。

研修センター事業について、ちょっとはしょ
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りましたけども、内容については以上でござい

ます。

ありがとうございました。○渡辺委員長

。その他報告事項に関する説明が終了しました

質疑をお願いいたします。

今、説明を受けました。皆さんと○中野委員

しては一生懸命頑張っているよという話だろう

と思います。

だから、結果はどうなっているか。来年、ぜ

ひこの研修結果の総合評価を、これにしっかり

入れてください。

それと、私はこの研修をやっておるのはいい

けれども、じゃ、どういう人を研修対象に選ぶ

かっていうのも問題だと思っているんです。毎

年同じように順番で研修しているのか。今、研

。修の先生というのはどうやって選んでいるわけ

例えば国語が全国でビリから２番目とか、そう

いうところがあるじゃないですか。研修を選ぶ

対象です。

教員研修の中で、先ほど体系○亀澤総務課長

表がございましたですが、基本研修というとこ

ろで まず初任者研修 これはしっかり全員 15、 。 、

日間、それと、校外でも研修していますので、

じっくり研修しておりまして、その中でいろん

な授業の展開の方法とか、子どもたちへの気づ

きの力とか、そういう意識啓発等も含めまして

研修を行っております。

それと、５年間経った職員に対して、これは

１つ学校を終わりまして、次の２番目の職場ぐ

、らいに行ったころに５年目の研修ということで

５年研修というのをやっております。

そして もう一つは10年研修ということで 10、 、

年目を迎えた職員対して、しっかり研修を行っ

ております。

それ以外はいろいろテーマを研修センターの

ほうで与えまして、それに興味がある先生、も

しくは、管理職ごとの研修とか、そういった形

で。具体的に研修の中身まではちょっと私のほ

うも細かく把握しておりませんが、そういう形

で、対象者はそれぞれ時期に応じて、ステージ

に応じてちゃんと選ばれてやっているというふ

うに思っております。

研修センターに行ったら、キャリ○中野委員

ア教育がポンと目立って、もともとここは学校

の先生の研修センターだったねと。

石川県なんかと比較すると、学力向上とか、

そんなものが全然何も出ていない。先生たちは

みんな、宮崎県の子どもは頭が悪いと思ってい

ますか。

結果はああいうことだから。やっぱり同じこ

とを毎年やっていても仕方ないって。やっぱり

方法を変えて、結果で物を言わないと。

そういうことで、ぜひ、またことし楽しみに

していますから頑張ってください。

組織改正は、人員はどういう配置○緒嶋委員

になるわけ。国体・高校総体準備室とかは。

まず、国体準備室のほうでご○亀澤総務課長

ざいますが、こちらについては14名体制で考え

ております。

学校政策課の分につきましては、実際、兼務

になりますので、職員が増加という形にはなり

ません。西都商業と妻高校の先生方、事務の方

々が兼務という形になります。８名が、その準

備委員会の委員ということになります。

県立美術館につきましては、残念ながらとい

う言い方しかできませんけども、人数的には変

わりません。組織的に責任体制を分けていると

いう形になっております。

準備室は これはずっとこの数じゃ○緒嶋委員 、

なくて、将来的にもふやすということにもなる
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のか。

まずは来年以降の体制につい○亀澤総務課長

てはどんどんふえていきますし、高校総体も間

近になるとちょっと人数をふやさなきゃいけな

いかなというふうに思っています。

これはとりあえず、来年特に施設整備とか、

基本構想のためにこういうような形で引き継ぎ

をしましたけども、先々に向かっては、場合に

よっては知事部局あたりに大きな組織は出て

いって、最終的には100名ぐらいの体制まで持っ

ていかなきゃいけませんので、段階的に組織が

大きくなっていくかというふうに考えておりま

す。

県立高等学校の適正規模と統廃合○緒嶋委員

の基準については、平成29年１月15日現在とい

うことで書いてありますけども、いずれにして

も、人口減少、子どもの減少は避けて通れない

わけでありますので。適正規模、１学年４から

８とか、これは適正であることは当然でありま

すけども、やっぱり地域の事情を十分配慮して

やらないと。この適正規模ということだけでい

くと、地域的には大変困難というか、厳しい状

況が私のところなんかにも来るわけですが、そ

ういうものに対する配慮が、やっぱりそれぞれ

ほかの県でもされているように見るわけです。

そういう思いを私は持っておるわけですが、私

の気持ちと変わらんですか。

我々も同じ気持ちでございまし○四本教育長

て、資料の中の一番最後の横の表でございます

が、九州各県も１学級なり２学級の高校、例外

的にといいますか、若干あるわけですが、それ

はいずれも離島であり、山間部であり、そうい

うところはさすがに学級数が２学級になったか

らといって、やっぱり高校自体をなくすという

わけにはいかないという判断であったと思いま

す。

今後の宮崎県についても、これは個別の高校

ごとに見て議論をしないといけないと思います

が、そういう判断もあり得るというふうに考え

ております。

ぜひ、それぞれの地域で、都農高○緒嶋委員

校がことしになって、募集人員が頑張ったよう

な感じが出てきたわけです。それはそれで、今

。 、さらという気がしたわけですが 市町村を含め

それぞれの教育委員会を含めて、やっぱり地域

の学校を存続するための努力を、どうやって知

恵を出していくかと、そういう努力が都農は足

りなかったと思うわけです。

私も警鐘を鳴らすというか、そういうことを

言っているわけですが。やはり教育委員会も努

力していただかないと大変です。学校自身も努

力しないといけないわけです。魅力ある学校に

、 。すれば 遠くからも子どもは来るわけですから

今、校区がないわけだから。そういう努力を学

校自身もやるべきだと思うし、地域もやる。そ

ういう相乗効果の中で地域の学校が守られると

いうような形に私は持っていくべきだと思うか

ら。教育委員会としても、その学校の努力に対

しては、やはり積極的に指導もし、学科編成な

んかの内容等についても検討していくというこ

とは当然必要だと思いますので。そういう努力

は、県教委は県教委でやってほしいということ

を要望しておきます。

細かい中身については、次のとき○髙橋委員

まで議論をしたいと思いますが、まず定義につ

いて確認です。

４から８の基本方針、これはいつからの方針

かをまず確認します。

先ほど申しました25年度○飯干学校政策課長

からには載せてあるんですが、私の持っている
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資料なんですけれども、平成15年度から24年度

までのこの10年間の再編整備計画、１つ前の整

備計画にも同じ文言が載っております。

少なくとも、平成15年から４から○髙橋委員

８という適正規模の方針は県教委は持っている

ということですね。わかりました。

次のページの12ページで確認します。

宮崎大宮、南、西は10学級です。これはいつ

からですか。

、○飯干学校政策課長 10学級になりましたのが

大宮高校が平成17年、宮崎西高校が平成18年、

宮崎南高校が平成15年であります。

少なくとも宮崎南はもう14年、10○髙橋委員

学級のままであるわけで。細かなことは次にな

るまで議論させてもらうということで。あまり

話題にならなかったので申し上げておきます。

それと、委員会資料の最後のところで、五ヶ

瀬は連携じゃないから設置していない理由にな

るわけですか。五ヶ瀬中高一貫は、１学年40人

。 、１クラスですよね あそこは連携じゃないから

１学年１学級、また、２学級の学校についてで

は、宮崎県は設置していないというふうに書い

ていらっしゃるんですね。

適正規模に関するもので○飯干学校政策課長

したので、資料全て九州県内県立高等学校のみ

でありまして、中等教育学校は入れておりませ

ん。

そうかもしれませんが、以前も議○髙橋委員

。 、論になったことあるんです 中高一貫とは言え

高校生と言われる定義の生徒はいるわけです。

１学年40人です。ここはいいのかというのも、

以前、議会でも確か議論になったと思うんで、

また、次の場で議論したいと思います。

それと、最後に教育研修センターの事業につ

いて、生涯学習課の事業説明で、確か有岡委員

が質疑をしました。社会教育基礎講座を研修セ

ンターでやっているということだったんですけ

ども、事業費が生涯学習課だから教育研修セン

ターの事業にはならないわけですか。でも、社

会教育主事を２人配置しているということを確

か答弁されたと思うんですが。

先ほど総務課長から説明○恵利生涯学習課長

があったのは、教職員だけに関する研修ですの

で、広く県民とか、社会教育に従事されている

研修はここには載せていないということでよろ

しいでしょうか。

再確認ですが、教育研修センター○髙橋委員

の事業の１つではあるということで理解してい

いですよね。

そうでございます。○恵利生涯学習課長

わかりました。○髙橋委員

確認ですが、委員会資料の18ペー○濵砂委員

ジ。妻高、西都商の統廃合問題の内容はわかっ

ているんですけども、新設の県立学校開設準備

委員会は分室ということで、ここに何人か駐在

されるということですか。

８名なんですけれども、○飯干学校政策課長

そのメンバーが、校長、事務長、教務主任、業

務担当者、業務管理者ということで、それぞれ

の職員室、事務室におりまして、その会議のと

きに集まるというふうになります。

学校政策課の職員がここに何人か○濵砂委員

駐在するということではないんですね。

ここには駐在しません。○飯干学校政策課長

兼務で会議のときに行くと。

わかりました。○濵砂委員

もう１件。それから、中期実施計画、これも

確認なんですけれども。12ページから地区別学

級数等増減予測等というのがあるんですけれど

も これで見ますと 宮崎地区が27年度現行で70、 、



- 126 -

平成29年３月15日(水)

、学級から30年には67学級に減少するという予測

これは地区内の中学校卒業生の予測ということ

なんですか。

宮崎市内の現在、例えば○飯干学校政策課長

何年か先の中学生の数から、流入とか、流出率

も考えて卒業生数を予測したものですので、そ

れに合わせて学級数をこの場合も減らしていく

という予測でございます。

どこの地域も、減少している地域○濵砂委員

もありますし、継続する地域もあるんですが。

、 、 、ただ 宮崎で見てみますと この中で本庄高校

海洋高校が３学級、宮崎商業が７学級、特に本

庄、海洋高校当たりなんですが、67学級になる

ということは３学級減るということですから、

ここら辺が進学者が少なくなっていくと、また

統廃合の計画が出てくるということになるんで

しょうか。

そこも含めて、後期実施○飯干学校政策課長

計画のほうで、また協議していくということに

なりますけれども。先ほど委員から出ました10

クラス規模の学校がございますが、適正規模と

いうことに関しまして、例えば宮崎市内の中学

生が減っていくときに、その10クラス規模の学

校についても検討していきたいと考えておりま

す。

宮崎の場合は10学級を維持してい○濵砂委員

る高校が３つ、それに８学級、かなり大きい学

校がありますので、内部で、いわゆる進学者の

意向の調整というのも出てくるかもしれません

が。行く人によって維持できると。

そういうことはないと思いますけれども、例

えば一番上の宮崎大宮の10学級が９学級になる

可能性も何パーセントかあるかもしれませんの

で、全体から見ると維持できる可能性もあると

いうことですよね。学校存続がです。

、○飯干学校政策課長 地区全体で考えますので

そういう可能性はあります。

、 、○濵砂委員 小さい地域 南那珂地域あたりは

もう既に福島高校が３学級に減っていると。こ

れが13学級から30年度には12学級に減るという

ことですから、この３学級が維持できなくなっ

たら、またこの辺の統廃合が出てくるというの

は、この数値の中では考えられるということで

すか。

考えられるんですが、先○飯干学校政策課長

ほど教育長も言いましたように、今、福島高校

については中高連携ということで魅力づくりを

と。日南高校等については、まだ４学級、６学

級ございますので、その辺も含めて協議、どこ

を減らすかとか、減らさないといけないのかと

いうことに関しましても、また協議していくと

いうことになります。

中高一貫教育というのは、学校の○濵砂委員

魅力をつけて３学級を維持しようとしている行

動ということですよね。だから、予測では30年

度には12学級に減るということの予測ができて

いるわけですから、３学級が維持できなかった

ら、統廃合の可能性が出てくるという想定なん

ですかということなんです。

この学級数減はあくまで○飯干学校政策課長

予測ですが、適否も含めて検討するとしていま

すので、そのことも含めて検討いたします。

３学級を切ったらもう維持できな○濵砂委員

いと。４学級、６学級、３学級で13学級あるの

が12学級になるということですから、どこかの

学校が１学級減るということ。例えば、名前を

出して悪いんですけれども、福島高校が２学級

、になった場合は統廃合を考えざるを得んという

そういうことになっていくわけですね。

今後とも、例えば２学級○飯干学校政策課長
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で存続させることが生徒にとってよりよい教育

環境になるか等も含めて、適正規模や１学級の

定員等について、今後の31年度からの後期実施

計画へ向けて、地域の方々の意見も十分に聞き

。ながら協議していくということにしております

例えば、ほかの県の内容を見てみ○濵砂委員

ても、さっきあったように離島とか、特別な過

疎地域とか、そういったものについては別にと

いうことなんですが、ただ、こういう学校その

、 、 、ものは 定数 ３学級に決めてあったにしても

例えば120人入って、今現状でいる学級が、例え

ば30人になるとか、25人になるとかいう可能性

が出てくるわけですよね。

今現在は、１学級の定員○飯干学校政策課長

は国の基準に合わせて40人としておりますけれ

ども、先ほど言いましたように、そこも含めて

後期実施計画に向けて協議を深めていくといこ

とになります。

質疑の途中ですが、12時を過ぎ○渡辺委員長

ますが、このまま続けさせてください。

都農高校の例を見ても、遅かった○濵砂委員

にしても地域がやっぱり努力をして、入学者を

ふやそうとして努力をされている、数字は出て

きたんですよね。

それがいい悪いという話をするんじゃないん

ですが 地域で学級そのものが維持できなくなっ、

た場合には、将来において、学校改革をしてい

くという予想なんですねという確認をしている

んです。

先ほどからお話が上がっ○飯干学校政策課長

ている都農高校なんですが、児湯地区全体で見

ると、入学者が高鍋高校、高鍋農業、合計しま

すと、やはり去年よりも減っておりまして。我

々の計画は何年か先を見据えて、中学校卒業数

が減ってくるということを予測して、例えば31

年とかに行うわけですが。それを予測してやっ

ておりますので ただ 地区別の入学者数も減っ、 、

ておりますし、何年か後にはもっと減るという

ことで、よりよい教育環境をつくるということ

で検討しました結果、児湯地区については再編

統合を決定したところであって。また、先ほど

教育長も言いましたように、やっぱり地区・学

校ごとによって状況は違いますので、そのつど

検討していくというふうになると思います。

、○濵砂委員 中学卒業者統計グラフを見ますと

ほとんどのところが下がっていっているんです

よね。下がっているところが予想をされて、13

学級が12学級になると。

だから、単純に６学級のところが減って５学

級になるなら、学校存続は十分できていく。け

れども、３学級のところが２学級になった場合

は、それでも維持ができるんですかということ

なんです。

そこを含めて、今後、31○飯干学校政策課長

年度の後期実施計画というのをまたつくるんで

すが、協議を深めていく、地域の方々の意見も

踏まえながら協議していくというふうになりま

す。

地域との協議を含めて、今回、廃○濵砂委員

校は廃校、統合は統合という形になっていくわ

けですよね。将来もそういうものが見込まれる

んでしょうという、この数字を見た場合、状況

に応じて統廃合というのが見込まれるんですか

と。卒業者そのものが目に見えて減っていくわ

けですから、高校進学者も当然に減っていくと

いうことは目に見えているわけですから。

ですから、その数字が31年で出てきているも

んですから、こういうのはどこかの学校が減る

んでしょうから、多学級あるところはいいけれ

ども 少数の学級のところは ぐっとそこが減っ、 、
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てきた場合には、やっぱり統廃合をせざるを得

んという状況になってくる可能性があるんです

かという話なんです。

地区ごとに出しておりまして 30○四本教育長 、

年までの学級数の予想の推移を書いておるわけ

ですが。これは地区全体の話でございますし、

あくまで予測でありますし、また、これ以上に

減るかもしれないということもありまして。例

えば、この数字が30年で１学級減ることになっ

たり、２学級減ることになっているから、小さ

な高校はそこで廃校になるのかとおっしゃられ

ても、我々としては、できるだけそういうこと

はないようにしていかなきゃいけないし、学校

の立地によっては２学級 ３学級でも残さなきゃ、

。いけないという議論になるかもしれませんので

今、この数字で減るようになっているからこの

、学校は危ないんじゃないかとおっしゃられても

それをはいとはちょっと申し上げられないと

思っております。

やっぱり学校間の競争が必要だと○濵砂委員

思うんです。魅力ある学校づくりという、そう

いった地区外からでも、高校生、新入学生が迎

えられるように 来たくなるような学校をつくっ、

ていく必要がある。

そういうことで、妻高、西都商の今回の統合

、については新しい組織も新設されていますので

全能力を発揮していただいて、ぜひともよろし

くお願いをいたします。

せっかく学力担当の次長がおられ○中野委員

。 。るんです 次長の抱負で最後に締めてください

校長先生の○坂元教育次長（教育振興担当）

指導ということでちょっと１点、私の思いを少

しだけお話させてください。

本年度は学力向上に関する学校訪問とか、い

ろいろな協議会がありました。そのつど校長や

。担当の指導者たちと話すことが多々ありました

それで、いつも校長に会うと私は２つの質問を

するんですが、校長先生は学力向上のために今

どんなことを取り組んでいらっしゃいますかと

いうような質問を必ずします。そうすると、間

髪入れず、校長先生側からいろんな取り組みを

言われます。

例えば、忙しいんだけども、１日２回は学級

を回って授業を見て、そして、授業を見た感想

を必ず伝えるんですと。例えば、発問をもう

ちょっと具体的にしないと、子どもはわかんな

いよねということとか、いい板書をしていたの

で、まとめ、復習に非常に役に立つよとか。あ

る校長先生は、実は月に１回、校長室だよりを

出すんですよと。その中に学力向上のコーナー

をつくって、こんなことをやっています、ここ

、まで成績を伸ばしたいという思いがあるんです

それを全校職員で頑張っていますと。それを保

護者にまで伝えて、そして、保護者の方評価し

てくださいというようなたよりをつくってい

らっしゃる校長もいました。

２番目に質問するのは、それで、変わりまし

たかというようなことを聞きます。その答えの

中で幾つか紹介しますと、今までは校長が教室

に入ってくると、先生方が緊張した感じだった

んですけれども。今は、例えば、きょうの２時

間目に英語の授業をするので、ぜひ校長先生、

時間があったら見に来てくださいというような

話をされる先生が多くなりましたとか。保護者

の方が校長室だよりなんかを見て、いい取り組

みで、もしＰＴＡでやれることがあったらやり

ますよという声まで聞くと。そういうような質

問の回答を聞きながら私が思ったのは、やっぱ

り校長が動けば教員が変わるんだなと。教員が

変われば必ずそこで授業を受けている子どもた
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ちが変わり、そして、保護者が変わってくるん

だ。つまり、学校全体が変わるんだなというこ

とを実感したことがあります。

まとめて言いますと、今後もやっぱり校長先

生は学力向上の最高の責任者であるわけですか

ら、遠慮なく積極的にリーダーシップを発揮し

てもらいたい。そして、来年度、ひむかの授業

づくり、学力向上の事業も２年目になりますの

で、結果を出す時期が来ていますので、具体的

な目標を立てて、それが達成できるように頑張

るように、そういうことを今後も言い続けてい

きたいという気持ちであります。

校長ですよ、いじめも。そこら辺○中野委員

は、やっぱり異動とか、どういうのでしっかり

濃淡をつけなきゃ 異動もしっかり考えて頑張っ。

てください。

その他報告事項についてはよろ○渡辺委員長

しいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他で何かありますでしょう○渡辺委員長

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

よろしいですね。○渡辺委員長

それでは、以上を持って教育員会を終了いた

します。長時間にわたり、ありがとうございま

した。お疲れさまでした。

暫時休憩します。

午後０時５分休憩

午後０時10分再開

委員会を再開いたします。○渡辺委員長

採決についてでありますが、申し合わせによ

り、委員会審査の最終日に行うことになってお

ります。16日に採決を行うこととし、再開時間

を午後４時としたいと思いますがよろしいで

しょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それではそのように決定いたし○渡辺委員長

ます。

その他、何かありませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして本○渡辺委員長

日の委員会を終了いたします。

午後０時11分散会
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午後３時58分再開

出席委員（７人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 日 髙 陽 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 中 野 明廣

委 員 髙 橋 透

委 員 有 岡 浩 一

委 員 濵 砂 守

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 木 下 節 子

政策調査課主幹 西久保 耕 史

委員会を再開いたします。○渡辺委員長

、 、 、まず 議案の採決を行いますが 採決の前に

各議案につきまして、賛否も含め、御意見をお

願いいたします。いわゆる委員間討議というと

ころでありますが。特にないでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、これより議案の採決○渡辺委員長

を行います。

議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

わかりました。一括で採決をい○渡辺委員長

たします。

それでは、一括して採決いたします。

議案第１号、第14号から第18号、第21号及び

第39号につきましては、原案のとおり可決する

ことに御異議ありませんでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○渡辺委員長 御異議なしと認めます よって

各号議案につきましては、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

次に、請願第21号「共謀罪（テロ等組織犯罪

準備罪）法案に反対する請願」の取り扱いはい

かがいたしましょうか。

〔 継続 「採決」と呼ぶ者あり〕「 」

それでは、継続との意見があり○渡辺委員長

ましたので、まずそれについてお諮りをしたい

と思います。

それでは、お諮りいたします。請願第21号を

継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めま

す。

〔賛成者挙手〕

挙手少数。よって、請願第21号○渡辺委員長

を継続審査とすることは否決されました。

では、ただいま継続審査とすることは否決を

されましたので、これからは、採択または不採

択のいずれかをお諮りすることになります。

ここで、髙橋委員にお聞きしますが、これか

らすぐ採決してもよろしいでしょうか。

退席します。○髙橋委員

〔髙橋委員退席〕

それでは、請願第21号の賛否を○渡辺委員長

お諮りいたします。

なお、態度保留の場合は退席したものとみな

しますので御了承ください。

請願第21号について、採択すべきものとする

。ことに賛成の方の挙手を求めます 挙手なし─

それでは、念のため反対採択を行います。

請願第21号について、不採択とすることに賛

成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

平成29年３月16日(木)
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挙手全員。よって、請願第21号○渡辺委員長

は不採択とすることに決定をいたしました。

髙橋委員の入室をお願いします。

〔髙橋委員入室〕

次に、閉会中の継続調査につい○渡辺委員長

てお諮りいたします。

教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査につきましては、引き続き閉会

中の継続調査といたしたいと思いますが、御異

議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、この旨○渡辺委員長

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子についてであります。

委員長報告の項目として、特に御要望等はあり

ませんか。

暫時休憩します。

午後４時２分休憩

午後４時７分再開

委員会を再開いたします。○渡辺委員長

それでは、委員長報告につきましては、ただ

いまいただいた御意見等も参考にしながら、正

副委員長に御一任をいただくということで御異

議ありませんでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

ありがとうございます。○渡辺委員長

それでは、そのほか、何かありませんでしょ

うか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、以上で委員○渡辺委員長

会を終了いたします。

午後４時７分閉会


